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会 長 講 演
第14回看護実践学会学術集会「看護の基本を極める」

今一度、看護の基本を極めるために

太田　裕子

国民健康保険小松市民病院　看護部長

日時　2021年 ９ 月18日（土）９ ：00〜16：30　　会場　オンライン開催

はじめに
　三井座長、丁寧なご紹介ありがとうございます。
改めまして、第14回看護実践学会学術集会の会長
を拝命させていただいています、小松市民病院の
太田裕子です。よろしくお願いいたします。昨年、
コロナ禍により第14回実践学会学術集会の延期を
決めてから約 1 年、オンライン上での学術集会は
私たち看護師にとっては未知数で、本当にできる
のか不安でたまらない状況でした。今回このよう
に開催することができましたのは、須釜理事長を
はじめ理事の皆さま、会員の皆さまの「大丈夫、
みんなで応援するから。困ったことがあれば何で
も遠慮なく言っていいわよ。頑張って」という温
かいお言葉掛けがあったからです。深く感謝申し
上げます。また、オンライン開催ということでさ
まざまな企業の皆さまやオンライン開催のノウハ
ウをご指導いただいている皆さまにも御礼申し上
げます。
　そして、一種の災害に匹敵する、現在も続いて
いるコロナ感染対応に追われている病院・施設の
皆さまにも感謝申し上げるとともに、その中で研
究に取り組む看護師の皆さまにエールを送りたい
と思います。また、多くの尊い命が奪われていま
す。前進しながらも、忘れてはいけないと思いま
す。罹患後、後遺症で苦しむ看護師たちもいます。
自分はかかりながらも、患者さんにいたわりの気
持ちを持って働く看護師に、改めてエールを送ら
せてください。

本学会のテーマ
　本学会のメインテーマは「看護の基本を極める」、
サブタイトルは「食事・睡眠・排泄そして対話」
です。このテーマは2020年開催を予定していたテ
ーマと同じで、変更はありません。
　今回の内容について簡単にお伝えします。理事
長企画は「全国規模調査に参加し明日の看護を創
ろう」と題し、 ４ 名の演者、そして特別発言とし
て真田弘美先生よりご発言を頂戴します。看護交
流集会は「看護提供方式を学ぶ〜看護の基本を極
めるために〜」について、須藤久美子先生より講
演していただき、その後 ３ 施設の取り組みを発表
していただきます。午後は一般演題20演題の口演
発表が行われます。本日は最後まで皆さまと共に、
看護実践学会学術集会を楽しみたいと思います。

「極める」とは
　では、本題に入ります。看護師は在宅だろうが
病院だろうが、患者さんを一人の人として、人間
の基本的なところを捉えます。自分の好みのもの
を食し、栄養管理的にも気遣い、夜になったら眠
ることができ、 1 日24時間の中で、排尿は正常に
漏れることなくでき、排便も苦痛なく良い形のも
のを排泄すること、それらがどんな状況で、本人
がその状況に対してどう思っているのかなど、そ
の情報から具体的な看護ケアに落とし込みます。
　また、患者の全体を捉えるには基本情報が必要
で、対話が必要となります。対話とは「対等の立
場で向かいあって話をすること」であり、お互い
の価値を認め合っていなければ成り立ちません。
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つまり、お互いを承認し合っている関係で対話が
成り立つといわれています。
　今回、「極める」という完結する言葉を使って
います。「限界や頂点に達すること、最上に至る
こと」という意味の言葉です。これ以上進めない
という点まで達することをいいます。
　川嶋みどり氏は、「看護の原点とは生命の消耗
を最小限にすること」「看護の基礎とは人間らし
く生きる条件を整えること」とおっしゃっていま
す。患者さんに対して看護師がなすべきことは、
医療、ケア、退院後の暮らしに対して最善最適の
支援を行い、患者さんの治癒力を高めることを求
めていくことです。基本的欲求である食べること、
眠ること、排泄することを整えていくことです。
整えていくことを「極める」としました。

私自身の振り返り
　ここからは、今回のテーマに至った経緯など、
自身を振り返りながら紹介します。
　まず、当院の概要です。小松市にある地域の中
核を担う急性期病院で、病床数は340床、診療科
27科、一般病棟入院基本料 1 の地域医療支援病院
です。 病床利用率は68.7％で、 平均在院日数は
12.3日です。病院理念は「共に歩む」で、看護部
理念は「わたしたちは患者さんの意思を尊重し、
思いやりのある質の高い看護を提供し共に歩みま
す」です。病床については、COVID-19の患者さ
んを受け入れており、2020年 6 月より病床運営は
変動・調整しながらとなっています。
　以前の状況をお伝えします。私は看護学校を卒
業後、当院に就職し、主に外科系の病棟、手術室、
集中治療室に長く勤務しました。中堅看護師、看
護師長時代のことですが、ずっともやもやとして
いたことがありました。当時の医療はとことん治
療が行われ、病院完結型の医療者中心でした。急
性期機能を持つ当院は、計画入院、および救急車
で搬送されてくる方や重症者を受け入れていまし
た。入院された方々は積極的な治療を受け、医療
者側はそれが当然としていました。病気や症状を
重視し、生活を見る視点は薄かったように思いま
す。そのため、看護師長であった私は、患者さん
は元の暮らしに戻れるとは思えないと感じること
が多々ありました。「この患者さんは退院後どう
なっていくのだろう」「この患者さんの気持ちや
家族の思いはどう変化していくのか、誰が支えて
いくのか」「入院受け入れはしているけれども、
出口が見えない」など、私自身、悩んだ時期でし

た。
　看護学校卒業から現在まで、ちょっとお恥ずか
しいのですが、私の看護の歴史を年代別にまとめ
てみました。この表の横軸は年数で、縦軸は経験
です。看護方式、私が影響を受けた人、看護部の
動き、病院の動き、社会の出来事で表しました。
　看護師長時代、A県で活躍している集中治療室
勤務のＫさんとの出会いがありました。Ｋさんは
当時、集中ケア認定看護師で、集中治療学会で出
会い、そのときからよく話をし、自分の悩みを聞
いてもらいました。Kさんは、病棟の機能は違っ
ても患者の心の声を聞くことの大切さを教えてく
れました。私自身、看護の基本を思い起こす機会
となりました。
　次に、看護副部長時代から看護部長時代に移り
ます。Ｓ県で活躍しているＮ看護部長による研修
で、技術を高める過程で感性を磨くこと、感性と
は倫理的感性であるということを聞き、感銘を受
けました。2016年に認定看護管理者サードレベル
研修を受講し、講師の先生方と実習施設で出会い
がありました。私のそのときのテーマは、「患者
が住み慣れた場所で暮らせるための方策PFM」
でした。生活を重視したケアを学ぶことができま
した。また、看護管理者になってからは多くの方々
と出会い、看護観・倫理観を深めることができた
ことに気付きました。医療を取り巻く社会情勢と
同様、2014年以降は病院、看護部の動きが早くな
り、多くの改革が行われてきました。
　印象に残った出会いをお伝えしましたが、これ
は看護の基本を極めるための私自身のリフレクシ
ョンスライドです。私が辞職することなく看護師
として勤務できたのも、周囲の方々の支援があっ
てのことだと思います。原点は家族です。特に、
看護師であった母の影響は強いです。
　学びは常にあり、患者さん、看護補助者の方か
らも人間性や価値観など教えていただくことがた
くさんありました。看護部長になってからは範囲
はもっと広がり、より経験豊富な方々との出会い
がありました。そして、この方々とは一方向では
なく双方向で対話というアクションを行っていま
す。皆さまにもあることです。この出会いのおか
げで、スタッフとの様々な取り組みや自身の看護
観、管理的な倫理観もかなり影響をもらえていま
す。

当院の現在の取り組み
　ではここで、小松市民病院での現在の取り組み
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を一部紹介させてください。食事はまず口からと
いうことで、「食べれるお口づくり」をコンセプ
トに口腔ケアプロジェクトチームを結成しました。
KOA（コア）です。KOAは「小松式オーラルア
セスメント表」のことです。患者さんのお口を観
察し、看護師がアセスメントし、記入します。そ
こから摂食嚥下チームにつなぎ、問題がある方は
共同で手厚くケアを行います。
　睡眠に関しては、DSTへ気軽に相談できる対
応と、睡眠状況に問題がある方や健忘、認知症の
ある方に対し、簡便な生活日誌を付けています。
精神リエゾンチームは緊急入院初期に関わり、問
題のある方に共同で支援介入があります。排泄に
関しては 6 年の歴史があり、排尿自立に向ける取
り組みや地域への支援も始まっています。チーム
介入は単独のチームだけで患者に関わるのではな
く、医療者同士、看護師と患者さんご家族、医療
者と患者さんご家族との対話を通して行い、私た
ち医療者は患者さんに支援する、退院後の暮らし
を見据え、その方の自立を促します。
　看護部長時代に取り組んだ主な改革です。外来
病棟一元化、PFMの立ち上げ、 セル看護提供方
式の導入です。
　改革Ⅰは、外来病棟一元化の取り組みです。在
宅、外来、入院の看護が分断されることなく継続
していくためには、外来看護の強化や外来・病棟
間の看看連携が重要です。2016年に 1 病棟から始
まり、2017年は全病棟の外来病棟一元化を行いま
した。現在は横の外来診療科、外来部門として透
析部門、手術室部門などの横の連携を強化し、縦
の一元化とマトリックスで補完する体制を推進し
ています。
　改革Ⅱは、PFMの立ち上げです。 自身の課題
であった切れ目ない医療を提供するために、病院
全体を巻き込み進めていきました。
　改革Ⅲは、セル看護提供方式の導入です。2019
年、小松市民病院看護部の目指すものとして、患
者さんに関心を寄せ、患者さんに寄り添う看護、
患者さんの声（心・からだ・生活）を聞ける看護
の実現のために、セル看護を導入しました。セル
看護を職員に浸透させていくために、看護部の目
標、スローガンに毎年掲げています。スローガン
は看護部の目標を一言で表したもので、看護部一
人一人が意識し、行動につながる表現にしました。
このスローガンは各部署から候補を出し、投票制
で決定しました。
　患者さんを診る上で基本となる食事・睡眠・排

泄を暮らしの中で整えてもらうための支援として
のシステムを構築していく中で、気がかりなこと
があります。管理者、スタッフの気持ちです。看
護業務に追われる中、改善、改善で気持ちが追い
付いてきていないことが分かりました。独りよが
りなシステム構築は、はかりの重りのように負荷
がかかり、傾くばかりです。気付くことができた
のは、外部講師の介入によるものでした。
　外部講師が介入し、在宅療養移行支援の取り組
みと、外来病棟一元化のリーダーとなる看護師長、
看護副師長、主任とのディスカッションを繰り返
す過程で、看護師の言葉に変化が見られました。
最初の頃は「関わる時間がない」「問題は他にある」
という言葉が聞かれましたが、定期的に話し合い
を重ね、リフレクションしていく中で、自分自身
の問題であったと気付き、業務中心から患者中心
の言葉へと変化が見られました。
　私見ですが、看護管理を行うときに大事なこと
は、システムを構築していくと同時にスタッフ、
同僚同士、上司との対話を重ねていくことだと思
います。この天びんは少し揺らつきがあるとして
も水平に保てるようにしていかなくてはいけませ
ん。
　三つの改革は、病院、看護部が主導で前に進ん
でいます。現在、私自身が取り組んでいることを
ご紹介します。 それは、1on1ミーティングで対
話を重ねていくことです。この取り組みの契機は、
コロナ禍で頑張る看護師たちに直接ねぎらいの言
葉をかけたい、今までやってきた看護ナラティブ
を気軽に話せるようにしたい、相手を承認したい
ということと、職員が不安なこと、気がかりを確
認し、その後どうなっていくのか確認します。サ
イクルは短く気軽な感じで、 1 人当たり10〜20分
程度の対話を繰り返します。
　この工程は、デイビット・コルブの経験学習サ
イクルを参考にし、特に内省と教訓の部分を用い
て行います。本来はサイクル全てにアプローチす
べきですが、私自身が学習することも踏まえて、
教訓と内省を重視し行っています。まだ始めたと
ころですが、今までは挨拶程度であったパート職
員一人一人と「あれからどうなの？」と気軽に話
すことができ、そこからまた新たな教訓であった
り、お互い前に進む活力が芽生えました。システ
ム作りはあくまでもありたい姿を目指すための工
程です。ありたい姿とは、看護師自身がありたい
と思わないと進めません。いま一度、看護の基本
を極める思考を整えるために、私たちはリフレク
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ションし、前進していきます。

まとめ
　まとめです。住み慣れた地域に暮らし続けるこ
ととは、その場所だけではなく、その人らしく生

活を営むことができることです。だから、私たち
は「その人らしさ」＝「最善最適」を支援してい
きます。その人らしさの基本とは、食べること、
眠ること、排泄することであり、対話でつながり
合っていきます。ご清聴ありがとうございました。
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はじめに
　今日は本当にこのような機会を頂きましたこと
を心より感謝いたします。それと、第14回看護実
践学会が開催されますことを本当にお喜び申し上
げます。私は今回このテーマを頂きまして、資料
を作るのがとても楽しかったです。わくわくしな
がら「看護の基本を極める」とはどういうことだ
ろうと思いながらまとめさせていただきました。
どの程度お役に立てるか分からないのですが、50
分という時間を頂いておりますので、お話しさせ
ていただこうと思います。よろしくお願いいたし
ます。

セル看護の開発経緯
　セルを始める前といいますか、開発する前の動
機といいますか、導入前の現状は本当に大変な状
況でした。飯塚病院では断らない医療ということ
を院長が全面に掲げて、救急病床を随分と増やし
ていった時代でした。現場からも看護師不足の声
が上がり、経営委員会などでも「ナースが足りな
い」「救急病床を開くためにはナースが必要だ」
ということでナース集めにも奔走したという経緯
の中で、現場はどうだったかというと、やはり楽
しく働けていないなと思いました。
　残業が多く、終業時間は17時なのですが、17時
になったら始まる仕事があったりしました。それ
から急変が多い。これもナース不足、観察不足に
よるものだったと思います。転倒・転落・身体拘
束患者が多い。事件・事故・インシデント、それ
からクレーマー対応に振り回されてビクビク、ド

キドキするような毎日。センサーやナースコール
に振り回されるような後手後手の対応をやってし
まっている。物品や人探しでうろうろする。リー
ダーや先輩に聞かないと分からないことが多過ぎ
る。上司や同僚が現在何をしているのかが分から
ない。一生懸命やっているのにと思いつつ、ナー
スは疲弊感を高めていってモチベーションを下げ、
病院としては残業代が高騰していく。ナースは疲
れ切ってしまって辞めていく。だから、さらなる
看護師不足を招くという状況でした。
　看護部長もいろいろ考えてはいるのですが、現
場とのミスマッチもありましたし、現場は現場で
経営方針も知らないし、方針の不徹底ということ
が発生していました。私も看護部長になって最初
の仕事はナース集めでした。本当に沖縄から北海
道までナース集めに奔走しました。そして、少々
ですけれどもナースに入ってもらったのですが、
ナースが少々入っただけでは現場の大変さは全く
変わりませんでした。私は何をやっているのだろ
うと思って。あるとき、ふと思ったのです。ナー
スを少々増やしても、やり方を変えないと変わら
ないのだと。要するに、ナース不足のときのやり
方をやっていたのでは、ナースを少々増やしても
変わらないのだなとつくづく思いました。
　私は今回、セルに込めた思いというテーマを頂
きました。そのとき思ったのですが、どうやって
このセルを考えていったのかというと、やはり一
番に思ったのは楽しく働いてもらいたい、楽しく
働きたいということでした。看護職の大変さは過
去・現在・未来、私は変わらないと思っています。

看護交流集会講演
第14回看護実践学会学術集会「看護の基本を極める」

看護提供方式を学ぶ ～看護の基本を極めるために～

須藤　久美子

株式会社麻生　医療事業開発部・飯塚病院

日時　2021年 ９ 月18日（土）９ ：00〜16：30　　会場　オンライン開催

看護実践学会誌　　Journal of Society of Nursing Practice, Vol.34, No.1, pp.5〜13， 2022
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だから、この大変さをやりがいにできないかとい
うことを考えました。ナースたちが楽しいと思う
場面は、大体は患者さんのそばにいるときだった
のです。だから、ナースが患者のそばにいさえす
れば、ナースはひとりでに生産性を上げてくれる
のではないかと思いました。ですので、セルの根
本的な動機は、楽しく働きたい、楽しく働いても
らいたいということだったと思っています。

セル看護提供方式とは
　セル看護提供方式で狙っているのは、患者や看
護職にとって利益にならない無駄を省いて、ケア
の受け手の価値を最大化することです。私たちが
一生懸命何かするのではありません。ケアの受け
手の価値を最大化することなのだと定めました。
では、どうやるかというと、まず動線に着目して、
いかに動線の無駄を省いて患者のそばにいられる
ようにするかということでした。現在飯塚病院で
は動線はある程度達成したので、看護業務のあら
ゆる無駄に視点を置いています。それともう一つ
は、受け持ち患者数を減らしたかったのです。受
け持ち患者数を減らすために、受け持ち患者は、
師長以外の全てのナースで均等割りにしました。
それから、ケアの必要度の高い場面に看護師を配
置しました。
　セルの語源は、製造業のセル生産方式に由来し
ているのですが、もう一つ私が大事だなと思った
のは、私たちは基礎教育のときから対患者のこと
について学んできていますし、卒後教育も対患者
にある意味で限局していると思っています。その
やり方に時間軸を入れるということです。始業か
ら終業時間までにやりたい看護を終わらせるとい
うことです。要するに、時間軸を入れるというこ
とは、言い換えれば時間外勤務、残業をなくすこ
とだと思っています。
　こうすることで勤務時間内に最高のパフォーマ
ンスを発揮できるようになり、その仕組みづくり
がセル看護提供方式だと思っています。セル看護
提供方式をやることで、どの施設でもやりたい看
護が実践できるようになる。私はその点において
セルは優れていると思っています。
　そのために、業務の無駄を三つ特定しました。
一つ目に動線の無駄です。何回も往復する、物を
取りに行く・戻る、人や物を探すことなどです。
　二つ目に記録の無駄です。私が一番無駄だと感
じるのは、チーム医療メンバーに読まれない記録
です。例えば所属長の師長は、病棟の夜勤の重症

者、気になる患者さんの記録を全部読んでいます
か。私も師長時代、スタッフが書いた夜勤の記録
はほとんど読んでいませんでした。たくさん書き
過ぎているからです。チーム医療メンバーに読ま
れない記録は、私は無駄な記録だと思っています。
ましてやメモや下書きは無駄以外の何物でもない
と思っています。
　三つ目に配置の無駄です。配置で一番無駄だと
思うのは、受け持ち患者を持たない看護師です。
担当患者がいない看護師を置くことが一番の無駄
だと思っています。それから、常時○対○という
のがありますね。入院基本料もそうなのですが、
特にICUや救急病床では、常時 2 対 1 、常時 ４ 対
1 でナース配置をすると夜勤時間が膨大な数にな
ります。100時間を優に超えますので、 どの病院
も多めに配置していると思います。例えばICUで
あれば、日勤はほぼ 1 対 1 、入院患者数が少ない
と逆に 2 対 1 ぐらいになっていると思いますので、
私はやはり日勤のICU、救急病床はちょっと余剰
だと捉えていました。
　これは情報収集の場面ですが、朝と夕方にスタ
ッフステーションに来てカルテをそろえたり、電
子カルテの場合は画面の前に座ってやるわけです
が、これだと時間がかかるのです。患者を看てい
ませんから、全部見ないといけないことになりま
す。だけど、患者さんのそばでやると、ナースの
五感、六感もあるのですが、人としての五感、六
感も十分に発揮できますので、患者さんを一目看
ればその人の調子がいいのか悪いのか、痛いのか
痛くないのか、ドレーンも排液の量・性状が一瞬
に目に飛び込んできます。そうすると、カルテや
電子カルテを見る手間が省けることになりますの
で、患者さんを看ながら情報収集をすることがい
いだろうと思っています。
　それと、カンファレンスに結構時間を取られて
います。カンファレンスは、やっている本人は患
者のためにやっていると思うのですが、カンファ
レンスでスタッフステーションなどに皆さんが集
合すると、患者さんのそばには誰もいないことに
なります。それから、緩和ケア病棟や回復期リハ
病棟は、診療報酬上の縛りも多分あるのだろうと
思うのですが、多職種が集まってのカンファレン
スをしています。ある時間にみんなが集まるわけ
ですが、時間になっても集まらない人がいますの
で、その人を待っている時間が発生しています。
この待ちが私は最大の無駄だと思っています。
　急性期であれば患者さんのベッドのそばにいる
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ナースが一番情報を持っているのです。だから、
そこで情報を取ろうとして薬剤師やリハビリ、栄
養士、ドクターが集まってきます。そこで私は、
軒先カンファをやって、それを記録に落とし込ん
でおけばみんなが一斉に集まる必要はないのでは
ないか、集まらなくても情報共有ができるのでは
ないかと考えています。
　これは飯塚病院で患者のそばに行けるようにな
った最大の改善項目なのですが、パソコンカート
のミニステーション化を行いました。すぐになく
なるようなもの、頻回に取りに行っていたものを
この中に入れておくということです。病院によっ
ては、廊下にミニステーションをつくり置きをし
ておくというところがあると思うのですが、必要
なのは車輪が付いていることです。ナースととも
にこのミニステーションが動いていくところに改
善の鍵があると思っています。
　それともう一つは、受け持ち患者を減らすこと
です。これは私も結構前から、師長時代からずっ
とありました。そのときに出会った論文がこれで
す。ナースの受け持ち患者数が 1 名増えるごとに
死亡率が 7 ％上がるというものです。この後、10
年後ぐらいにも同じような論文がありました。や
はり受け持ち患者を増やすことは非常にリスクが
あるということなので、ずっと受け持ち患者を減
らしたいという思いはありました。ただ、なかな
かうまくいかなくて。看護部長室で管理日誌を見
ているときにふと思ったのです。病棟の総入院患
者数を皆さん思い浮かべてください。自分のとこ
ろの総入院患者数と日勤のナースの数、もちろん
師長も入れます。全てのナースの数を入れます。
それで割ってみると、大体 7 対 1 を取っている看
護配置だと受持ち患者数は ３ 〜 ４ 人にしかならな
いはずなのです。 7 対 1 はそういうものです。10
対 1 だと 6 〜 7 人ぐらいですかね。13対 1 だと 8
人前後になると思います。しかし、 7 ： 1 の現場
に確認すると受持ち患者数が 6 人だの 7 人だの 8
人だの患者を持っています。
　なぜそういうことが起こっているかというと、
師長はもちろん受け持たない、それからリーダー
ナース、早番・遅番、学生指導やフリーナース、
そういう患者を受け持たないナースがいっぱいい
るからです。だから私は、セルで結構先を走って
いる病棟があったので、その師長さんのところに
「師長以外全てのナースに受け持ちをさせてくだ
さい」と指示を出したのです。どうかなと私も心
配したのですが、これが案外すっとできたのです。

では、早番・遅番でやっていた業務内容をどうし
ていたのかというのが私も気になったので、聞い
たのです。 そうしたら、「今まで 6 人、 7 人、 8
人持っていたナースが ４ 人しか受け持たないとな
ると、業務にゆとりができる。だから、そのゆと
りの中で早番でやっていたような仕事、遅番でや
っていたような仕事を振り分けると、全員が受け
持つことが可能になった」と言っていたので、こ
れはやれると思いその部署だけでなく、全部の病
棟で全員受け持ちをさせることにしました。受け
持ち患者数が減るということは、業務量が減ると
いうことです。業務量が減るということは、業務
にゆとりが出てくるということなので、私たちの
やりたい看護をすることが可能になると思ってい
ます。
　これが配置なのですが、ここはわざわざペアと
いう言葉を使っています。当初、ペアという概念
はなかったのですが、ペアになりたいためにPNS
を取り入れられている病院があったので、それは
本来のPNSとは違うのではないかと私は思いまし
たので、ここはあえてペアという言葉を入れまし
た。それはなぜかというと、看護業務で一人でや
れるような業務は何があるかということです。体
位変換、寝間着交換、全身清拭は、ほとんど 2 人
でやらないといけないようなケアばかりなのです。
　ただ、注射や与薬はどうかというと、これもダ
ブルチェックをやらないといけないので、今の看
護業務はほぼほぼペアで動かないとできない仕組
みになっています。質が担保できない仕組みにな
っています。本当は 1 人で ４ 人部屋を受け持てば
動線は短くはなるのですが、人は思い込みがある
ので、それを回避するために第三者の目が入りや
すいように、 ４ 人受け持ちなのだけれども、この
病室 2 人と隣の病室 2 人の計 ４ 人を持つというふ
うにしています。
　この人は新人です。新人も ４ 人受け持ちます。
飯塚では、新人の独り立ちは 7 月にしています。
だから、 ４ 月から 1 人受け持ちを始めます。リア
リティショックなどありません。看護学校で 1 〜
2 名は受け持っていますので、 ４ 月から 1 人受け
持ちをして、 7 月の独り立ちまでに ４ 人をちゃん
と看られるようにしますので、新人も ４ 人受け持
ちは可能です。
　それから、重症者を分散するという事がどこの
病院もやれないとおっしゃるのです。同時に重症
加算取得という診療報酬上の縛りがあって重症者
を 1 か所にまとめてあるのですが、飯塚では重症
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者をばらばらにしました。ばらしたことでいいこ
とがたくさんあったのですが、それはまた後日と
いうことにします。重症者をばらすと、新人以外
の人も本当に ４ 人しか持ちませんから、中に重症
者が 1 人入っても、それほど業務過多にはならな
いことは立証済みです。こういうふうにばらすと、
この業務がなくなるのです。どこの病院も部屋移
動は結構な業務負担になっていると思います。け
れども、このようにすると部屋移動の業務がなく
なります。と同時に、急性期であれば、治療看護
の原則は安静なのです。安静が大事な患者さんを、
部屋移動という名の下にごろごろごろごろ動かす
のはどうかなと思います。セル看護というのは、
ケアの必要度の高い場面にナースがいますから、
重症度が高い患者さんにはナースができるだけそ
ばにつくことで、この配置を可能にしています。
　これがタイムスケジュールです。ここに書いて
ありますように、限りある資源の利活用なのです。
タイムスケジュールはどの病院にもあると思いま
す。ないと監査が通りませんし、要求されます。
どこの病院にもあるのですが、それは飾ってある
もの、ファイルの中にしまい込んであるもので、
使っている人は 1 人もいらっしゃらないと思いま
す。だけど、私はこのタイムスケジュールに則っ
てやることがとても大事だと思っています。この
時間どおりにはなかなか進まないですよ。私たち
看護職はこういうタイムスケジュールやマニュア
ルに沿ってやることに慣れていないし、私自身も
こういうものに一番反対していたのです。私たち
看護師は、患者さんの反応に合わせてケアを変え
ていくのだと。だから、マニュアルやタイムスケ
ジュールどおりにはいかないのだと実は言ってい
たのです。でも、ISO9001を入れたときに指導の
方に「よく分かります。でも、 1 回作ってみてく
ださい」と言われたので作成したのですが、案外
患者間で大きな差はなかったという自分の経験か
ら、タイムスケジュール、マニュアルで動くこと
は可能だったという思いがあります。
　ただ、ここに書いてありますように、例えば情
報収集ですが、ここはよその病院に聞いても結構
長い時間をかけていたりして、この時間で始業前
残業が発生している病院は結構多いと思います。
同じタイムスケジュールを作っても、情報収集時
間が 1 人のナースは10分で終わっていて、もう 1
人のナースは20〜30分かかっている、もう 1 人の
ナースは小一時間かかっているというのでは、い
くらタイムスケジュールを使っても次の段階に同

様に行きませんので、情報収集にはマニュアルを
作成しました。飯塚でも、なぜタイムスケジュー
ルとおりにいかないのかという見直しをしている
ときに、結構これは大きな問題だったので、マニ
ュアルを作りました。飯塚では朝の情報収集を15
分以内でやるというマニュアルにしたのですが、
このマニュアルどおりにやれば 8 時35分から始め
て50分なので、大体15〜20分ぐらいでやればタイ
ムスケジュールどおりに動いていたことになりま
す。ですので、どの人も同じような時間でその業
務が行えるようにすることはとても重要だと私は
思っています。
　病院によっては、やはりリーダーが外せないと
いうことで苦労している病院もたくさんあります。
飯塚ではそもそも指示受けはリーダー業務から外
して、ほとんどのナースが受けられるようにして
いたからできたのだと思うのですが、指示受けも
マニュアルを作ったり、経験のあるナースが ４ 人
しか受け持たないから業務にゆとりがありますし、
危険薬を使ったりする難しい指示の場合は電子カ
ルテがあればどういう指示が出たかがいつでも閲
覧できるので、新人がもしこの指示を受けるので
あれば、「この指示は後で一緒に受けようね」と
いうふうにすればいいと思いますので、リーダー
という新たな業務はそれほどないのです。だから、
これはスタッフのタイムスケジュールなのですが、
リーダーはこういうことをやる（赤字の部分）と
いうことだけがリーダー業務になっていて、スタ
ッフ業務のタイムスケジュールの中にリーダー業
務をこの程度入れているということです。
　私はこれはちょっと驚いた事なのですが、飯塚
のスタッフはこれをラミネート加工して、ポケッ
トに入るサイズにしてみんな動いています。だか
ら、私もラウンドというか散歩をするときに、新
人さんらしき若い人たちに「今日はスケジュール
どおりにいっていますか」と声を掛けるのです。
そうすると、ほぼほぼ皆さんポケットから出され
て「今、何時ですかね」と言われて、「○時でこ
れとこれとこれが終わって、今からこれをしよう
と思うので、ほぼタイムスケジュールどおりにい
っています」と言ってくれるので、「ああ、そう
なんだ」と安心できるのです。
　もう一つ大事なことは、これを一人一人が先輩
やリーダークラスのナースに聞かなくても、どう
すればいいというのがタイムスケジュールまたは
マニュアルに書いてあるので、業務をしながら学
べる仕組みができるということだと思います。こ
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れはとても重要だと思っています。業務の中に教
育や指導を入れると絶対にその時間が押してきま
すので、業務は業務で着々と進むようにする工夫
が大事だと思っています。
　これが情報収集マニュアルなのですが、ナース
は何でも知っておきたいという気持ちがあります
よね。だから、その患者さんの全ての情報を朝の
忙しい時間に取ろうとします。そうではなくて、
「本日のあなたの勤務時間内に必要なケアに必要
な情報のみ取ってください」と目標が書かれてい
ますので、朝の収集は10分（15分以内）で終了す
るようにしています。
　これにはすごく葛藤があったのです。私は10分
以内でやってほしくて、こうすれば10分以内にで
きるでしょうと言っていたのですが、現場は絶対
に15分かかると言って譲らなかったのです。だけ
ど、私はやはり10分以内というのを皆さんの頭の
隅に置いておいてもらいたいと思ったので、「か
っこ書きでもいいからマニュアルの中に残してく
ださい」と言って、どちらがかっこ書きだったか
忘れたのですが、残してもらいました。
　もう一つ大事なのは、情報収集するときに、必
要な情報に行き着くまでにスタッフそれぞれで時
間が違うと思ったのです。そのときは紙から電カ
ルになっていたのですが、 1 人はワンクリック、
ツークリックくらいで自分が得たい情報にたどり
着いているのです。でも、あるナースは 5 回も 6
回もクリックしないとそこに到達しないというこ
とがあったので、 2 回クリックすると行き着くと
いう一番合理的な方法をマニュアルに載せました。
だから、マニュアルは具体的です。最初にどうす
る、次にどうする、最後にどうする、この画面か
らはこれとこれ、この情報を取るというふうに、
本当に具体的にマニュアルには載せました。そう
することが、業務をしながら学べる仕組みづくり
につながります。新人や休暇明けに来た方なども
できるようになったと思っています。
　これは師長のマニュアルです。師長もマニュア
ルを作るのですが、師長は経験があり過ぎて、経
験で動こうとするので、なかなかタイムスケジュ
ール、マニュアルどおりには動いてくれなかった
のです。私もとても葛藤しました。例えば、タイ
ムスケジュールでも「師長さん、いかがですか」
とラウンドしたときに言うと、「もうばっちりです」
などと言われるのです。私も「えっ？」と思って
「タイムスケジュールを見せてください」と言う
と、「あっちに置いています」と言うのです。「そ

うですか、ではあっちに行きましょう」と言うと、
いろいろ問答しながら最終的に師長は何と言った
と思いますか。「私の頭の中にあるんですよ」と
言われたのです。でも、頭の中にあったのではチ
ェックができないので、現在の看護部長に言って、
師長にもラミネートに入れたものを作って配布し
ました。スタッフたちは自主的にやったのですが、
師長たちはなかなかやっていただけなかったので、
そういうことはやりました。なので、師長さんに
もマニュアルがあって、そのとおりにやっていた
だくことが大事だと思っています。新米師長も異
動になった人に尋ねなくてもいいように、タイム
スケジュールやマニュアルを見ながら師長業務を
学べるようにしています。
　セルにとっては、基準どおりにやることがとて
も大事です。だから、師長にもタイムスケジュー
ルとマニュアルを作り、マニュアルも一応師長マ
ニュアルとしてはこういうものを作っています。
スタッフにも、タイムスケジュールとしてはこう
いう種類のものがあって、こういうマニュアルを
作っています。
　それから看護計画も、私は師長時代に記録委員
長などをやったのですが、看護計画を作成するに
もすごく時間がかかっているし、誰も見ていませ
ん。本当に看護計画など要るのかとすごく葛藤し
ました。そういうときに東大の水流先生と「そう
なのよ。看護師のための計画なんて要らないわよ。
患者計画が必要なのよ」などと言って、「うわあ、
もう乗った」と私は思ったのです。東大のフォー
マットを頂いて、運用は飯塚病院で考えました。
今は立派なものを東大がマップという形で作って
いるのですが、当時はなかなか追い付かなくて、
当院がやるしかなかったので、運用は当院で考え
て、看護ナビコンテンツとしてリスクの想定と未
然防止策の業務設計図のような形で作りました。
だから、このとおりにやるということになります。
　このように基準どおりにやれば、新人看護師で
あれ、時短看護師であれ、長期休暇明けの人であ
れ、応援ナースであれ、誰もが同レベルのケアの
提供が可能になると思っています。育休明けのナ
ースが時短で来られていて、時短ナースも全て受
け持ちしてほしかったので時短ナースに「受け持
ち患者を持てるかしら」とラウンドするときに聞
いたのです。すると、時短ナースが事もなげに「は
い、大丈夫です。セルとナビがあれば患者受け持
ちができます」と言ったのです。私も「えっ？」
と思って、「どうやってやるの？」と聞くと、「セ
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ルで患者のそばにいるでしょう。だから、患者の
そばにいれば大体患者の様子が分かります」と言
うのです。出勤時は、患者の様子もまだ分からな
いので、看護ナビどおりにケアをして、セルで患
者のそばにずっといるから患者さんのことがよく
分かるので、セルとナビがあれば患者受け持ちは
可能ですと言われたのです。でも、この人は結構
優秀な人かもしれないと思ったので、全く別の病
棟でもう一人に聞いたのです。そうすると同じ答
えが返ってきたので、もうそれ以上聞きませんで
した。それ以上聞かずに、時短ナースも患者受け
持ちをやってください、午前中パートのナースも
受け持ちをやってくださいということで、全ての
ナースが患者を受け持つようにしました。
　これらがあれば、業務をしながら自らが誰かに
聞かなくても、それから応援に行ったときもそこ
にいる人が教えないといけないという手間が発生
するので、そのようなことはなくなります。その
とおりにやればできると思っています。ただ、応
援もそうですが、新人が不得手なのはその病院の
やり方を知らないだけだと私は思います。最先端
の基礎教育を受けてきているし、学習もしてきて
いるわけです。その病院のやり方を知らないので
す。応援ナースもそうだと思います。その病棟の
やり方を知らないのだと思うので、この基準書（タ
イムスケジュール・マニュアル・看護ナビコンテ
ンツ）があれば誰もが同レベルのケアの提供につ
ながるし、新人もそれらを通して自らが学ぶ仕組
みができると思っています。
　でも、考えないナースをつくるのではないかと
いう質問が必ず来るのです。でも、私はそうだろ
うかと思うのです。あなたが考えてほしいことは
どんなことですか。でも、このタイムスケジュー
ルやマニュアルでやろうとしていることは、日常
業務がスムーズにできるようにするだけ、この疾
患の気を付けてほしいこと、この疾患の合併症だ
ったり予兆だったり、早く見つけてほしいが早く
に分かるようにしているのがタイムスケジュール、
マニュアルなのです。そういうことをやって業務
効率を上げて、本当に考えてほしいことを考えら
れるようにすることが大切なのではないかと私は
思っています。
　今のコロナ禍で私たちは、できないことがたく
さん出てきています。従来どおりにやろうとする
と感染拡大させてしまうのではないか。だけど、
本当にそれでいいのか、そんな看護でいいのか、
感染を拡大させないだけが看護なのか、私たちに

はそれだけしかできないのだろうかということを、
今みんなで考えなければいけないことなのではな
いか。「ああ、忙しい、忙しい」と言うだけでは
考える時間の余裕は生まれないと思いますので、
業務効率を上げるためにセルを使っていただいて、
私たちの病院が今やらなければいけない看護をみ
んなで考えていくことがとても大事なことなので
はないかと私は思っています。
　それと、これは飯塚のナースの言葉なのですが、
「タイムスケジュールで動くということは、チー
ム医療メンバーを意識するということだと思いま
す」と言ってくれたのです。私はすごいなと思い
ました。先生が「今日は○時からオペに入る」と
言っていたので、この時間に来るからここまでに
これをやっておかないといけないとか、ここまで
に電子カルテに記録しておかないといけないとか、
リハビリさんがこの時間に来るからこれまでに済
ませないといけないとか、そういうチーム医療メ
ンバーのことを意識します。チームで動くという
ことは、チームメンバーのお互いを思いやること
がないと私はチームがパワーを出せないと思って
いますし、チームメンバーが同じベクトルに向け
て治療やケアに介入していくことがとても大事だ
と思いますので、タイムスケジュールで動くとい
うことはチームメンバーをいたわり合う、思いや
ることに直結すると思っています。
　こういうことも大事なのです。セルばかり強調
して、何か患者に寄り添うとか、患者のそばに行
くことばかり言っていて、疲れてしまっている現
場を時々お見かけするのですが、案外物品を探し
に行ったら物がなかった、期限が切れていた、奥
にしまわれてたということがあるとモチベーショ
ンをすごく落としますし、まずイライラしてきま
すので、取りに行けばすぐに取れるように整理整
頓されていることがとても重要です。そうされて
いることが入れ替えなどにも役立ちますし、膨大
に物が少なくなります。「膨大に少なくなる」は
表現が変ですが、医療者の特性なのでしょう。何
かがあったら困る、何かが足りなくなったら叱ら
れるということで余剰にしまい込んでいることが
多いのですが、 1 週間に一回補填されるのであれ
ば、こんなにストックしておく必要はありません。
大体これをQC活動などでやると20万〜30万円は
軽く浮くという経験を飯塚ではよくするので、整
理整頓をして、探しに行ったときに探し物がすぐ
に見つかることがセルには欠かせない作業だと思
っています。
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　患者のそばにいることでどんないいことがある
かというと、そばにいることで患者さんの日常が
分かるようになります。すると、些細な病状の変
化に早期に気付くことができて、早期発見・早期
介入が可能になります。ジャスト・イン・タイム
という言葉を使っているのですが、ジャスト・イ
ン・タイムな医療を提供することが私たちが目指
す方向なのではないかと私は強く思っています。
どういうことかというと、この患者さんに必要な
ものを、必要なときに、必要なだけ、その患者さ
んの受け入れが容易なように治療・ケアを提供す
ることがジャスト・イン・タイムな提供だと考え
ています。
　ですので、そばにいれば患者さん同士がどんな
会話をしているのかというのもよく分かりますし、
そばにいればナースコールも減りますし、記録も
同時にできます。ドクターの指示受け、それから
時間外になっていたような作業、内服のセット作
りのようなことも患者さんの指導を含めてやって、
ペアのもう一人の人にダブルチェックをしてもら
ったり、退院が近い患者さんであれば患者さんに
ダブルチェックをしてもらったりすることも可能
になるのではないかと思います。
　全てうまくいったように思われるのですが、開
発段階で一番困難に感じたことは、患者さんのそ
ばにい続けることでした。あれだけそばにいたい
と言っていたナースたちだったのですが、患者の
そばにい続けることは非常に難しかったのです。
それで、私は目標とは別に標語を作りました。「ナ
ースはベッドサイドに」「スタッフステーション
にナースがいない」、要するに「ナースはベッド
サイドに」と作ったのですが、時間になったら、
処置が終わったらスタッフステーションにたくさ
ん戻ってきます。ナースがステーションにたくさ
んいるということは、患者のそばには誰もいない
ということですので、スタッフステーションにナ
ースがいないという、ものすごく分かりやすい標
語にしたのです。
　そうすると、こんな現象が起こりました。これ
は 1 人ですが、廊下にずらっと並んだのです。ナ
ースが本当に縦列駐車のように、笑い話ではない
のですがずらっと続いたのです。スタッフステー
ションにいられなくなったのです。私も頻回にラ
ウンドしていましたし、師長も私に忖度して、そ
ろそろ看護部長が来る時間だなと思ったらステー
ションから早く出ていくように促していたので、
居場所がなくなってここにいたということなので

す。そこで、私も声を掛けるのです。「どうして
こんな所にいるんですか。ここでは患者さんは見
えないじゃないですか。もう少しこっちに来たら
見えるんじゃないですか」と言うと、スタッフは
みんな、ぷーっとして「患者さんが嫌がるんです
よ！」と言うのです。みんなそう言うから、「あ
なたが嫌なんですね」などと嫌味を言ってラウン
ドしていたのです。
　でも、どうしてナースは患者の側に居続ける事
ができないんだろうと悩んだときに、それこそ悩
んだときにはやはり看護覚書に戻る、私たちの年
代はそういう人が多いのではないかと思うのです
が、終わり書きのところにこれがあったのです。
「患者は見つめられることを嫌がる。と言うのは、
不注意なナースの誰もが言う言い訳である」と。
ナイチンゲールのときからこうなのだと思いまし
た。ですので、「ベッドサイドで仕事ができる」「患
者さんの声が聞こえますか？」という標語を展開
しました。
　なぜ患者のそばにいられないのかと思っていた
ら、気付いたのです。スタッフにはいられない理
由があったのです。これはとても大事です。スタ
ッフが持つ不安や不満を解決してあげないとスタ
ッフは動きません。いられない理由があったので
す。カーテンがみんな閉まっているような所に一
人でいられないのです。私もいられないなと思い
ました。それから、枕元でカチャカチャと音がす
ると患者さんもうるさいので、「あっちへ行け」
と言われます。なぜカーテンを閉められるのだろ
う、なぜ「あっちに行け」と言われるのだろう。
これは、私も短いナレッジですが、たくさんして
きました。師長会でもやりましたし、そこに居合
わせたスタッフともたくさんやりました。
　たどり着いた答えはこうでした。「患者さんが
自分に関心を寄せてくれている、自分の治療の理
解者、自分の治療の協力者だとナースを認めてく
れたとき」に、患者さんはそばにいてもいいと思
ってくれるのです。ナースが下を向いてカチャカ
チャやっているだけでは、「うるさい、あっち行け、
あんたに見られたくない」と言ってカーテンを閉
めるのです。でも、自分の理解者だと知ってくれ
ると、ナースが「今日はこんな治療があって、こ
んな副作用を私は心配しているので、ちょっとで
もいいから開けておいていただけますか」と言え
ば、ノーと言う人は一人もいないと思います。こ
こに至るまでに結構時間がかかりました。
　今はこのような状況で、このナースはこの患者
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さんを心配しているのだなとか、この患者さんを
看てくれているのだなというのが、散歩をしなが
らでも私にも分かるので、私はこれでいいと思っ
ています。患者全員を見張っているわけではない
と思っています。

セル看護導入後の成果
　成果については、ここを強調したいです。ナー
スの人数を増やさずに、やり方を変えただけで得
られた成果ということです。
　退勤時間は30分ぐらい早くなったし、ストレス
も、低くはないのですが、以前が高かったからで
すね。でも、右肩下がりにストレスが下がってい
きました。これは大きな変化だと思います。
　「患者が嫌がるんですよ！」とほとんどのナー
スが言っていたので、実際に患者さんに聞いてみ
ようというのもあって患者さんにアンケートで聞
いてみたら、私の想定外でした。想定外に患者さ
んはナースがそばにいてくれることを受け入れて
くれているのだなと思いました。ナースがそばに
いることで安心できたと87％の患者さんが言って
くれたのです。私は、これはとてもうれしかった
です。一人になれなかったことがあるかというと、
そのようなことはないという答えが多かったです。
ナースがいても邪魔にならなかったと言ってくれ
ているのだと思っています。
　COVID-19に有効だと、セルを入れている病院
の方から私にメールがありました。私も「えっ？」
と思って、 飯塚とも相談して、 こういうことが
COVID-19の感染対策にもなっているのだなと思
いました。要するに、そばにいるから些細な病状
変化にも気付き、タイムリーなケアの介入ができ
るということと、そばにいるから「手を洗いまし
たか」とか「どこに行かれるのですか」「マスク
をしてください」などと声掛けすることで感染対
策が可能になったということがあります。そして、
頻回に触る所には頻回な消毒が必要です。ナース
がそばにいて、カートの中にアルコールも入って
いますので、ベッド柵や床頭台などをこまめに消
毒することが可能になりましたし、こまめに換気
もできました。まさにジャスト・イン・タイムな
ケアの提供だと思っています。
　スタッフステーションも密になりません。スタ
ッフステーションに一同が集まるのは、セルでは
朝の 5 分間だけです。それ以外にスタッフ全員が
集まることはないので、密にはなりません。それ
から、患者の受け持ちが少なく、部屋の移動も少

ないので、そこでも密になりません。それから、
お昼には休憩時間に入るのですが、お昼ご飯のと
きはケアの必要度の高い時間です。やることもた
くさんありますし、急変の可能性も高いので、ケ
アの必要度が高い時間になぜナースが一気にいな
くなるのかということで、飯塚では ３ 分割で休憩
を取っています。でも、ある回復期病院の看護部
長に聞くと「うちは昼食時間は全員出るようにし
ています」と言っていました。回復期はやはり、
お昼はケアの必要度が高いのだなと思いました。
患者さんの昼食時間を外して休憩に行っていると
言われていたので、すごいなと素直に思いました。
それから、動線が混み合わないこともあります。
　もう一つは、意外でしたけど、普通の看護方式
だと患者さんのそばにずっといることに慣れてい
ないので、COVID-19で患者さんを看ている場面
はほとんどセルなのです。患者のそばで仕事が完
結するようにできています。あれは、何も言わな
くてもセルができていると私は思っていますので、
ずっとそばにいることに抵抗感がなかったという
ことです。なぜセル看護がCOVID-19の感染対策に
有効かというと、 要するに業務効率を上げればそ
のこと自体が感染対策にも有効であるからだと私
は思います。
　これは、飯塚がいろいろやっているのだなと私
が思ったことなのですが、80代女性の事例です。
COVID-19感染による肺炎で、人工呼吸器装着で
入院して、一度抜管したのですが、19日目に悪化
して、厳しい状況にあるということが家族に説明
されました。家族はそれからも頻回に face time  
で面会に来られて、お孫さんやひ孫さんたちもよ
く面会に来られて、患者さんはうれしそうに face  
time で面会されていました。これは死亡日の午前 
中なのですが、開眼はできなかったけど反応はあ
ったということで、ここは何回読んでも私自身も
感動するのですが、スマートフォンを開いたらた
くさんのLINE通知があったので、「読んでいいで
すか」と言ったらうなずいたので、読んであげて
写真に収めました。亡くなられた後、エンゼルケ
ア後もきれいになった姿をもう一度スマートフォ
ンに残して、ご家族へ引き継ぎました。
　私はこのことについて、ここにいたナースたち
といっぱいディスカッションしたいなと本当に思
いました。これを読んで、そばにいたからこそ見
えた、そばにいたからこそできたことなのだなと
つくづく思いました。コロナ禍でもできる看護が
ある、コロナ禍だからこそやらなければいけない
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看護がある、コロナ禍だからこそ変えないといけ
ない、コロナ禍でも対応できる看護技術を私たち
は開発していかなければいけないのではないか、
そういうことを考えるためにもセルは有効だと思
っています。

セル看護提供方式の商標登録について
　私はセルを広めたいということで動いているの
ですが、この ３ 項目がそろえばセル看護を導入し
ていますとホームページに上げてくださいと言っ
ています。 1 と 2 はやはり業務量削減なのです。
業務量を削減して患者接点を増やしましょうとい
うこと、全員が受け持つということ、業務の無駄
を省きましょうということが 1 と 2 です。それか
ら、タイムスケジュールとマニュアルで動くとい

うことは、限りある資源で残業を減らしていく、
最高のパフォーマンスを上げていくということで
す。
　セル看護に込めた思いというのは、ナースたち
の大変さをやりがいにしたい、やりがいにすれば
ナースたちは技術開発に勝手に動いていくと私は
思っています。そうするためには、看護師を労働
者として、限りある資源として正しく捉えること
が私はとても大切だと思います。何回も言ってき
ましたが、無駄取りをして看護の基本を極める時
間や空間を作り出していきましょう。やれない理
由ばかり挙げてもどうにもなりません。チェンジ
するためには、今がチャンスであり、チャレンジ
だということを皆さんにお伝えして終わりたいと
思います。ご清聴どうもありがとうございました。
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要　　旨

　本研究は 2 年目看護師が新人看護師とともに看護ケアを協働した経験を明らかにすることを目的に、看
護師免許取得後直ちに就職した ３ 年目看護師15名を対象に半構造化面接を行い質的帰納的に分析した。そ
の結果【新人看護師と共にケアできるか見極める】【患者が安全にケアを受けることができるよう整える】
【新人看護師が主体的にケアできるように支える】【 2 年目看護師としての役割意識が芽生える】【自分の
成長の糧となる】の 5 つのカテゴリーが抽出された。
　 2 年目看護師は新人看護師と看護ケアを協働することで、自身の看護ケア行為や新人看護師との関わり
方をリフレクションし新人看護師の学びを支援していること、 2 年目看護師自身の自己教育力を育んでい
ること、新人看護師と支持的な関係を構築し相互のやりとりから学びを深めていることが示唆された。 2
年目看護師が侵襲の高くない患者の看護ケアを新人看護師と協働する経験は、 2 年目看護師の看護実践力
向上に繋がると考える。

看護実践学会誌　　Journal of Society of Nursing Practice, Vol.34, No.1, pp.14〜25， 2022
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はじめに
　2010年から新人看護職員研修の実施は医療機関
の努力義務となり、多くの施設で新人看護職員研
修ガイドラインに沿った卒後研修の体制が確立し
ている 1 ）。新人看護職員研修ガイドラインが示す
基本的看護技術の修得期間は概ね 1 − 2 年間で設
定されており 2 ）、新人看護師が 1 年以内に「一人
でできる」とする看護技術項目は全体の 2 割であ
るという報告 ３ ） ４ ）がされている。また 2 年目看護
師は基本的看護技術の習熟が充分ではない状況で、
プリセプターがつかなくなるなど職場での支援体
制が脆弱となり、看護技術の遂行において不安を
感じていることが指摘されている 5 ） 6 ）。さらに、
約 ４ 割の 2 年目看護師が日々のリーダー業務を経
験したり ３ ）、新人看護師のプリセプターなどの役
割を担うことが報告 7 ）されている。このように 2
年目看護師は成長途上段階にあり、充分な支援体
制が無いことへの不安を抱えながら、後輩指導や
リーダー業務などを行う現状がみられる。
　職場内での学習は他者とのコミュニケーション
によって媒介され、直属の上司に限定されない多
種多様な他者からの学習の重要性と様々な業務経
験を内省することで個人が成長することが指摘さ
れている 8 ）。一方、学校教育では上級生が下級生
に関わることで、上級生の社会的スキルや自己有
用感を高めるといったピアサポートプログラムの
効果が示されている ９ ）10）。また、医学や看護学教
育においても、臨床教育でのピアコーチングの活
用とその効果が報告され11 − 15）、さらに看護師教育

では、 2 年目看護師が新人看護師研修の場でイン
ストラクターとして関わることで 2 年目看護師自
身の学びを深める効果が明らかにされている16）17）。 
このように、同期同士、あるいは経験年数に差が
無い先輩・後輩同士が関わることによる教育効果
は大きいと考える。
　新人看護師は、入職当初には実地指導者や教育
担当者などの看護師とともに看護ケアを実施する
が、徐々に職場の先輩看護師とともに臨床での看
護ケアの経験を積み重ねていく。そのような中、
侵襲度の高くない日常生活援助などの看護ケアは
2 年目看護師とともに行う場面も見られる。 2 年
目看護師は成長過程の途上にはあるが、 1 年間の
中で培った臨床経験をもとに、患者の安全・安楽
を考慮した看護ケアを新人看護師とともに提供し
ているのではないかと考える。 2 年目看護師が新
人看護師とともに患者に看護ケアを提供すること
は、単なる看護業務を遂行するだけではなく、 2
年目看護師にとって新人看護師とのやりとりを通
して自身の知識や技術の再確認の機会となり、自
己を成長させる教育的側面の意味を持つのではな
いかと考える。
　そこで本研究では、集合研修など指導を行う側
が設定した学習場面ではなく、日常業務の中で新
人看護師とともに行われる看護ケア場面において、
2 年目看護師がどのような経験をしているのかを
明らかにし、 今後の 2 年目看護師のOn-the-Job 
Training（以後、OJTとする）のあり方を検討し
たいと考えた。

Abstract

　This study aimed to clarify the experiences of second-year nurses who collaborated with novice 
nurses in providing nursing care. Semi-structured interviews were held with 15 third-year nurses who 
had been employed immediately after obtaining a nursing license, and the results were analyzed 
qualitatively and inductively. Consequently, the following five categories were extracted: “determining 
the possibility of providing care along with novice nurses,” “arranging an environment where the patient 
can receive care safely,” “supporting novice nurses so that they can provide care independently,” “developing 
awareness of the role of the second-year nurse,” and “becoming motivated to better oneself.”
　These results suggest that the second-year nurses who collaborated with the novice nurses supported 
the novice nurses in their learning by reflecting on their own nursing care activities and relationships 
with the novice nurses, nurtured their self-educational skills, and deepened their knowledge by 
constructing supportive relationships and reciprocally communicating with the novice nurses. 
Experiences of collaboration between second-year and novice nurses in providing nursing care for 
patients undergoing non-invasive treatment are likely to contribute to an improvement in practical 
nursing skills in the second-year nurses.
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研究目的
　本研究の目的は、 2 年目看護師が新人看護師と
ともに看護ケアを協働した経験を明らかにするこ
とである。その上で今後の 2 年目看護師のOJTの
あり方を検討する。

用語の定義
　 1 ． 2 年目看護師
　看護師免許取得後に、初めて医療機関に就労し
て 1 年が経過し 2 年目となった看護師。
　 2 ．経験
　 2 年目看護師が新人看護師と職務を体験するな
かで新人看護師や周囲の職場スタッフ及び患者と
の相互作用によって知覚する出来事とする。
　 ３ ．協働
　同じ職場の 2 年目看護師と新人看護師が患者の
看護ケアを実施するという目的で働くこととする。

研究方法
　 1 ．研究デザイン
　質的記述的研究
　 2 ．対象
　看護師免許取得後に直ちに病院に就職し、同施
設において 2 年間の臨床経験をもつ ３ 年目の看護
師で、 2 年目の時に新人看護師と日常生活援助場
面で看護ケアを協働した経験があり、その経験を
想起して語ることができる看護師。
　施設は新人看護師が毎年採用され、 2 年目看護
師と新人看護師が日常生活援助を協働する場面が
より多く存在する可能性があると想定される一般
病棟を複数有する施設とした。
　 ３ ．データ収集期間
　2019年 6 月−2019年10月。
　 2 年目で新人看護師と二人で看護ケアを協働す
る経験場面は 2 年目後半以降と想定し、経験を想
起して語れるよう ３ 年目の前半とした。
　 ４ ．データ収集方法
　 1 ）データ収集までの手続き
　研究協力施設の看護部長に研究の主旨を口頭と
文書で説明した。新人看護師が複数名入職する病
院の看護部長に研究協力依頼を行ったところ、 2
年目看護師が新人看護師と協働して看護ケアを提
供することを推奨していない病院が多くみられた。
本研究で研究協力を得た病院は ４ 施設で、 2 年目
看護師と新人看護師との看護ケアの協働を推奨は
していなかった。しかし、患者の重症度や 2 年目
看護師の実践能力を考慮した上で、 2 年目看護師

と新人看護師が協働して看護ケアを提供すること
を容認している状況であった。対象となる看護師
について看護部長から承認を得た。
　看護部長から研究対象の条件に該当する看護師
に研究の概要や依頼文書、同意書などの書類一式
を渡していただいた。研究対象者には、研究の主
旨、方法、倫理的配慮を文書で説明し、15名の看
護師から研究参加の同意を得た。その後、インタ
ビュー調査を行う日程を研究者と研究参加者で調
整した。
　 2 ）調査方法
　半構造化面接法を用いて、研究者と研究参加者
の 2 名が個室で面接を実施した。
　面接では、 2 年目看護師の時に新人看護師と共
に行った日常生活援助場面を想起してもらい、ケ
アの準備段階やケア中の新人看護師や患者とのコ
ミュニケーション内容や工夫したこと、ケア後の
アドバイス内容、一連のプロセスにおける気づき
や自身の変化について調査した。インタビューで
語られた考えや感情は、新人看護師と共に看護ケ
アを行った際の考えや感情か、あるいはインタビ
ュー時に振り返って感じたものかを、絶えず確認
しながら進めた。研究参加者に了解を得たうえで
ICレコーダーに録音した。
　 5 ．データ分析方法
　録音内容をもとに逐語録を作成した。逐語録を
精読し、研究目的に関連する文節を取り出し、文
脈を含めてその意味を解読し、研究参加者の言葉
を使用した簡潔な表現にまとめてコード化した。
コードの類似性と差異性を検討し、共通するもの
に分類し抽象度を上げ、カテゴリーの抽出を行っ
た。カテゴリーの階層化が不動となるまで分析を
重ねた。
　一連の分析過程において、質的研究の経験が豊
富な研究者によるスーパーバイズを受け、研究者
の解釈に偏りがないように努めた。
　 6 ．倫理的配慮
 本研究は、石川県立看護大学倫理審査委員会の
承認（看大第76号）及び研究協力施設の倫理委員
会の承認を得て実施した。
　研究対象となり得る ３ 年目看護師に、研究の主
旨、方法、倫理的配慮、自由意思による研究参加
であること、途中で辞退しても不利益がないこと、
匿名性を保持すること及び厳重なデータ管理方法
について文書で説明を行った。 ３ 年目看護師には
看護部長や所属部署の看護師長からパワーが働か
ないように、研究参加への返信は研究者に直接送
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付されるように返信用封筒を同封し、同意を署名
により得た。

結　　果
　 1 ．研究参加者の概要（表 1 ）
　研究参加者は、Ａ県内の急性期医療を担う ４ 病
院に就労する ３ 年目の看護師15名である。所属病
院の病床数は300−500床である。
　研究参加者の内訳は、女性13名、男性 2 名で、
年齢23〜30歳、15名全員が ３ 年課程の看護専門学
校卒業後に入職していた。
　 2 ． 2 年目看護師が新人看護師と看護ケアを協
働した経験の内容
　研究参加者15名から語られたデータを分析した
結果、 2 年目看護師が新人看護師と看護ケアを協
働した経験は以下の 5 個のカテゴリー、27個のサ
ブカテゴリーから示すことができた（表 2 ）。
　 2 年目看護師は【新人看護師と共にケアできる
か見極める】とともに患者の安全を最優先に考え
て【患者が安全にケアを受けることができるよう
整える】行動をとり、看護ケア提供場面では【新
人看護師が主体的にケアできるように支える】こ
とを行っていた。新人看護師との看護ケアの協働
を通して、【 2 年目看護師としての役割意識が芽
生える】とともに、【自分の成長の糧となる】こ

とを自覚していた。
　以下、カテゴリーを【　】、サブカテゴリーを
〈　〉、語りの例を“ ”で示す。（　）内は意味
が伝わりやすいよう研究者が加筆した内容である。
　 1 ）【新人看護師と共にケアできるか見極める】
　このカテゴリーは、 2 年目看護師が看護チーム
内での立場を考え、不安と戸惑いを感じながらも、
患者の病状と新人看護師の技術習得度など成長の
度合い、自身の看護実践能力を評価し、新人看護
師と共に看護ケアができるかを判断しようとする
ことを示している。
　このカテゴリーは〈不安と戸惑う気持ちを抱え
て臨む〉〈看護チーム内での自分の立ち位置を自
覚する〉〈新人看護師の成長度合いを見計らう〉〈患
者の状態を観て判断する〉の ４ つのサブカテゴリ
ーで構成された。
　Ｃ看護師は、自身の看護実践力の未熟さと看護
チームにおける 2 年目看護師の立ち位置の自覚か
ら、新人看護師との看護ケアの協働を〈不安と戸
惑う気持ちを抱えて臨〉んでいたことを次のよう
に語った。
　“（新人と 2 年目は）未熟者同士だし、先輩に
いいよって言われても本当にいいのかなと思った。
プリセプターたちは、プリセプター会とかあって
新人の情報共有があるけど、 2 年目って全く（新
人看護師の情報は）ないし不安になった。”
　また、職場では 2 年目看護師と新人看護師が共
同して看護ケアを提供することは推奨されていな
いが、 2 年目看護師は〈新人看護師の成長度合い
を見計ら〉い、新人看護師とのケアが可能かどう
かを〈患者の状態を観て判断〉していることをＮ
看護師は次のように語った。
　“最初に（新人と一緒にケアに）入らないでっ
て言われただけで、じゃあ何月何日から入ってい
いよっていう決まりがない。 2 年目としても困っ
た。（中略）自分としてもまだわからない状態だ
からアドバイスすらしにくかった。まだ言える立
場じゃないし。 1 年生が慣れてきた感じの頃、周
りに、何か手伝いますかみたいな声かけできるく
らい、周りを見て動けるようになったのを見計ら
って、状態が変わらない安定している人の清拭を
した。結構、状態が重い患者さんとか急変ありそ
うな患者さんとかは、（新人看護師と一緒に）入
らなかった。”
　〈新人看護師の成長度合いを見計らう〉ために、
新人看護師にケア経験を質問することで、新人が
できることを確認していることをＯ看護師は次の

表 1 　研究参加者の概要 n=15

性別 男性
女性

2名
1３名

年齢 2３歳
2４歳
３0歳

8名
6名
1名

教育背景 看護専門学校卒 15名

所属病院の救急体制 ３ 次救急病院
2 次救急病院

1名
1４名

所属病棟の診療科 外科系
内科系

内科・外科混合
HCU

4名
3名
7名
1名

新人看護師と看護ケアを
協働した時期

2 年目の 6月
7月
8月
9月

10月
2月

2名
1名
1名
8名
2名
1名

（注）HCU：High Care Unit
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ように語った。
　“今までこのケアしたことある？っていうのを
一回確認してから行った。”
　 2 ）【患者が安全にケアを受けることができる
よう整える】
　このカテゴリーは、 2 年目看護師が新人看護師
と看護ケアを行う際に患者の安全を最優先に考え
て行動していることを示す。
　このカテゴリーは〈ケア前に打ち合わせをする〉
〈一人前でないことを自覚して臨む〉〈 2 年目看
護師としてリーダーシップを発揮する〉〈ケア中
は安全を考慮して行動する〉〈患者を不安にさせ
ない〉〈患者への配慮の気持ちを大事にする〉の
6 つのサブカテゴリーで構成された。
　看護ケア前に新人看護師に対して患者情報を確
認し、患者の観察ポイントを押さえながら新人看
護師と〈ケア前に打ち合わせを〉行い、患者の安

全を第一に考えながら〈ケア中は安全を考慮して
行動〉したことをA看護師は次のように語った。
　“ケアの前に、ナースセンターで、どこに注意
しなきゃいけないか 1 年生に言った。（中略）痛
み止めの時間とか、ケアの時の体勢とか手順をシ
ミュレーションしたり、こういうところちゃんと
見なきゃねって言ってからケアに行くようにして
いた。（中略）でもシミュレーションするけど、
絶対違うことは起こるし予定通りはいかないよっ
て伝えた。（中略）どこにどういう管が入ってる
ということは必ず言ったり、引っ張らないように
だけとか、抜けないようにだけ注意しなきゃいけ
ないよってのは（ケア中に）言った。”
　Ｇ看護師は 2 年目看護師自身がまだ成長過程の
途上であることを自覚しており、ケアを提供する
患者に対して 2 年目と新人のケアで患者が不安に
ならないか心配し、〈一人前でないことを自覚し

表 ２ 　 ２ 年目看護師が新人看護師と看護ケアを協働した経験の内容

カテゴリー サブカテゴリー
新人看護師と共にケアできるか見極める 不安と戸惑う気持ちを抱えて臨む

看護チーム内での自分の立ち位置を自覚する
新人看護師の成長度合いを見計らう
患者の状態を観て判断する

患者が安全にケアを受けることができるよう整える ケア前に打ち合わせをする
一人前でないことを自覚して臨む
2 年目看護師としてリーダーシップを発揮する
ケア中は安全を考慮して行動する
患者を不安にさせない
患者への配慮の気持ちを大事にする

新人看護師が主体的にケアできるように支える 新人看護師の成長に合わせる
新人看護師の提案を活かす
新人看護師とやりとりしながらケアを行う

2 年目看護師としての役割意識が芽生える 新人の頃を思い出し新人看護師に関わる
2 年目看護師としてケアの責任を持つ
新人看護師にとって一番の理解者となる
新人看護師の学びを後押しする
2 年目看護師であることを自覚する

自分の成長の糧となる 教えることが自分の学びとなる
先輩としてお手本になることを自覚する
自分の未熟さを自覚する
自分が学ぶきっかけにする
今の自分を認める
新人看護師の存在が刺激になる
後輩指導に役立てる
先輩や新人看護師の評価がモチベーションを高める
新人看護師に看護ケアの意味を伝える
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て臨む〉経験を以下のように語った。
　“自分が教えたことが間違ってると、結局、迷
惑被るのは患者さんだし、そこがやっぱり一番大
事。（中略）新人の子はバッジついているんで、
患者さんがちらっとこっち見たりするのが、わか
ったりもして。患者さんからしたら、心配にもな
るのかなって。”
　また、Ｅ看護師は、新人看護師に対して看護ケ
ア場面で患者へ配慮する言動を具体的に示すこと
で〈患者への配慮の気持ちを大事にする〉思いを
以下のように語った。
　“タオルの温度とか、陰部洗浄のボトルの温度
が、後半、冷たかったら入れ替えするとか、そう
いった気遣いみたいなことを随分言った。”
　 ３ ）【新人看護師が主体的にケアできるように
支える】
　このカテゴリーは、 2 年目看護師が看護ケア提
供場面で、新人看護師の考えや学びを尊重するよ
うに思いやる行動を示している。
　このカテゴリーは〈新人看護師の成長に合わせ
る〉〈新人看護師の提案を活かす〉〈新人看護師と
やりとりしながらケアを行う〉の ３ つのサブカテ
ゴリーで構成された。
　Ｌ看護師は、ケア前に新人看護師が以前に経験
したケアの振り返りをして、新人看護師ができる
ことは新人が主体でケアを進められるように〈新
人看護師の成長に合わせ〉て協働し、新人看護師
の学びに繋げようと意識していたことを以下のよ
うに語った。
　“同じ新人と同じ患者に 2 回目のケアをした時、
1 回目戸惑ってたことを振り返りながら（今回は）
できそうかね、今日、自分でやってみるかって言
った。 1 年生の手が止まったり、次何すればいい
んだろうって時は、次これするかって言ったり、
今何できる？って聞いてみたり、できること探し
てもらって、自分で見つけてもらった。”
　Ａ看護師は、新人看護師が知っている患者情報
や持っている情報を聞き流さず参考にし、〈新人
看護師の提案を活か〉してケア方法を修正したこ
とを以下のように語った。
　“ 1 年生の方から、ちょっとギャッチアップし
ませんか、リハビリで座っているの見たんですっ
て言ってくれて。それで痛み止めの時間をいつも
よりちょっと遅らせてみたんです。 1 年生の何気
ないその一言で、（患者が）じゃあ頑張るかって
言ってくれた。それは 1 年生ってすごいな、そこ
に目が行ったんだって感じ。”

　 ４ ）【 2 年目看護師としての役割意識が芽生える】
　このカテゴリーは、 2 年目看護師が自身の臨床
経験を活かして新人看護師に関わり、看護ケア提
供場面で先輩看護師としての責任が芽生えてきた
ことを意味する。
　このカテゴリーは〈新人の頃を思い出し新人看
護師に関わる〉〈 2 年目看護師としてケアの責任
を持つ〉〈新人看護師にとって一番の理解者となる〉
〈新人看護師の学びを後押しする〉〈 2 年目看護
師であることを自覚する〉の 5 つのサブカテゴリ
ーで構成された。
　 2 年目看護師が新人に緊張感を与えない存在で
あり、基本的な手技を覚えていることで新人が相
談しやすい 2 年目看護師でありたいと、〈新人看
護師にとって一番の理解者とな〉ることを意識し
〈新人の頃を思い出し新人看護師に関わ〉ってい
たことをＧ看護師は語った。
　“緊張していたんで、緊張しないように、なに
かわからないことがあったら答えられることは答
えるよっていう感じで（接した）。（中略）こんな
こと聞いて大丈夫かな、当たり前すぎて聞いてい
いのかなとかいうことは歳が近い先輩のほうが聞
きやすい。実地指導者、プリセプターとか、教育
担当の人とかって、基本的に評価する人でもある
から、聞きにくいと思うんですよね。評価者に聞
くって。（中略）ああ、私もこうだったな、とか
私もここ失敗したなとか、できていないところが
見えて自分もこうだったなっていう気持ちになっ
た。こういうできなかった気持ちって忘れたらい
けないなって思った。”
　Ｂ看護師は、先輩より 2 年目看護師のほうが新
人看護師の気持ちを理解でき、〈新人看護師にと
って一番の理解者となる〉存在であることや、ケ
ア後に新人看護師と振り返りをして気づきを促す
ように行動し〈新人看護師の学びを後押し〉した
ことを語った。
　“どんどん上の先輩になっていけばなっていく
ほど、そんなこともできないの？みたいになる。
でも新人からしたら、何するにも怖いと思うし、
それを一番わかってあげられる。（中略）ケア後
に気になることがあったら（振り返りを）しまし
た。（新人は）自分中心になっちゃうこともある。
ケアすることでいっぱいいっぱいで、カーテン閉
めるとか初歩的なこととかやれてなかったりした
ら、終わった後に言った。”
　Ｌ看護師は、初めて新人看護師とケアを行うよ
うに先輩から言われた際、新人とのケアを任せて



― 20 ―

もらえる存在になったと立場が変化したことを捉
え、チームの一員としてメンバーシップを発揮し
ようと意識している。〈 2 年目看護師であること
を自覚〉し、役割を発揮する意識を持ち始めたこ
とを以下のように語った。
　“まあ、（新人看護師とのケアに）行ってみて
って言われた時はちょっと嬉しかったかな。あ、
任せてくれるんだって。やっぱり、後輩ができた
っていうか、（中略）チームの一員になれたって。”
　 5 ）【自分の成長の糧となる】
　このカテゴリーは、 2 年目看護師が新人看護師
と看護ケアを協働したことを通して自覚した感情
や周囲の評価を自身の成長につなげていることを
示す。
　このカテゴリーは〈教えることが自分の学びと
なる〉〈先輩としてお手本になることを自覚する〉
〈自分の未熟さを自覚する〉〈自分が学ぶきっか
けにする〉〈今の自分を認める〉〈新人看護師の存
在が刺激になる〉〈後輩指導に役立てる〉〈先輩や
新人看護師の評価がモチベーションを高める〉〈新
人看護師に看護ケアの意味を伝える〉の ９ つのサ
ブカテゴリーから構成された。
　Ｏ看護師は、新人に教えながら自分の振り返り
になったことから、 2 年目看護師が看護ケア場面
で、新人看護師に〈教えることが自分の学びとな
る〉ことを以下のように語った。
　“服脱ぐ順番とか聞かれた時にあやふやなこと
とか、いい加減なこととか教えられないので、こ
れであってるかな、私ちょっと弱いなって思って、
こっそりもう一回振り返りした。ちゃんとしよう、
初心に戻らなきゃって。 1 年生とケアしたことは
プラスになってます。
　Ｋ看護師は新人看護師の声かけの丁寧さを目の
当たりにして〈自分の未熟さを自覚〉し、改めて
自身の声かけを振り返り〈新人看護師の存在が刺
激に〉なったことを以下のように語った。
　“ 1 年生は、どんな患者さんにも、絶対、一個
一個、言葉掛けがしっかりしていました。こっち
は一言で済ましちゃう（笑）。今から、ケアしま
すねって言って、しゃしゃしゃってしちゃうんで
すけど、1 年生は、手拭きますね、足拭きますね、
お腹拭きますねって。改めて、ああどんな患者さ
んにも、絶対、みんながそうじゃないとダメだと
思った。”
　Ｈ看護師は、新人からの質問で分からないこと
は後で調べたり、先輩が新人に教えていることを
自分も一緒に学ぶことで自身の未熟な部分に気づ

き、〈自分が学ぶきっかけに〉していたことを以
下のように語った。
　“振り返った時に、どういうことだっただろう
っていうことは、後でちょっと調べますね。（中略）
今更聞けないこととかも一緒になって聞けるので、
そういうところは、しめしめって思ってます。”
　Ｆ看護師は先輩から新人とケアに入ることを気
にかけてもらっている状況とケア実践後に先輩か
ら評価されてうれしい思いを以下のように語った。
2 年目看護師が、新人看護師と看護ケアを実施し
たことへの職場の先輩の評価や新人看護師から受
ける尊敬の言動で〈先輩や新人看護師の評価がモ
チベーションを高め〉、自身の成長に繋げている
感情を示していた。
　“（新人看護師と）ケアに行くときは大丈夫か？
って心配されて、普通に帰ってきたら、おお、で
きたなって感じでしたね。言われたらそれは嬉し
い。他者にそう認めてもらえると、ちょっと達成
感みたいなのはありましたね”
　Ａ看護師は、 2 年目看護師が〈新人看護師に看
護ケアの意味を伝え〉、これまでの経験をもとに
培った看護ケアに関する看護観を新人看護師に伝
えた経験を以下のように語った。
　“ケアの時に患者さんと喋る機会にもなるよっ
ていうのは 1 年生に言った。他愛もない話したり、
今思ってることを聞けるのは結構ケアの時が多い
のかなっていうのは言った。（中略）清潔ケア、
体を拭くっていうのは、看護師の看護行為の一つ
だと思う。洗髪するとか陰洗するとかって、結構
簡単に見られがちなところはあるけど、それをす
るのは簡単。でもそれに、病態生理とか患者さん
の今の現状とか体の状態をわかった上でのケアに
なるので、ケアが一番、看護行為の中で、一番考
えながら動かなきゃって（思う）。ケアするにも、
やっぱり根拠もってないと。”

考　　察
　 1 ． 2 年目看護師が新人看護師と看護ケアを協
働する状況
　 1 ）未熟さを自覚しながらの新人看護師との協
働
　 2 年目看護師と新人看護師の現状から、複数の
研究参加者が語るように、 2 年目看護師の立場で
は新人看護師とのケア実施や質問対応は推奨され
ていない状況であった。しかし、 2 年目看護師に
なって ３ ヶ月が経過した頃から新人看護師と一緒
に看護ケアを実践していることが明らかになった。
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　藤岡ら17）は「看護師が 1 年目を終える頃、看護
実践の質に依然として大きな課題を有しているも
のの、 2 年目を終える頃には“一人前”と呼べる
状況に近づく。しかし、それ以上の経験を積んだ
先輩看護師には及ばず支援を要する」と述べてお
り、 2 年目看護師は充分な看護実践力を有してい
るとは言い難い。面接調査でも不安を抱えながら
新人看護師と看護ケアを提供した経験が語られた
が、その不安には 2 年目看護師自身の看護技術面
での未熟さの自覚による不安、指導することに関
する不安、看護ケアを協働する新人看護師の情報
を持っていないことに関する不安の ３ つが考えら
れた。
　新卒看護師の基本的看護技術習得の実態調査18）

では、清拭やオムツ交換、陰部ケアの項目におい
て、入職 1 年後には ９ 割以上自立できているが、
急変時のアセスメントと対応などの看護技術習得
状況は、入職 1 年後でも自立は 2 割未満という結
果が得られている。つまり 2 年目看護師は、日常
生活援助技術はほぼ自立しているが、看護師とし
ての実践能力は成長途中であることを自覚してい
ると考えられ、この自覚が自身の技術面の不安や
指導することへの不安に繋がっているのではない
かと考える。さらに 2 年目看護師は、新人看護師
教育の進捗状況などの情報を得る立場ではないこ
とから新人看護師の成長度合いがわからず、患者
に看護ケアを提供する際に、どのように役割分担
しながら協働すればよいのかという不安を感じて
いたと考える。
　しかし、 2 年目看護師は〈新人看護師の成長度
合いを見計ら〉いながら【新人看護師と共にケア
できるか見極め】て、新人看護師と看護ケアを協
働していた。また、〈看護チーム内での自分の立
ち位置を自覚〉し、〈不安と戸惑う気持ちを抱え〉
ながらも新人看護師と看護ケアを共にしていた。
これらの 2 年目看護師の行動は先輩として教える
ことや新人看護師の学びを後押しする立場である
ことを自覚したためと考える。
　 2 ）患者の安全を考慮した 2 年目看護師の行動
　 2 年目看護師は看護ケア実施前の段階から終了
後まで、終始患者の安全を第一に考え行動してい
る語りがみられた。 2 年目看護師は患者の病状か
ら【新人看護師と共にケアできるか見極め】、患
者の状態に応じたケアの手順を新人と打ちあわせ
を行い、〈ケア中は安全を考慮した行動〉をとっ
ていた。これは、 2 年目看護師自身が未熟である
ことを自覚しているがゆえに、新人看護師と看護

ケアを行うリスクを予測した行動をとっていたと
考える。また、これらの行動は〈 2 年目看護師と
してケアの責任を持つ〉という意識が基盤となる
行動であると考える。
　そして 2 年目看護師は、 1 年間の看護実践経験
をもとに患者の些細な変化を捉えながらケアする
といった〈ケア中は安全を考慮して行動する〉こ
とや患者の前で新人看護師に注意を与えることを
回避して〈患者を不安にさせない〉などの患者の
安全を考慮していること、さらに実践した後でも
手順や知識を振り返っていることが明らかになっ
た。このことは、 2 年目看護師は〈自分の未熟さ
を自覚〉しているからこそ、より慎重で安全に看
護ケアに臨んでいたのではないかと考える。
　 2 ． 2 年目看護師の教育力
　 1 ）新人看護師の成長を促す関わり
　 2 年目看護師は、〈新人の頃を思い出し新人看
護師に関わ〉り、〈新人看護師にとって一番の理
解者となる〉ことが抽出された。これらのことか
ら、 2 年目看護師は新人看護師にとって一番近い
存在の先輩看護師であることを自覚し、自身の新
人看護師の時の経験を生かして、新人看護師にと
ってより良い関わりを模索しながら看護ケアを協
働していたことが示唆された。片桐ら1９）は新人看
護師が就業継続に必要な支援の検討で、プリセプ
ターに加え、気軽にわからないことを相談できる
先輩看護師やメンターの存在が必要であることを
述べている。 2 年目看護師は〈新人看護師にとっ
て一番の理解者となる〉ことを意識して関わって
おり 2 年目看護師との看護ケアの協働は新人看護
師にとって緊張感を持たず看護ケアを実践する機
会になっていたと考える。
　また、生田20）はわざの習得プロセスを、学習者
が先輩の動作を繰り返し模倣しながら何度も実践
し、「形」を自分の「型」にしていくことで「わざ」
を獲得していくことを述べている。そして、山口21） 

は新人看護師も複数の患者に先輩看護師と看護援
助を実践することで先輩の「形」を自分の体で習
得していると述べている。本研究では 2 年目看護
師は〈先輩としてお手本になることを自覚〉して
いた。新人看護師が一番近い存在の先輩看護師で
ある 2 年目看護師と看護ケアを協働することは、
新人看護師にとって身近な先輩の看護実践の「形」
を学ぶ場になり、新人看護師の看護実践力の幅が
広がる機会になるのではないかと考える。
　さらに先行研究では、プリセプター看護師の新
人看護師へのロールモデル行動22）や新人看護師指
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導を通して得た学び2３）が明らかになっており、新
人看護師の話を傾聴して考えを尊重して指導する
ことや患者の安全を保証した上で指導することな
どが示されている。また、プリセプター以外の先
輩看護師が新人教育に関わる思いを明らかにした
研究2４）では、指導することで自身の知識技術が再
確認できたことなどが明らかになっている。これ
らは、本研究で明らかになった〈ケア中は安全を
考慮して行動する〉〈新人看護師の提案を活かす〉
〈自分が学ぶきっかけにする〉と一致していると
考える。本研究では 2 年目看護師を対象としたも
のであり、 2 年目看護師であってもプリセプター
看護師と同様の視点で新人看護師と関わっていた
ことが示唆された。さらに、2 年目看護師は、〈新
人の頃を思い出し新人看護師に関わる〉ことや〈新
人看護師にとって一番の理解者となる〉ことを行
っており、これらは 2 年目看護師に特徴的な関わ
りであると考える。
　以上より、 2 年目看護師が新人看護師と看護ケ
アを協働することは、新人看護師が最も身近で相
談しやすい 2 年目看護師から看護ケア技術を学ぶ
ロールモデルになり得ること、さらに 2 年目看護
師は自身の経験を踏まえ、新人看護師に対して思
いやるように関わり新人看護師の成長を促してい
ることが示唆された。
　 2 ） 2 年目看護師の自己教育力
　本研究では、 2 年目看護師は 1 年目看護師と看
護ケアを実施する一連の行為の後に新人と自身の
ケア行為及び新人への指導内容や指導方法につい
てリフレクションをしていた。児玉ら25）はリフレ
クションが 2 年目看護師のキャリア開発につなが
ることを示唆している。そしてSchön26）は新たな
専門家像として「技術的熟達者」から「省察的実
践者（反省的実践家）」への転換を挙げ、専門職
が行うリフレクションの重要性を述べている。今
回、語りからも看護ケア後に 2 年目看護師は新人
と振り返りをして気づきを促すために〈新人看護
師の学びを後押しする〉行動をとっていた。また、
看護ケア実践後に、自身の手技や新人看護師への
指導を〈自分が学ぶきっかけにする〉ことを認識
し、行為後の省察を行うことで自身の学びを深め
ていた。さらに、看護ケア行為中でも、新人看護
師の基本に忠実な手技や丁寧な声かけに気づくな
ど、 2 年目看護師は、看護ケア場面において新人
看護師との相互関係の中での行為について省察を
行い、学びを深めていたと考える。
　また、松尾27）はコルブの経験学習サイクルをも

とに、経験からの学習について、「具体的経験」
をした後、その内容を「内省」し、そこから「教
訓」を引き出し、その教訓を「新しい状況に適用
する」と述べている。今回、 2 年目看護師は新人
看護師と共に看護ケアを協働するという「具体的
経験」を通して、「行為中の省察」「行為後の省察」
をしていたことが語られた。それにより、〈新人
看護師の存在が刺激〉になって新人看護師が行う
手順を教訓としていることが明らかになった。こ
のことは、 2 年目看護師が〈新人看護師の提案を
活かし〉てケア方法を修正した経験をリフレクシ
ョンして得た教訓や過去の経験を新しい状況に適
用させようとしている行動の現れと考える。
　松岡ら 6 ）は「卒後 2 年目看護師は後輩の新人看
護師が成長している姿が刺激となり、自分の姿を
顧みたときに焦り、 2 年目の先輩看護師としての
プライドを保つための学習が始められている」と
述べている。本研究でも、 2 年目看護師が新人看
護師の手技や声かけを見て、自身ができていなか
ったことを自覚したり、新人看護師からの質問に
知識不足を改めて自覚するなど〈新人看護師の存
在が刺激に〉なっていた。これは、 2 年目看護師
にとって看護ケアの手順や知識を再確認して〈教
えることが自分の学びとなる〉経験であったと考
える。
　以上より、 2 年目看護師は新人看護師と看護ケ
アを協働した経験で、自身の看護ケア行為や新人
看護師との関わり方をリフレクションし、自身の
実践力を高め新人看護師の学びを支援しているこ
と、また新人看護師との関わりを通して自らの学
習力を高める機会を得ていることが示唆された。
　 ３ ． 2 年目看護師に対するOJTのあり方
　本研究において、2 年目看護師は臨床現場では、
新人看護師と看護ケアを協働することは推奨され
ていないと認識していながらも、患者の状態や新
人の成長度合いを見計らって、患者の安全を考慮
しながら実践していたことが明らかになった。 2
年目看護師は 1 年間の臨床経験から、新人との看
護ケアができるか見極める判断能力を培ってきて
いると考える。そして、 2 年目看護師自身が、新
人看護師と看護ケアを協働するという経験から自
己教育力を発揮し、自身の成長の糧にしているこ
とが示唆された。
　また、これまでに先輩が後輩に行うシミュレー
ション研修の効果を研究16）17）したものでは、指導
者側の学習効果が明らかになっていた。本研究で
は、臨床現場における看護実践場面で、先輩とな
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る 2 年目看護師の学びが得られたことが明らかに
なった。中原28）は職場での経験学習について、水
平的な発達支援関係が成人の職場における学習に
果す役割は少なくないと述べ、職場において同僚
が介在することで行う相互の支援が能力向上につ
ながることを示している。そして、冨田ら2９）はキ
ャリア初期の看護師の成長にピアコーチングが有
効であることを述べている。今回は同期ではなく、
2 年目看護師と新人看護師との同僚間での看護ケ
ア協働場面ではあった。しかし語りでは、【新人
看護師が主体的にケアできるように支える】こと
を意識して協働していた。以上より、 2 年目看護
師と新人看護師の関係はピアコーチングの要素で
もある「非評価関係での協同作業」３0）であり、同
僚との協働を通して得られる効果ではないかと考
える。 2 年目看護師は新人看護師と看護ケアを協
働することで相互のやりとりや振り返りで学びを
深め、実践からの学びを深めていることが示唆さ
れた。
　今後は看護管理者やリーダー看護師が、侵襲の
高くない患者の看護ケアに関して、 2 年目看護師
と新人看護師で協働する機会を取り入れることは、
2 年目看護師の看護実践力の向上に寄与するので
はないかと考える。その際には、看護師教育の責
任者となる施設の看護管理者や師長には以下の ３
点を考慮することが求められる。 1 点目はピアコ
ーチングの概念やピア間で行われる教育効果を理
解することである。その際には、本研究で明らか
になった 2 年目看護師の患者の安全に配慮し、新
人看護師の成長を促す具体的な行動を示していく
ことが必要である。 2 点目は 2 年目看護師の不安
や戸惑いを理解した上で、 2 年目看護師と新人看
護師の看護実践能力を評価することである。 ３ 点
目は、部署の看護師長やリーダー看護師は、 2 年
目看護師と新人看護師の看護ケア実施後に 2 年目
看護師自身がリフレクションできる機会を設ける
ことである。そして、実践内容や新人看護師との
関わりを肯定的に捉え学びの定着に繋げる機会と
なるように「仕掛ける」ことが必要である。その
ためには 2 年目看護師の実践力を承認する職場風
土の醸成も重要になると考える。
　 ４ ．研究の限界と展望
　研究参加者はＡ県の ４ 医療機関の看護師15名で、
全員が ３ 年課程の看護専門学校卒業と限られた集
団であった。臨床経験の期間は同じであっても、
看護基礎教育機関で受けた教育の違いは就労後の
キャリア発達に影響がないとは言えない。今後は

対象者の看護基礎教育から継続教育などの背景を
考慮した検証が必要である。また、研究参加者は
中規模急性期病院の一般病棟に勤務する看護師で、
対象となる患者の重症度は限定的である可能性が
ある。今後は、幅広い機能を有する施設で 2 年目
看護師の経験を検証する必要がある。また、本研
究では、 ３ 年目看護師に 2 年目看護師の経験を想
起してもらいインタビューを行ったため、詳細な
実践経験についての語りであったとは言い難い。
　さらに研究参加者は、自らの意思で研究の主旨
に賛同した ３ 年目看護師であり、新人看護師との
看護ケアの実践場面を肯定的に捉えた経験を持っ
ている者であることは否めない。今後は対象を拡
大して調査し、 2 年目看護師と新人看護師の看護
ケアの実践場面を捉えた観察データも含めた分析
の必要がある。

結　　論
　 1 ． 2 年目看護師は【新人看護師と共にケアで
きるか見極める】とともに患者の安全を最優先に
考えて【患者が安全にケアを受けることができる
よう整える】行動をとり、看護ケア提供場面では
【新人看護師が主体的にケアできるように支える】
ことを行っていた。新人看護師との看護ケアの協
働を通して、【 2 年目看護師としての役割意識が
芽生える】とともに、【自分の成長の糧となる】
ことを自覚していた。
　 2 ． 2 年目看護師は新人看護師と看護ケアを協
働した経験で、自身の看護ケア行為や新人看護師
との関わり方をリフレクションし新人看護師の学
びを支援していること、経験から学ぶ力を高め自
己教育力を育んでいること、新人看護師と支持的
な関係を構築し、相互のやりとりや振り返りを通
して学びを深めていることが示唆された。
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Abstract

Background Stress urinary incontinence (SUI) is one of the most severe morbidities in older women, 
with a large impact on daily life. SUI in long-term care facilities is uneasy to manage because it is likely 
to be accompanied by mobility and/or cognitive impairment and there have been hardly developed ef-
fective physical therapy in this population. The aim of this pilot study is to evaluate a newly designed 
pelvic floor muscle (PFM) exercise in reducing urinary problems among cognitively impaired older 
women who have symptoms of SUI.
Method A non-randomized controlled trial was conducted on sixteen older women aged seventy or old-
er with SUI at three long-term care facilities in Japan. The intervention group performed the new PFM 
exercise once a day for 8  weeks in addition to ordinary care at the facilities. Otherwise, only the ordi-
nary care which included prompted voiding and scheduled toileting was performed for the control 
group. A diurnal bladder diary for three days and the residual urine volume (RUV) were documented 
before and after the intervention period.
Results Six participants for the intervention group and five for the control group completed the study 
protocol. After eight weeks of intervention, there was a significantly greater reduction in RUV in the in-
tervention group (p=0.009). There were no significant changes in frequency or severity of urinary leak-
age among both groups.
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Conclusion The new PFM exercise was effective for cognitively impaired older women to attenuate 
RUV. The result indicates the residual urine is a concomitant condition of SUI in older women and the 
physical therapy may improve their urinary problems.
Key words: cognitive impairment, older adults, pelvic floor muscle exercise, residual urine volume, 
stress urinary incontinence

 Introduction
 The urinary problems in women are charac-
terized by an increased risk of stress urinary in-
continence (SUI) with aging, a complaint of invol-
untary urine leakage upon an increased intra-ab-
dominal pressure due to sneezing or coughing 1）. 
The prevalence of SUI is 50% among women of 
all ages and it is the most common cause of uri-
nary incontinence in women 2）. In long-term care 
facilities, the prevalence rate of urinary incon-
tinence reaches 40 to 70% 3）, resulting in loss of 
independence in daily life. Therefore, improving 
SUI has been a significant challenge for healthy 
and independent lives of older women.
 Urethral sphincter dysfunction and urethral 
support problems are the major aspects of this 
morbidity. Urethral sphincter dysfunction is 
caused by nerve injury due to intrapelvic sur-
gery or delivery. Urethral support problems are 
related to declining pelvic floor support, illus-
trated by histological changes such as decreased 
collagen in connective tissue or altered muscle 
fibers. Smith et al. reported that denervation of 
the pubococcygeous muscle was a normal ac-
companiment of aging and parity, and it was sig-
nificantly obvious in genitourinary prolapse and 
SUI 4）. There were less amounts of neuropeptide 
in striated muscle and connective tissues of the 
pelvic floor among these cases 5）6）. Levator ani is 
a voluntary muscle that consists of mainly type 
I (large diameter slow-twitch) and type II (fast-
twitch) fibers and supports the pelvic floor with 
endopelvic fascia 7）8）. It also supports the vesical 
neck and urethra with constant tone as well as 
responded contraction against abdominal pres-
sure and keep continence, compressing the ure-
thra simultaneously 9）. Among women, the diam-
eters of type I and type II fibers in levator ani 
become small due to aging and menopause. SUI 
and prolapse cases have significantly smaller 

diameter muscle fibers 10）, and the muscles are 
significantly thinner than those of asymptomatic 
cases 11）12）. SUI cases also show ragged-red fibers 
with Gomori’s trichrome stain, which indicate ne-
crosis and degeneration of type I fibers 10）. Thus, 
such denervation-related muscle alteration is the 
major characteristics in SUI, which indicates vul-
nerable pelvic floor to cause urine to leak.
 Minimal invasive surgeries for restoring vesi-
cal neck support such as the tension free vaginal 
tape procedure or the transobturator vaginal 
tape procedure have been introduced in the last 
decade for the treatment of SUI, but those treat-
ments are accompanied by various post-opera-
tive complications, such as voiding difficulties, 
increased post-void residual urine or newly onset 
urge symptoms, resulting in re-operation 13-16）. 
Pharmacotherapy is used to increase bladder 
outlet resistance, but not recommended for 
SUI 17）. Behavioral therapy is a non-invasive 
and less harmful measure, and it should be 
implemented prior to a surgical treatment. For 
example, prompted voiding and bladder train-
ing are recommended by guidelines 18）, that are 
effective for the urinary incontinence in institu-
tionalized older adults 19）20）. Since advocated by 
Kegel and Bø, it has been reported in plenty of 
studies that the pelvic floor muscle exercise is 
effective for SUI 21-23）. The pelvic floor exercise 
is now a common behavioral therapy for SUI, 
which is usually implemented with biofeedback 
under expert guidance, using devices such as a 
manometer or an electromyography in a trans-
vaginal or a trans-rectal way or digital vaginal 
palpation to contract and relax the pelvic floor 
muscles properly. The pelvic floor exercise is re-
garded as an effective method to improve SUI in 
the older women 24）25）, however, few studies have 
implemented the exercise for the older people 
in long-term care facilities. Part of the reason is 
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that cognitive decline as well as frailty or inac-
tiveness are general conditions among them 19）.  
The development of urinary incontinence is high-
ly associated with physical and cognitive impair-
ments among the institutionalized older adults 26）. 
Both those conditions are likely to be the fac-
tors of less compliance along with the pelvic 
floor muscle exercise because such impairments 
make it difficult to recognize precise muscles 
to contract, obtain the exercise techniques and 
train the muscles effectively by themselves 27）28）.  
Therefore, physical therapy for SUI is hardly ac-
commodated to the older people with cognitive 
decline 29）, and a feasible method is required for 
successful exercise among this population. The 
physical intervention should be simple and easy 
as well as appropriate to train the aged muscles 
continuously and effectively. This pilot study 
aimed to evaluate a newly designed pelvic floor 
muscle exercise in reducing urinary problems 
among cognitively impaired older women with 
symptoms of SUI at long-term care facilities. 
This report is belonging to the first author’s 
master’s thesis. 

 Methods
 1．Design
 This is a pilot study and a non-randomized 
controlled trial with two groups. One group 
was the intervention group with a new pelvic 
floor muscle exercise and the ordinary care in 
the collaborating facilities, and the other was 
a control group which underwent the ordinary 
care only. Participants were recruited by nurs-
ing units; three participating units belonging to 
different long-term care facilities in the Chiba 
and the Saitama Prefecture, two units were al-
located into the intervention group and one unit 
into the control group. All three groups provided 
patients with a similar continence care using 
scheduled toileting and prompted voiding. Be-
cause the purpose of the exercise was explained 
to each participant in order to train muscles ef-
fectively, the blinding was difficult in this trial. 
The blinding for nursing staffs was not possible 
neither because the intervention was carried out 
at daily use nursing spaces in the facilities. The 

experiments and measurements for all groups 
were completed in the same period from July to 
November 2006.
 2．Participants
 The inclusion criteria were women over sev-
enty years old who had SUI defined by the Di-
agnostic Questionnaire for Urination Difficulties 
of Elderly 30）31）, who had cognitive impairment 
evaluated as slightly to highly impaired levels 
by the Karasawa’s Clinical Criteria for Grading 
Dementia 32）, who could be aware of bladder sen-
sation, who could respond to the prompted void-
ing and who could perform the new pelvic floor 
exercise under guidance. The exclusion criteria 
were persons who had undergone cystectomy 
or hysterectomy, who had polyuria related to a 
metabolic/endocrinal disease and whose residual 
urine volume was zero or 150 mL and over. In 
general, the criterion for a normal residual urine 
volume is less than 50 mL, but since the crite-
rion for possible refractory complications can be 
100-150 mL, more than 150 mL was used as an 
exclusion criterion in this study. The Diagnostic 
Questionnaire for Urination Difficulties of Elder-
ly is a tool to identify the urinary incontinence 
type, which consists of thirteen items, developed 
for physician, nurse and nursing care staff use. 
The Karasawa’s Clinical Criteria for Grading De-
mentia was developed to evaluate the severity 
of cognitive impairment, which consists of two 
sound levels and four abnormal levels in activi-
ties of daily living and communication. Scores 
over 1 indicate cognitive impairment and the 
higher value means a severer condition. A total 
of sixteen females out of over one hundred older 
women were included in the study and allocated 
into either the intervention group or the control 
group by nursing units.
 3．Outcome measures
 The primary outcome was the amount of uri-
nary leakage. The secondary outcomes included 
frequency of urinary leakage, urinary frequency 
and the post-void residual urine volume.
 The amount of urinary leakage, leakage fre-
quency and urinary frequency were based on 
the bladder diary for consecutive three days. 
The bladder diary was documented only in day-
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time from 9 a.m. to 5 p.m., because observation 
during nighttime was too inconvenient for the 
participants and also for the care staff of the fa-
cilities. The amount of leakage was quantified in 
the four-degree scale as follows: ’none’=0, ’a little’
=1, ’profuse’=2, and ’quite profuse’=3. 
 It has been reported that an increase in re-
sidual urine can be observed as an obstructive 
symptom due to degeneration of pelvic floor 
muscles in SUI cases 33）34）. Traditionally, difficul-
ties to hold and store urine in the bladder have 
been recognized as the major symptom of SUI, 
but in contrast, the difficulty of empting the 
bladder in SUI cases has not been well noticed. 
The small attention might be due to the low 
clinical importance of emptying difficulty com-
pared to involuntary leakage problems in SUI. 
However, both storing and voiding disorders 
could contribute to the morbidity of SUI, and 
increase in the residual urine volume should be 
one of the important concerns in the elderly SUI 
cases. Since the elevated residual urine volume 
is due to degeneration of the pelvic floor, the re-
sidual urine volume could become a parameter 
to examine the pelvic floor condition concerned 
with its tone and contraction ability. The tech-
nology of non-invasive examination methods has 
improved, and the validity of residual urine mea-
surement with a portable ultrasound device has 
been practical in older adults. In this study, the 
residual urine volume was measured with a por-
table ultrasound device (Bladder Scan® BVI6100, 
Verathon Inc., USA, 3.7MHz, B mode, scan angle 
120°), which reliability for residual urine volume 
measurement in nursing home residents was 
already proved 35）. The residual urine volume 
was measured three times immediately after 
urination during the bladder diary recording 
period, and the average volume was adopted for 
analyses. The measurement was conducted by a 
researcher and the intra-assay coefficient of vari-
ance of residual urine measurement was 15.0% 
in this study.
 Additional information about age, nursing need 
level based on the Long-Term Care Insurance 
system in Japan, medical history, the Karasawa’s 
Clinical Criteria for Grading Dementia, the Katz-

index of activities of daily living (ADL) 36）, parity, 
body mass index (BMI), medication and daily re-
habilitation contents were documented for each 
participant.
 4．Intervention
 The pelvic floor muscle exercises newly 
designed for the study are shown in Table 1. 
The exercise aimed to contract the pelvic floor 
muscles using concomitant activities with ad-
ductor muscles and quadriceps femoris muscles. 
First, in order to design a new exercise for the 
older people in the long-term care facilities, we 
needed to consider the preconditions reflect-
ing boundary status of the participants, such as 
low back pain, gonarthrosis or limited activities 
of daily living. According to the participant cir-
cumstances, we decided to perform the exercise 
at a seated position. The requirements for the 
exercise were as follows: 1. easy to contract 
the target muscles, 2. moderate loading without 
adverse effects, 3. corresponding to the type of 
target muscle fibers, and 4. simple contents to 
carry on. Bø reported that the pelvic floor mus-
cles of young asymptomatic women were con-
structed synergistically when each hip adductor 
and gluteal muscle contraction was indicated 37）.  
The adductor muscles contribute to adduction/
abduction and internal/external rotation of the 
femur 38）. On the other hand, the fibers of quad-
riceps femoris muscle originate from the tendon 
of the adductor magnus muscle 39）. Because of 
such anatomical linkage, quadriceps femoris can 
cause concurrent activation of adductors. In ad-
dition, the quadriceps femoris seemed to be easy 
to recognize and voluntarily contract or relax 
for older adults. Since the levator ani muscle 
consists of both type I and type II fibers 7）, iso-
metric exercise with intermittent relaxation, 
which mobilizes and hypertrophies both types of 
fibers 40）, should have been required. Such cross-
sectional area is also likely to be mobilized by 
isotonic exercise and low intensity/high volume 
exercise might have been safe and effective 40-42）.  
According to these considerations, three types 
of exercise including low intensity/high volume 
isometric and high intensity/low volume iso-
tonic training were adopted after consultation 
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with physical therapists, occupational therapists, 
nurses and nursing staffs in the study facilities 
(Table 1). The repetition, frequency and duration 
of the exercises were determined, referred to 
previous trials on older adults with stress and 
urge incontinence 20）43）. 
 The participants were asked to participate in 
one series of the exercise per day for eight con-
secutive weeks. Cognitive function and motiva-
tion to continue of the participants were consid-
ered, the exercise was performed on rhythm in 
a good mood and each movement was explained 
as simply as possible every time. A small soft 
ball was applied to induce concentration on the 
adductor muscles. A series of exercises took ap-
proximately fifteen minutes to complete and was 
conducted by the same researcher, supported by 
nurses and nursing staffs at the facilities. For the 
participants without severe cognitive difficulties, 
the exercises were performed in small groups. 
When there were any difficulties to perform the 
exercise due to cognitive decline, the participant 
was guided individually by the researcher. The 
intervention would be called off when any side-
effects related to the exercise should have ap-
peared among the participants. The participation 
in exercises was documented individually.
 The flow of the participants is shown in Fig-
ure 1. The examinations on each outcome were 

carried out before and after the intervention 
period. The bladder diary was documented by 
nursing staffs or nurses, but by the participant 
oneself when one’s toileting was independent. 
Urination and the Katz-index of ADL were re-
corded by nursing staffs or nurses and finally 
confirmed by the researcher. Other data were 
collected by chart reviews and interviews with 
each participant.
 5．Ethical considerations
 A researcher explained about the study, the 
right to refuse or cease to participate and the 
protection of personal information to each older 
person. When the person seemed not to under-
stand the study program very well, her proxy 
asked to receive the explanation together. The 
written informed consent was obtained from all 
participants and/or proxies. All processes of this 
study were carried out under the regulations of 
the Ministry of Health, Labour and Welfare; ’The 
Ethical Guide for the Epidemiologic Studies’. 
 6．Data analysis
 All the statistical analyses were performed 
by SAS® (SAS Institute, Inc., Cary, NC). Each 
characteristic of the participants at the baseline 
was shown as median and examined whether 
there was any significant difference between the 
intervention group and the control group using 
Wilcoxon rank sum test. A general liner model 

Table 1 　New pelvic floor muscle exercise for older women

1. Warm-up exercise for hip joints.
　Sits on the edge of a chair with armrests and stamps one’s feet. (×20)
 
2. Isometric exercise of adductor muscles to contract the levator ani muscles synergistically.
　Put a ball between one’s thighs and press for 15 seconds.
　(×3, the relaxing intervals will be the same long with each contraction time)

3. Mobilizing the fast-twitch fiber of levator ani.
　Open/close one’s legs from side by side, lifting one’s soles, as widely as possible.
　It’s important to close one’s knees together when legs closed.
　(while singing a song, 32×2, taking breaks if needed)

Perform 1~3 once a day.

　Each movement should be explained every time as to its purpose as well as how to contract the 
target muscle.
　Take breaks between each movement for muscle relaxation.
　Do not perform when there is pain at knees or hip joints.
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was used to test whether each outcome measure 
diff ered between the groups after the 8 weeks 
intervention, shown in the least-squares mean by 
adjusting with the baseline values. Adjustment was 
also made for participant characteristics by each 
outcome measure with correlation, confi rmed 
by Spearman rank-order correlation (p <0.20). 
Possible reasons for outliers were examined, but 
there were no outliers to be excluded. All mod-
els used the Type III sum-of-squares method. 
Values of p <0.05 were considered statistically 
signifi cant.

Results
 1．Participant characteristics
 At the baseline, there were 8 people in each 
group. Three people were withdrawn from 
the study during the intervention period, and 
6 participants remained in the intervention 
group and 7 remained in the control group. 
The cause of withdrawals was not related to 

the intervention including the new pelvic fl oor 
muscle exercise introduced in this study. The 
exercise was carried out for 56 days totally, and 
the average participation days were 40.5 (range, 
30.0-56.0) for the 6 people in the intervention 
group. Two participants of the control group 
were excluded from the analyses due to protocol 
violation, since each of them had performed a 
diff erent exercise of adductor muscles under an 
individual rehabilitation program at the facility. 
Statistical analyses were conducted on 11 
participants (Figure 1).
 The main medical history was as follows (the 
number in parentheses denotes the participant 
numbers): skeletal and muscle disease (8), 
neurological disease (8), hypertension (5) and 
gastro-enterological disease (2). There were no 
cases of the inner pelvis diseases. The type of 
urinary incontinence and other demographic data 
are shown in Table 2. There were no signifi cant 
diff erences among two groups in age, nursing 

Figure 1　Flow diagram of participants
* Two participants were out of protocol due to individual rehabilitation program at the facility.
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need level, parity and the Karasawa’s Clinical 
Criteria for Grading Dementia. The Katz-index 
of ADL showed a significant difference among 
two groups, and people in the control group had 
relatively higher levels in ADL ( p =0.026). 
 2．Outcomes
 At the baseline, there were no significant 
differences between two groups in urinary fre-
quency, leakage frequency, amount of leakage 
and the post-void residual urine volume (Table 
2). 
 During eight weeks of the intervention period, 
the average residual urine volume changed from 
29.7 (range, 20.0-80.0) mL to 4.5 (range, 0-57.0) mL 

in the intervention group and from 52.3 (range, 
29.7-140.0) mL to 64.3 (range, 37.0-147.3) mL in 
the control group. There was a significantly 
larger decrease in the residual urine volume in 
the intervention group than the control group 
(p=0.009) (Table 3). In the intervention group, 
5 out of 6 participants had a decline in the 
residual urine after the intervention period. 
One participant in the intervention group had 
an increase in the residual urine volume, who 
suspended exercises because of having a cold. 
In the control group, the residual urine volume 
increased in all five people. Each post-void 
residual volume change is shown in Figure 2.

Table ２ 　Participant basic characteristics and type of incontinence at the baseline

Intervention group
(n=6)

Control group
(n=5) p -value

Age(year) 84.5 (73−90) 86.0 (78−93) 0.583

Nursing need level *  3.0 (1−4)  3.0 (3−4) 1.000

Number of delivery  2.5 (0−3)  2.0 (0−3) 0.570

Body Mass Index (kg/m2) 16.7 (15.7−26.7) 22.9 (16.4−24.5) 0.235

Karasawa's Clinical Criteria †  2.0 (1−3)  3.0 (1−3) 0.768

Katz-index of ADL  3.0 (1−5)  6.0 (4−8) 0.026

Urinary Status ‡
　Residual urine volume, mL §
　Urinary frequency
　Leakage frequency
　Amount of urinary leakage ¶

29.7 (20.0−80.0)
  10 (9−17)
   4 (0−9)
   1 (0−2)

52.3 (29.7−140.0)
   9 (7−20)
   4 (4−11)
   1 (0−2)

0.235
0.774
0.502
1.000

Type of incontinence, n #
　Stress incontinence
　Urge incontinence
　Mixed incontinence
　Functional incontinence **

3
0
3
5

1
0
4
5

−
−
−
−

Median (range) Wilcoxon rank sum test
 *  Nursing level is based on the Long-Term Care Insurance system in Japan
† Karasawa's Clinical Criteria for Grading Dementia; evaluates dementia by two sound levels and four 

abnormal levels from behavioral conduct. A score >1 means dementia. 
‡ Urinary frequency, leakage frequency, and the amount of urinary leakage were surveyed during 

daytime from 9 a.m. to 5 p.m.. Each result shows the average in three days. 
§ Residual urine volume was measured three times immediately after urination, and the average was 

adopted.
¶ Extent of wetness was quantified visually: none=0, a little=1, profuse=2, quite profuse=3, and was 

added up in the daytime for three days.
#   The Diagnostic Questionnaire for Urination Difficulties of Elderly; defines the type of incontinence by 

13 score-adjusted questions.
**  All functional incontinence cases were duplicated with other types of incontinence.
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Table 3 　Urinary status in eight-week intervention

Adjusted Least-Squares Mean
(95% Confidence Interval)

p -value
Intervention group

(n=6)
Control group

(n=5)

Residual urine volume (mL) *
Urinary frequency †
Leakage frequency
Amount of urinary leakage ‡

24.2 (9.4 − 39.0)
13.9 (3.2 − 24.6)
3.5 (0.8 −  6.1)
6.5 (2.6 − 10.5)

65.9 (49.2 − 82.7)
4.7 ( -7.8 − 17.2)
1.5 ( -1.5 −  4.5)
0.6  (-3.3 −  5.0)

0.009
0.206
0.327
0.076

 general linear model
 *  Residual urine volume was measured three times immediately after urination, and the average 

was adopted.
† Frequency of urination, urination with awareness, wet episodes, and extent of wetness were 

surveyed in the daytime from 9 am to 5 pm. Each result shows the sum of three days' frequency 
or extent.

‡ Extent of wetness was quantified visually: none=0, a little=1, profuse=2, quite profuse=3, and was 
added up in the daytime for three days.

The analyses of outcomes are controlled by baseline values. Adjustment was made for participants' 
characteristics (1. Age, 2. Nursing need level. 3. Katz index of ADL, 4. Number of delivery, 5. Body 
mass index, 6. Karasawa's clinical criteria for grading dementia) which correlate each outcome meas-
ure confirmed by Spearman rank-order correlation ( P  < 0.2); 3, 5, 6 for residual urine volume; 4 for 
frequency of urination; 1, 2, 3 for wet episode, 1, 2, 3 for extent of wetness, respectively.
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Figure ２ 　Change in the residual urine volume
Each participant’s change in post-void residual urine volume is represented. Five out of six people 
had a decline in residual urine after 8 weeks in the intervention group, otherwise, all five people had 
an increase in the control group. The broken lines with closed circles indicate individual values. The 
full lines with open circles show the group median for each time point.
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 There were no significant differences among 
two groups in changes in the amount of urinary 
leakage, leakage frequency and urinary frequen-
cy. The participant urinary status is shown in 
Table 3.

 Discussion
 This study demonstrated the effectiveness of 
the new pelvic floor muscle exercise for older 
women with cognitive impairment at the long-
term care settings. The exercises could reduce 
the residual urine volume in eight weeks, that 
is, it might be effective for emptying difficulty 
of the participants. This result suggests the pos-
sibility of attenuating urinary problems in older 
women by the new exercise, even though they 
have a cognitive decline. 
 In the study, the originally designed pelvic 
floor muscle exercise significantly decreased the 
residual urine volume in the intervention group 
compared to the control group. The residual 
urine volume of five out of six participants in 
the intervention group was decreased at the 
completion of eight-week exercise. That is, the 
new pelvic floor exercises may have effective-
ness on emptying difficulty in SUI cases at the 
long-term care facilities. The participants per-
formed isometric and isotonic trainings on the 
adductor muscles, which was expected to induce 
concomitant contraction of pelvic floor muscles. 
The significant decrease of residual urine in the 
intervention group shows the possibility that a 
synergistic training method for the pelvic floor 
muscles using adductor muscle training is effec-
tive to improve voiding function in SUI cases 
in older women. Further research is needed to 
prove synergistic contractions between pelvic 
floor muscles and adductor muscles. 
 The apparent reduction in the residual urine 
volume after pelvic floor muscle exercises indi-
cates that there was pelvic floor muscle degen-
eration related to the increase in the residual 
urine volume among the participants, that is, 
there could be an obstructive dysfunction in 
SUI 44）. The emptying disorder presented by 
the residual urine in the SUI cases of this study 
could be based on weakness of the pelvic floor 

muscles but not on urethral occlusion. The re-
sidual urine volume observed in this study was 
smaller than the typical obstructive cases, for 
example, the cases with overflow incontinence. 
Further research is needed to clarify the sig-
nificance of voiding function in SUI and explain 
the pathophysiological meaning of the residual 
urine in this condition. Moreover, the examina-
tion on residual urine volume in SUI requires 
precise tool in measuring the very low levels of 
residual. The present study showed the possibil-
ity of examining the residual urine volume in 
SUI cases by a portable ultrasound device non-
invasively. However, there remains concerns 
about the accuracy of the measurement tool and 
the inter-rater reliability when several examin-
ers are involved in the examination. The differ-
ence between the groups observed in this study 
indicates a clinically meaningful effect, given that 
the coefficient of variation was about 15%.
 The new pelvic floor muscle exercise in this 
study have not showed any significant influence 
on urinary status including leakage, the major 
disorder of SUI. One of the reasons could be 
the high prevalence of functional incontinence 
among the participants and it might have com-
promised the effectiveness of the exercise. The 
accessibility to toilet in consideration of cogni-
tive function and physical mobility should have 
been ensured as the study environment at the 
facilities. The other reason could be the partial 
effectiveness by the exercise. Petros suggests 
that the empting difficulty which causes residual 
urine is due to weakness of middle or posterior 
part of the pelvic floor 45）. Otherwise, Delancey 
& Ashiton-Miller mentioned that weakness of 
the urethral support due to the alteration of 
pelvic floor around vagina could preclude the 
reactive constriction of a urethra, resulting in 
urinary leakage in SUI 46）. The exercises in this 
study might strain a partial zone of the muscles, 
or the duration of exercises might not be enough 
to strain the particular part of pelvic floor which 
is responsible for urinary leakage. Further re-
search is needed to prove which part of the 
pelvic floor muscles is induced by the exercises, 
and which type of exercises can work for at-
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tenuation of urinary leakage in SUI cases.
 There were no withdrawals due to incompli-
ance with the new pelvic floor muscle exercise 
in this study. Since each participant had cogni-
tive impairment, the exercise needed to be cor-
respondingly easy and simple to understand, to 
contract proper muscles and to promote partici-
pation for a long period. The exercise method 
which mobilize quadriceps femoris or the sup-
portive tool such as a small ball between thighs 
seemed to help the participants recognizing the 
particular muscle to concentrate appropriately. 
Moreover, joyful atmosphere during exercises 
and the face to face intervention in severe cogni-
tive decline cases might enhance the motivation 
to the exercise. The procedure of the pelvic floor 
muscle exercise in this study which particularly 
focused on vulnerable older women was nota-
bly acceptable, promoting continuous participa-
tion with no dropouts. In the end, the exercise 
showed potential effectiveness for urinary prob-
lems related to the residual urine among the 
frail population in long-term care facilities.

 Limitation
 There are several limitations in this study. 
A non-blinded process might have influenced 
the participant positive prospective and their 
toileting behaviors. A non-randomized allocation 
would disturb generalization. Three study units 
belonged to different facilities and some minor 
differences in continence care for each setting 
might have been the potential bias associated to 
the results. The limited number of participants, 
short bladder diary and intervention period would  
preclude exact evaluation of the exercise effects 
on the urinary problems in SUI. A large scale 
randomized and blinded study is needed in the 
future. 

 Conclusion
 In this pilot study, the originally designed pelvic  
floor muscle exercise was carried out for eight 
weeks to the older women with cognitive impair-
ment at the long-term care facilities. The new 
exercise was acceptable for the participants to 
conduct continuously and seemed to reduce the 

residual urine volume in the SUI cases. The re-
sult indicates the residual urine is a concomitant 
condition of SUI in older women and the physi-
cal therapy may improve their urinary problems 
related to the residual.
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認知機能が低下した女性高齢者の尿失禁に対する新しい骨盤底筋運動の効果： 
予備的研究

東村　志保 1 ），仲上　豪二朗 2 ），真田　弘美 2 ）

1 ） 東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター
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キーワード
認知機能障害，高齢者，骨盤底筋運動，残尿量，腹圧性尿失禁

要　　旨

背景：腹圧性尿失禁（SUI）は、女性高齢者の日常生活に多大な影響を及ぼす。長期療養施設では運動障
害や認知機能障害のために有効な運動療法がなく、SUIの管理が困難である。この予備的研究の目的は、
認知機能が低下したSUIを有する女性高齢者に対し、新しい骨盤底筋運動の効果を検証することである。
方法：SUIを有する長期療養施設の16人の70歳以上の女性高齢者に対し、非ランダム化比較試験を行った。
介入群には 1 日 1 回骨盤底筋運動を実施し、対照群には排尿自覚刺激行動療法と定時誘導を含む通常ケア
のみを行ない、 ３ 日間の日中の排尿日誌と残尿量を記録した。
結果：介入群 6 人と対照群 5 人が調査を完了し、 8 週間後、介入群で残尿が有意に減少した（p=0.009）。
尿もれの頻度や量には有意な変化がなかった。
結論：新しい骨盤底筋運動は、認知機能が低下した女性高齢者の残尿を減らす効果があった。この結果か
ら女性高齢者の腹圧性尿失禁には残尿が伴い、運動療法によって改善の可能性があることが示唆された。
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自殺再企図を繰り返さずに生活を継続している 
うつ病者のストレングス

The strengths of depressed people who continue their lives without 
repeated suicide attempts

安達　寛人，長谷川　雅美

Hiroto Adachi，Masami Hasegawa

新潟県立看護大学

Niigata College of Nursing
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連絡先：安達　寛人
新潟県立看護大学
〒943-0147　新潟県上越市新南町240番地

要　　旨

目的：本研究の目的は、うつ病者が自殺企図を繰り返した後、どのような経験を経て生活を継続している
のか、同時にどのようにして自殺再企図に至らない結果につながっているのか、ストレングスの観点から
明らかにすることである。
方法：Riessmanのナラティブ研究法を参考に、自殺企図を 2 回以上経験し、最終自殺企図後 1 年以上経
過している 5 名に対し、半構造的面接を行った。
結果：自殺再企図を繰り返さずに日常生活を継続しているうつ病者のストレングスとして、【生き続ける
ための新たな認識を獲得している】、【支援を受け入れて生き方を調整してきた】、【安心感を持って営むこ
とのできる生活実践の場がある】、【自分を守るための方法を手探りで見つけてきた】、【現実を踏まえてよ
り良いあり方を望む】、【簡単には死ねないということを知っている】の 6 つのテーマが得られた。
結論：うつ病者は自殺企図を繰り返した経験を通して、日常生活を継続するためのストレングスを身につ
けて生活していた。

看護実践学会誌　　Journal of Society of Nursing Practice, Vol.34, No.1, pp.40〜51， 2022
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Abstract

Purpose: The purpose of this study is to clarify what experiences they have gone through to continue 
their lives after repeated suicide attempts, and how they have led to stop repeating suicide attempts, 
from the viewpoint of the strengths of depressed people.
Methods: Based on Riessman’s approach to the narrative research method, the study conducted semi-
structured interviews with five individuals who attempted suicide for two times or more but managed 
and to continue living at least one year after the last suicide attempt. 
Results: As the strengths of depressed people who have continued their lives without repeating suicide 
attempts, the following 6 themes were picked out: [gaining a new perception to continue living], [having 
adjusted their way of life by accepting support], [having an environment where they can lead their lives 
with a sense of security], [having learned techniques to protect themselves], [hoping for a better way in 
response to current situations], and [learning that they can’t die easily].
Conclusion: Based on their experiences of repeated suicide attempts, the participants have lived with 
the strengths to continue their daily lives.

緒　　言
　自殺は世界的な問題となっており、世界規模で
毎年約80万人以上の人が自殺で死亡している。
WHO（世界保健機関）は、「自殺は予防可能であ
り、国としての対応が効果的であるためには、包
括的な多部門による自殺予防戦略が必要である」
ことを示している 1 ）。我が国では2006年に自殺対
策基本法が制定され、自殺対策大綱のもと各市町
村や機関で自殺対策事業が進められた結果、自殺
者数は2010年以降減少を続け、2019年には 2 万
169（人口10万人当たりの自殺者数は16.0）人まで
減少した 2 ）。しかし、OECD（経済協力開発機構）
諸国の自殺率と比較すると依然として高率であり３ ）、 
継続した対策が必要である。
　自殺既遂者への心理学的剖検による調査では、
自殺前に何らかの精神障害に罹患した状態であっ
た者は98％であったと報告されている ４ ）。主な精
神疾患と自殺既遂の生涯リスクに関しては、統合
失調症で4.90−6.55％ 5 ） 6 ）、抑うつ状態を呈する単
極性感情障害で3.77−6.67％ 6 ） 7 ）、 双極性障害で
4.78−19.00％ 6 ） 8 ）と推定されており、うつ病や双
極性障害では特に注意が必要である。さらに、ア
メリカ精神医学会の診断基準であるD S M - 5
（Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders- 5 ）では、うつ病または双極性障害に
おける「自殺の危険性」について挙げられており、
治療中のうつ病および双極性障害患者における自
殺行動への注意が促されている ９ ）。自殺に関する
事項が診断基準に含まれるうつ病または双極性障
害を持つ人の自殺リスクは、他の精神疾患を持つ

人よりも高く、特に対策が必要である。
　自殺のリスク要因については様々なものがあり、
それらが複雑に絡まって自殺は生じる2 ）。なかでも、
自殺企図経験者は再企図リスクが最も高いと示し
た報告10）や自殺企図後のうつ病と診断された患者
1,820人を ４ 年間追跡した結果31％が自殺企図を繰
り返したという報告11）がなされており、過去の自
殺企図経験は自殺による死亡につながる可能性が
高く、特に注意されるべき要因である。そのため、
自殺企図経験者が自殺再企図に至らないための支
援方策が必要である。
　自殺再企図予防支援に関しては「自殺企図の再
発防止に対する複合的ケースマネジメントの効果」12）

を検証した研究が我が国で行われ、自殺再企図予
防として個別のケースマネジメントの有効性が示
されている。自殺予防支援の効果的介入は、精神
障害や自殺手段など危険因子を軽減できるため重
要である一方、レジリエンスやつながりを高める
因子や自殺関連行動を防ぐ因子を考慮した保護因
子を高めることも同等に重要である 1 ）。保護因子
へのアプローチに関する調査として、気分障害者
が自殺企図せずに過ごせている要因を調査した西
田ら1３）は、気分障害者の死にたい気持ちを受け止
めて生活に視点をおいた継続的な支援の必要性を
示唆している。長田と長谷川1４）は、うつ病または
双極性障害を持つ人の自殺企図前後の感情と状況
について分析し、自殺前は【常在する自殺念慮】
【強い孤独感】という陰性感情を持っていたが、
自殺後には【死への執着】【先が見えない不安】
などの陰性感情の他に【自殺念慮の緩和】【再生
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への意欲の芽生え】という前向きな感情があった
と報告している。しかし、自殺ハイリスク者であ
る自殺企図を繰り返した経験を持つうつ病または
双極性障害を持つ人が、その後どのように安定し
て生活を送っているのか、対象理解を深めるため
の調査は行われていない。
　精神障害を持つ人々への支援として、医学モデ
ルを基盤とした問題解決志向のアプローチがある。
しかし、精神障害の多くは慢性的な経過をたどる
ため従来の問題解決志向では精神障害を持つ人々
の問題が尽きない。RappとGoscha15）は、問題志
向のアセスメントは社会・環境要因ではなく、個
人的要因としての問題の説明を促進してしまうこ
とや、問題行動に治療目標を合わせると際限のな
い継続的介入が必要になることなど、問題に焦点
をあてること自体の問題点について指摘している。
一方、精神障害を持つ人々のストレングス（強み）
に焦点をあてたストレングスモデルがある。スト
レングスモデルでは、すべての人が目標や才能、
自信を有しており、すべての環境には資源や人材
や機会が内在していると捉える。その内在するス
トレングスを見出し、機会を作っていくことで症
状の苦痛を減少させることができる15）。我が国に
おいても、精神障害者のリカバリーを促すための
ストレングスを活かした具体的な実践方法16）や統
合失調症者へのストレングスモデル活用の有用性17） 

などの報告がなされており、効果や有用性が述べ
られている。しかし、自殺再企図せずに生活を継
続しているうつ病または双極性障害を持つ人のス
トレングスに着目した調査は行われていない。う
つ病または双極性障害を持つ人の目標や才能、資
源や人材など、ストレングスの観点から対象を捉
えることは、自殺再企図予防支援を検討していく
うえで重要であると考える。加えて、自殺リスク
の高い彼らのストレングスを捉えた支援を実践し
ていくことでその人なりの回復につながり、自殺
再企図予防に貢献できると考える。
　そのため本研究では、うつ病または双極性障害
を持つ人が自殺企図を繰り返した後、どのような
経験を経て生活を継続しているのか、同時にどの
ようにして自殺再企図に至らない結果につながっ
ているのか、ストレングスの観点から明らかにす
ることを目的とする。自殺再企図後の生活につい
て自殺企図経験者の語りから明らかにすることで、
自殺を思いとどまらせる心情や状況について理解
することができ、自殺再企図を予防するための新
たな知見と看護への示唆が得られると考える。

用語の定義
　 1 ．うつ病者
　うつ病および双極性障害は、国際疾病分類であ
るICD-11（International Statistical Classification 
of Diseases and Related Health Problems）にお
いて気分症群として 1 つのカテゴリーに含まれて
いる18）。一方、精神疾患の診断・統計マニュアル
DSM- 5 では「双極性障害群および関連障害群」
と「抑うつ障害群」に分類され、各群に双極性障
害とうつ病が含まれている ９ ）。本研究では、希死
念慮や自殺企図時の精神状態が抑うつエピソード
に含まれることから、抑うつ状態と躁状態を繰り
返す双極性障害においてもうつ病と同様の抑うつ
エピソードにあたる状態と捉え、「気分症群」に
含まれるうつ病または双極性障害と診断を受けた
者、あるいは「双極性障害群および関連障害群」
の中の双極性障害または「抑うつ障害群」の中の
うつ病と診断を受けた者をうつ病者とした。
　 2 ．自殺企図および自殺再企図
　本研究における自殺企図は、「死ぬことを目的
とした行為であり、結果として死に至らなかった
自己破壊的な行動」とし、自傷行為と区別して扱
うものとした。加えて、本研究における自殺再企
図とは、「過去に自殺を試みた経験を持つ人が再
び自殺を試みること」とした。
　 ３ ．ストレングス
　RappとGoscha15）は、「人の生活の場に寄与する
要因には、 2 つの源、つまり個人と環境がある」
と述べており、個人のストレングスとして「熱望」
「能力」「自信」、環境のストレングスとして「資
源」「社会関係」「機会」を示している。ストレン
グスの概念分析を行った岩本・藤田1９）は、願望や
目標などの「方向性」、自信や勇気などの「エネ
ルギー」、親密性などの「結びつき」、知識や知恵
などの「強み」、創造性や発展性などの「拡張」
の 5 つの属性を示し、「個人の中に無限に存在し、
個人の価値観を反映し、個人が前へ進もうとする
動的な性質を有する概念」であると述べている。
　そこで本研究におけるストレングスは、「人の
生活の場に寄与する個人と環境の 2 つの要因であ
り、当事者を前向きに発展させていく動的なもの」
とし、「熱望」「能力」「自信」を含む個人のスト
レングスと「資源」「社会関係」「機会」を含む環
境のストレングスに加え、「方向性」「エネルギー」
「結びつき」「強み」「拡張」の 5 つの属性を含む
ものとした。



― 43 ―

研究方法
　 1 ．研究デザイン
　本研究では、うつ病者が自殺企図を繰り返した
後、どのような経験を経て生活を継続しているの
か、同時にどのようにして自殺再企図に至らない
結果につながっているのか、ストレングスの観点
から明らかにする。具体的にうつ病者が自殺再企
図後の生活状況をどのように捉え、どのような思
いを持ちながら生活を続けているのかを理解する
必要がある。
　そこで、本研究ではナラティブ研究法20）を用い
ることとした。ナラティブ研究法は物語の形式を
持つテクストを解釈するための方法の集まりであ
り、テーマ分析、構造分析、パフォーマンス分析、
ヴィジュアル分析に分類される。特にテーマ分析
はインタビューでの会話やグループでの話し合い
などに適用され、報告された内容に着目する。イ
ンタビュー等を通じて生成されたナラティブを解
釈することで彼らが経験した状況や心情に接近し
理解を深めることが可能となる。そのため本研究
ではナラティブ研究法が適していると考えた。
　 2 ．研究参加者
　本研究参加者は、外来通院継続中のうつ病また
は双極性障害と診断を受けた人であり、自殺企図
を 2 回以上繰り返した人とした。さらに、最終自
殺企図後 1 年以上経過し、精神状態が安定して日
常生活を送っている人を条件とした。以上の条件
を満たした人に本研究参加の説明をし、同意を得
た。なお、インタビュー可能な精神状態の判断に
あたり、研究参加者の主治医に確認した。
　 ３ ．データ収集方法
　研究者が運営に携わっている当事者会の参加者
に向けて口頭で本研究の告知を行った後、研究参
加の意思表示があった人に対して文書と口頭で説
明し、書面による同意を得た。新型コロナウイル
ス感染症拡大の影響を受け、当事者会の開催延期
や再開後も参加を控えたいと希望する人がいたた
め、研究計画を変更し、県の自殺予防支援事業担
当者の協力を得て候補者を加えた。当該参加者は、
相談窓口に自ら支援を求めて連絡してきた人々で
あり、事業担当者との信頼関係が構築されている
人が選定された。研究者は面談場面の立ち会いや
受診の同行などを通して関係性構築に努めた。
　データ収集は2020年 8 月から2021年 ４ 月に行わ
れた。 1 回のインタビュー時間は60分から90分程
度であった。研究参加者の負担を考慮してインタ
ビュー回数を原則 ３ 回までとし、追加インタビュ

ーについては研究参加者の意向を確認して実施し
た。インタビュー内容は、うつ病者の自殺企図後
の生活状況や心情について研究参加者自身がはっ
きりと自覚していないことも含まれると想定され
たため、「面接内容を構造化して内容を限定して
しまうよりも、対象者自身がはっきり自覚してい
ないことを探求するのに対話が有用である」21）こ
とから、最低限の質問項目を設定した半構造化面
接を行った。質問項目は、属性に関する内容（年
代、職業、同居家族、自殺企図回数、最終自殺企
図）、自殺再企図後の生活に関する内容（自殺企
図および再企図に関する状況や感情、最終自殺企
図後から現在に至るまでの生活状況や感情）とし
て自由に語ってもらった。インタビュー時は傾聴
や感情の反映、発話促進などの面接技法を用い、
研究参加者の言葉を汲み取りながら本人のペース
で対話を行っていくよう努めた。なお、語られた
内容を正確に把握するため、同意を得たうえで面
接内容をICレコーダーに録音した。
　 ４ ．データ分析方法
　Riessmanのナラティブ分析20）とEwickとSilbey
のテーマ分析22）の手法を参考に以下の手順で分析
を行った。
　①各研究参加者のインタビューを逐語録に起こ
し、内容を繰り返し読み込んだ。
　②各研究参加者の自殺再企図後の生活状況や心
情、認識に関する一連の語り（ストーリー）を抽
出し、全体と部分の文脈から一定の意味のまとま
りを持つストーリーを構成した。
　③得られた各ストーリーに関して研究参加者の
言葉を可能な限り用いて端的に表現するようテー
マを付した。
　④得られたテーマを各研究参加者間で比較し、
共通性に沿って分類した。
　なお、研究の全過程を通して、ナラティブ研究
法を用いた研究実績を持つ質的研究者によるスー
パーバイズを受け、データの解釈について協議し、
合意を得ながら分析を進めた。
　 5 ．倫理的配慮
　本研究は新潟県立看護大学倫理委員会の承認（承
認番号：019-12）と学長の許可を得て実施した。
研究参加者には、研究目的および意義、研究期間、
協力内容、研究参加の自由と同意の撤回の自由、
個人情報の取り扱い、利益ならびに不利益・負担・
予測されるリスク、費用の負担・謝礼、研究成果
の公表、資料・データの保管および廃棄方法につ
いて文書と口頭で説明した。本研究は自殺企図に
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関する侵襲的内容も聴取するため、原則として話
したくないことは話さなくて良いことを説明した。
また、インタビューに際して各研究参加者の主治
医に説明を行い、研究参加についての了解を書面
で得た。加えて、不調時対応フローチャートを作
成しておき、インタビュー中に不調な状態が生じ
た場合はインタビューを直ちに中断し、あらかじ
め研究参加者と決定した対処方法（持参薬の服用
など）をもって対応することとした。

結　　果
　 1 ．研究参加者概要
　研究参加者は 5 名（男性 1 名、女性 ４ 名）、平
均年齢44.6歳（SD＝5.7）であった。職業は無職
が 2 名、自殺企図回数は 2 〜 5 回、インタビュー
時間は平均73分25秒であった。研究参加者概要を
表 1 に示す。
　 2 ．自殺再企図を繰り返さずに生活を継続して
いるうつ病者のストレングス
 自殺再企図を繰り返さずに生活を継続している
うつ病者のストレングスとして、【生き続けるた
めの新たな認識を獲得している】、【支援を受け入
れて生き方を調整してきた】、【安心感を持って営
むことのできる生活実践の場がある】、【自分を守
るための方法を手探りで見つけてきた】、【現実を
踏まえてより良いあり方を望む】、【簡単には死ね
ないということを知っている】の 6 つのテーマが
抽出された。
　研究参加者たちは、繰り返し自殺企図を起こす
中で支援者とつながったことで【支援を受け入れ
て生き方を調整してきた】ことや、職場や家庭な

ど【安心感を持って営むことのできる生活実践の
場】に身をおくことができており、抑うつ状態の
改善に至っていた。また、逆境に抗うよう【自分
を守るための方法を手探りで見つけ】るとともに
【現実を踏まえてより良いあり方を望む】という
先を見据えた願望を持っていた。加えて、死ぬこ
とを考えるのではなく【生き続けるための新たな
認識を獲得】するに至っていた。研究参加者たち
は自身の自殺企図経験を語りながら振り返ること
ができており、【簡単には死ねないということを
知っている】というストレングスを有していた。
　以下、うつ病者のストレングスに関してテーマ
別に示す。テーマを【　】、研究参加者の語りを
ID：斜体、研究者の語りを研：斜体で示す。なお、
意味が伝わりやすいよう語りの内容を（　）で補
足して表記する。
　 1 ）【生き続けるための新たな認識を獲得して
いる】
　このテーマでは、自分自身がどのような見方を
するかまたは意味を与えるかという、“拡張”の
ストレングス概念1９）が反映された。自殺企図を繰
り返していた時期の研究参加者たちはそれぞれの
生活世界において自分自身の行動を制限する認識
を持っていた。しかし、自殺企図を繰り返しなが
ら時間の経過やきっかけとともに生きる意味を見
出し、新たな認識を獲得していた。彼らの回復を
助けるストレングスを獲得したことで、生きるた
めの行動を開始していた。
　Ａは、順調に仕事でのキャリアを重ねていたが、
うつ病になったことで会社を辞めるに至り、 2 回
の自殺企図後、療養期間を経て現在の職場につな

表 1 　研究参加者概要

ID 年代 性別 職業 診断 同居家族 資源
自殺企図

回数
最終自殺

企図
インタビュー回数

（時間）

A
40 代 
前半

男性 会社員 双極性障害 両親 当事者会 2 回 2007 年
2 回

（57 分 26 秒、62 分 2 秒）

B
30 代 
後半

女性 会社員 うつ病 両親 当事者会 ３ 回 2019 年
1 回

（76 分 16 秒、61 分 30 秒）

C
50 代 
前半

女性 無職 うつ病 父親
県の自殺
予防支援

事業
5 回 2019 年

1 回
（76 分 13 秒）

D
40 代 
後半

女性 無職 うつ病 両親
県の自殺
予防支援

事業
４ 回 2004 年

2 回
（91 分 10 秒、72 分 27 秒）

E
40 代 
前半

女性 介護職 うつ病 夫と娘 当事者会 ３ 回 2018 年
1 回

（90 分 16 秒）
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がっていた。療養を続ける中で「あきらめ」とい
う一つの気付きに至り、この「あきらめ」がＡに
とって生きていても良いと思わせる原動力につな
がっていた。
Ａ：嫌になったら辞めればいいやって思ってまし

た。あのある意味、その何て言うんですかね…。
まあ負けてもいいやって思うようになったんで
すよね。逃げるのって嫌だったり、あの、まあ
会社を辞めるって逃げるって言われたこともあ
りますけど、もう人生詰んでんだから別に逃げ
たって構わないやっていう。僕はやっぱりその
…20代の頃働いて順調にキャリア重ねて、で、
転職をしてそれなりにやっていけるのかなって
思った時期にやっぱりうつ病発症してこのまま
転がり落ちるようになって。で、地元に戻って
きてしまって、もう地元も多分出ることもない
し、自分のキャリアとしてはもう…終わりだな
と思ったんですよ。詰みだと思ったんですよ。
だからもう、この人生は終わってるんで、後は
まあ適当に過ごせばいいや、っていう感じでし
たね。だから別に働く場所はどこでも構わなか
ったし、（今の仕事）やったことなかったけど
別にどうでもよかったし。まあどっちかって言
ったらあきらめじゃないですかね。人生あきら
めたみたいな。人生あきらめた分、死ななくて
いいみたいな。

　またＤは自殺企図を繰り返していた時期にペッ
トを購入した。ペットを飼ったことで面倒を見な
ければならないという義務感が生じ、生きること
に向けた行動を開始していた。
Ｄ：犬を飼ったことによって、その自殺っていう

のをもうまったく考えなくなったんですね。
研：犬を飼ったことで、死にたいと思うことが…。
Ｄ：そう、だって、この子を面倒見なきゃいけな

いっていう義務ができたから。
　Ｄはペットの存在が支えになったことで死ぬた
めの行動を起こさずに経過した。いくつかの相談
機関に電話をかけたことで現在の支援者につなが
り、その結果、ペットが亡くなった現在も自殺企
図に至らずに経過していた。
　さらにＣは、同居している家族との関係に重荷
を感じており、関係性の問題を解決したいと思い
ながらも平行線が続いていた。時間の経過ととも
に家族が高齢になってきたことによって、急いで
離れる必要がないと思えるようになったと認識を
変えていた。
研：今、自殺のその行動に移さないでいられるの

っていうのは何か理由はありますでしょうか？
Ｃ：家族も80半ばになったんで。うん…、そう急

ぐ必要ないのかなって、思えるようになってる。
一緒にいて後何年…。そんな感じですかね。

　 2 ）【支援を受け入れて生き方を調整してきた】
　このテーマでは、環境のストレングスである“機
会”と個人のストレングスである“自信”の概念15） 

が反映されていた。研究参加者は病気を持ちなが
ら生活を継続する中で、どのようにして生きてい
けばよいか迷っていた。しかし、自殺企図を繰り
返す中で出会った支援者からの支援を受け入れた
ことで、生き方を調整することができ生活を継続
する力を得ていた。
　Ｄは、支援者と出会った頃、支援の全てを受け
入れることができなかった。ただ辛い気持ちを聞
いてほしいという思いであり、話を聞いてもらう
こと以外の支援を受け入れていなかった。しかし、
次第に支援者との関係性が構築されたことで協同
して生活上の困りごとを 1 つずつ解決していき、
自分らしい生活を送ることができてきたと実感し
ていた。
Ｄ：（支援者に）この道しるべをつけてもらって、

そこにこう乗っかってかないとほんとに脱線し
て。

研：その道筋すら、なかったんですね。
Ｄ：なかったですね。もう、○○（地名）の山奥

の雪と一緒でなかったんです。
　さらに、支援を全面的に受け入れたことで次第
に挑戦していこうとする自信に変化していった。
Ｄ：自分の中で何か変わったんですよね。何て言

うんだろう。見守ってくれてる人がいるから、
大丈夫って。やれるだけやって、ほんと駄目だ
ったら無理だって。だから今無理なんて言葉使
わないですよ。

研：やれるだけやろうって思うように変わったん
ですか。

Ｄ：変わりました、変わりました。うん。それは、
あの、○○（支援者）さんに会ってから。

　Ｅは自分の意図と反した行動を家族がしていた
ことで悲しみと怒りが込み上げ、自暴自棄状態と
なり家を飛び出した。家族からの連絡や説得に応
じず近所を歩き回り、とにかく助けてほしいと思
っていた。
Ｅ：（家族の言動に）だんだん腹が立ってきちゃ

って、ちょっと…何か、段々腹が立ちながらも
泣けてきちゃって、ずっと待ってたんです、終
わるの。待ってたんですけど、何か段々泣けて
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きちゃって、怒りもありつつ。で、やっと終わ
って、ご飯食べながらちょっとした言い合いに
なっちゃって、その後私飛び出して家を。ご飯
終わった後に飛び出して、その辺を徘徊し、（家
族からの）連絡も無視し…。もうその時自分で
はもう助けてほしいと思いました。歩いて行け
るものなら病院まで行きたいなと思いました。

研：誰かに助けてほしかった？
Ｅ：誰かにもう…何かどうにかしてほしかったで

すね。もう何か、お酒に酔ってるわけではない
んですけど、何か自分じゃないみたいな。自分
じゃないって言ったら語弊がありますね。何か
にすがりたい一心というか、駐在所のピンポン
押しました。

　その後Ｅは家に帰ることとなったが翌日に自殺
のための行動を起こした。その自殺企図を家族に
発見され自宅に連れ戻された。Ｅは過量服薬によ
る意識もうろう状態であったため、家族が病院に
問い合わせていた。
Ｅ：家族が言うには病院に聞いたら、帰っても、

家に行っても別に問題なければ家に行っても良
いっていう話だったみたいな。で、次の日病院
だって言われました。

研：あ、と、精神科の方。
Ｅ：はい。私今日予約じゃないからって言ったら、

予約してあるとか言われて。
　 ３ ）【安心感を持って営むことのできる生活実
践の場がある】
　このテーマでは、環境のストレングスである“資
源”の概念15）が反映されていた。研究参加者は、
自殺企図を繰り返していた時期、会社での不当な
扱いや身体症状が出現するほどの家庭環境で生活
をしていた。環境の変化があったことで、安心し
て居られる場所で生活を送るようになっていた。
　Ａは転職前の職場で不当な扱いを受けており、
自分の価値を見出せなくなるほど追い込まれてい
た。療養後再就職するにあたり、職場には自身の
病気について説明していた。
研：働き始めた当時ってなかなか周りにも言えな

かったんかなーと
Ａ：いやもう言ってました。やっぱ面接の時にう

つ病です、って言いました。
研：オープンにして。
Ａ：採るんならとってください、落とすんなら落

としてくださいって。後でうつ病だとどうせ不
調になるので、だったら最初から言っておこう
と思って。決まらなきゃそれで良いやと思って

ましたから。
　入職後、職場の人が良い意味で無関心であると
感じ、自身の希望に対応してくれることに対して
楽であると感じ、社会生活を継続することができ
ていた。
Ａ：悪い意味で無関心、良い意味でも無関心です

ね。無関心なので、こっちが病状説明すれば納
得するので。

研：そこは責められないっていうのは……楽、で
すかね。

Ａ：楽っていうかまあ…あれですよね。こっちの
思い通りになるんならそれで良いかって思って
ます。診断書も出てくるし、面会も謝絶だって
言えば謝絶だし、仕事の引継ぎも、電話してく
るなって言えばしてこないし。だからもう思い
通りになるので、まあ楽っちゃ楽ですよね。無
関心であることが逆にありがたいって言うかや
りやすいと言うか。

　Ｂは家族に対して嫌悪感を抱きながら一緒に生
活を続けており、身体症状が出現する状態になっ
ていた。
Ｂ：もう ３ 年前くらいからずっと離婚はしたいな

っていうのはずっと会いながら、生活はしてて。
で、多分冬明けるくらいからもう無理だなって
いうのが強くなってきて…。

研：顔あわせても嫌？
Ｂ：あー嫌でしたね。自分診断された後の方がも

う嫌で嫌で…顔見たくない…、あ、同じ空間に
いたくないって思って…。そんな感じでした。

研：それがかなりストレスだったんですか。
Ｂ：そうですね。家に居ないって分かってはいる

んですけど、家に帰ろうと思ったら過呼吸起こ
したことがあったので、それくらい多分ダメだ
ったと思います。それそのほんと最後の方。

　Ｂは離婚したことで、生活する居住環境に変化
があった。両親との同居生活となり、当たり前の
普通の暮らしができていることで安心できると感
じていた。
Ｂ：（両親には）支えてもらってるってのも確か

にあるんで。でもあんまり両親のっていうのは
あんまり考えてないかもしれないです。居て当
たり前からかもしれないですけど。

研：なるほど。今はご両親と住んで…
Ｂ：一緒に住んでますね。いるからあんまり考え

てないのかもしれないです。安心して、普通の
暮らしはできてるので、はい。安心はあるかも
しれないです。
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　 ４ ）【自分を守るための方法を手探りで見つけ
てきた】
　このテーマでは、個人のストレングスである“能
力”の概念15）が反映されていた。研究参加者は、
辛いと感じる経験を積み重ねていく中で、何とか
変えなければならないと感じながら現状に抗い、
自分の人生をより良く生きるために工夫を施して
いく力を発揮していた。
　Ａは、入院や療養を繰り返したことで何かを変
えなければならないと感じ、一番重荷を感じてい
た人との付き合い方を変えた。
Ａ：やっぱり、細かい入院とか療養とか繰り返し

てたうちに、何か変えないと同じことの繰り返
しだなと思いました。何を変えるとしたら、良
いだろうなって思った時に、やっぱり、そこを
考えましたね。その嫌な人と付き合うのはやめ
ようとか。自分の都合の悪い時には付き合うの
をやめようとか。

研：なるほど。療養していく中で変えてきた行動
なんですかねじゃあ…

Ａ：んーやっぱり生きたいと思ったかどうかは分
かりませんけど、生きていくうえで同じことを
したくないっていう…。やっぱり辛いんで。療
養すると、療養するとというか症状が発現する
と辛いので。まああまり辛い目には遭いたくな
いので、じゃ辛くならないようにするためには
どうしたら良いかなっていうのは考えました。

　Ａは自殺企図経験を通して実際の死ぬ間際の心
情と比較し、人との付き合い方を変えることは容
易であると感じた。辛い目には再び遭いたくない
という思いが強くあり、人に合わせて生きてきた
人生のあり方を変えた。
Ａ：嫌われるのがあんまり苦にならなくなりまし

たね。好かれてないとどうしようもなかった、
好かれてないと気が済まなかったと思います。
僕がその人を嫌う分、やっぱりその人たちも僕
を嫌って当然だと思うんで。別に嫌いな人と付
き合う必要はないなと、それはもう割り切りで
す。

研：割り切れたんですね。
Ａ：まあ死にそびれて割り切ったんでしょうね。

ま、やっぱりその、何ですか、僕は死のうとし
たじゃないか、辛い思いもしたしって。そのこ
と考えたら人に嫌われるぐらい大した話じゃな
いなって…。

研：ほー。
Ａ：大したことないですよだって、死にそびれて、

その前にものすごく辛い思いして、でもう、人
のおかげで以前ぐちゃぐちゃだったわけですよ。
そしたら人を嫌う、そしたら、自分の身を守っ
て生きるために人に嫌われるくらいなんてこと
ないですよ。それはもう自己防衛の手段だと思
いますよ。うん、やっぱ元に戻りたくないです
から。

　 5 ）【現実を踏まえてより良いあり方を望む】
　このテーマでは、個人のストレングスである“熱
望”の概念15）が反映されていた。研究参加者は、
自殺企図を繰り返していた時期の精神状態と比較
することを通して、現在の状態が落ち着いている
と認識していた。その現状を踏まえ、新たな願い
を持つというストレングスを獲得していた。
　Ｂは、抑うつ状態であったときに衝動的な自殺
企図を起こしていた。安心できる現在の生活世界
にいることで状態を改善、維持していた。Ｂは現
在の落ち着いた精神状態が続くことを望んでいた。
Ｂ：衝動的になってる方が怖いです。今思えば。

今、考えると。きっとそっちの方が本当にやば
そうな気がします。だからもう、何もなく平穏
に過ごしたいです。浮き沈みがちょっとあった
としても、何にもなく過ごしたいと思います。
自分のこう、気持ちがこうほんとに何かジェッ
トコースターのようだったと思うんですよ、去
年なんか。上がって下がって、上がって下がっ
て。その波が極力小さく、こうまっすぐ進んで
いきたいとは思うんですけど。

　Ｂは大きな気分の波を感じていない現状が続い
ていることで、新たな望みを有するに至っていた。
研：今後こうなりたいとか。
Ｂ：働きたい。普通に、正社員とかじゃなくて全

然いいんですけど、普通に働きたい。働けるよ
うになりたいっていうのはあります。

　 6 ）【簡単には死ねないということを知っている】
　このテーマでは、物事を正しく認識し、判断し
ていく力である“知識や知恵”の概念1９）が反映さ
れていた。自殺企図を繰り返したうつ病者は、死
を意図して行動を起こしたが、実際には死に至ら
なかった。この体験を通して死ぬことは簡単にで
きることではないと学習しており、自殺のための
行動に対して認識を新たにしていた。
　Ｃは、再び自殺のための行動を起こす可能性が
あると感じながらも、繰り返し未遂に終わったこ
とで完遂できないと認識していた。
Ｃ：（衝動的な自殺は）大丈夫と思いたいんです

けど（笑）。時々出るかもしれません。
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研：突然来ますか？
Ｃ：うん…まあ、そうですね。昔ほど衝動じゃな

いですけど。一旦考えることはありますね。
研：死にたいと漠然と？
Ｃ：うーん、でもどうせできないだろうっていう

のが（笑）、ついてるんで。
　またＥも同様に、自殺企図を繰り返し起こした
ことで簡単に死ねないことを学んでいた。
Ｅ：今はそうですね…。そもそも死についてあま

り考えないので、落ち着いてる時って。逆に簡
単には死ねないんだなっていうのを学習したの
で（笑）。でも死の怖さみたいなのはありますね。

考　　察
　 1 ．自殺再企図を繰り返さずに生活を継続して
いるうつ病者のストレングス
　自殺企図を繰り返したうつ病者へのインタビュ
ーから 6 つのテーマが見出され、本研究参加者は
資源や機会を活かしながら新たな認識や態度を獲
得し、死ぬことではなく生きることに向けて行動
していた。
　研究参加者は【生き続けるための新たな認識を
獲得している】ことで自殺企図を起こさずに生活
を続けており、自殺を踏みとどまる一因としてい
た。研究参加者Ａは順調にキャリアを重ねてきた
過去を振り返り自分の願望をあきらめることで死
ななくても良いと捉え、研究参加者Ｄはペットを
飼ったことで義務感が生まれ自殺を考えなくなっ
ていた。研究参加者Ｃは長年家族との関係性につ
いて負担を感じていたが、先を見通して焦らずに
付き合っていくという認識に変化させていた。こ
れらのように、それぞれの生活世界で解決困難な
問題を抱えながらも認識を変えたことで苦悩が軽
減し、自殺のための行動を起こすほどの追い込ま
れた状態に至らなくなったと考えられる。また、
研究参加者は繰り返してきた自殺のための行動が
何度も未遂に終わったことで【簡単には死ねない
ということを知っている】という知識・知恵とし
てのストレングスを獲得していた。Janoff-Bulman2３） 

は、心的外傷後成長（Posttraumatic Growth）に
関して、苦しみを通じた強さ、心的準備性、実存
的再評価の ３ つの成長領域を提起し、サバイバー
は苦難あるいはトラウマを経験したり対処したり
することを通じて、以前は発見することができな
かった自身の強さに気づくことがあると報告して
いる。本研究参加者も、自殺という危機的な体験
を語ることで振り返ることができ、以前は発見で

きなかった肯定的な変容に至ったと考えられる。
　Rapp・Gocha15）は、ストレングスには個人のス
トレングスと環境のストレングスがあり、環境の
ストレングスの具体例として、仕事や安心感を得
られる場所、教育制度などを示している。本研究
参加者は「良い意味でも無関心」な職場や「安心
して普通の暮らしができている」居住環境にいる
ことで【安心感を持って営むことのできる生活実
践の場がある】という環境のストレングスを有し
ていた。自殺企図を繰り返していた時期、各研究
参加者にとって生活基盤となっていた環境は安心
感を得られる場所ではなかった。うつ病者にとっ
て生活基盤となる環境が整うことは自殺再企図か
らの回復につながり、安定した生活を継続するた
めの一因になっていると考えられる。
　自殺のプロセスについて張2４）は、ストレスフル
なライフイベントが生じた後のサポート不足によ
ってうつ状態に至り、自殺行動につながると指摘
している。またWHO 1 ）は、援助を求めない傾向
にある人は自らのメンタルヘルスの問題を悪化さ
せ、自殺の危険を高める可能性があると示してい
る。研究参加者の中には支援者につながった後も
支援を拒む人がいたが、徐々に信頼し、支援者の
支援を受け入れ「道をつけてもらった」、つまり
生活を再建するための方向性を示してもらったこ
とによって自殺を選択せずに生きることができて
いた。このように研究参加者は自殺企図を繰り返
す中で助けを求め、生きようとして【支援を受け
入れて生き方を調整してきた】。健康的で親密な
人間関係を育み維持することは、個人のレジリエ
ンスを高め、自殺の危険に対する保護因子として
作用する 1 ）ことから、支援者との親密な信頼関係
構築および維持が研究参加者の生きようとする意
思に作用していたと考えられる。自殺企図を繰り
返すうつ病者には生きようと助けを求める思いが
あることを念頭におき、健康的で親密な関係を構
築することが 1 つの支援になり得る。
　精神障がい者のリカバリー（回復） に関して
Deegan25）は、精神障がい者の回復過程は直線的
なものではないと指摘している。またRagins26）は、
リカバリーには希望・エンパワメント・自己責任・
生活のなかの有意義な役割の獲得の ４ つの段階が
あり、尊厳と希望が回復して個人設定した目標に
向け地域生活を具体化していくプロセスであると
述べている。本研究参加者は、自殺企図に至るほ
ど追い込まれた状況や心情を乗り越えて【安心感
を持って営むことのできる生活実践の場】で生活
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を送り、【支援を受け入れて生き方を調整してきた】
ことや【生き続けるための新たな認識を獲得して
いる】こと、試行錯誤しながらも【自分を守るた
めの方法を手探りで見つけてきた】というストレ
ングスがあった。そして落ち着いた状態を維持す
ることで、「認知されたい」「評価されたい」など
【現実を踏まえてより良いあり方を望む】という
願望を持つようになったことが語りからうかがわ
れた。本研究参加者は、尊厳や希望の獲得に至っ
ており、紆余曲折しながらもリカバリープロセス
を進め、自らのストレングスにつなげていたと考
えられる。
　 2 ．自殺企図を繰り返すうつ病者への看護支援
　自殺のリスク要因の一つとしてサポート不足が
指摘されている25）。本研究参加者は、解決困難な
苦悩に対して何度も考え、堂々巡りになると分か
っていながら考えることをやめられない状態に陥
っていた。さらに思考の堂々巡りがうつ状態を強
めていた。抑うつ状態で自殺を起こす人は死ぬし
かないと心理的視野狭窄状態に陥っている可能性
があり27）、そのような状態でうつ病者が抱える問
題をうつ病者自身で解決しようとすることは困難
である。雪原に「道をつけてもらった」と本研究
参加者が述べていたように、心理的視野狭窄に陥
っている時には支援者が道をつける支援をする、
つまり各個人にとって抑うつ状態を繰り返し生じ
させている事柄に対して介入することが重要であ
ると考えられる。
　研究参加者は自身の自殺企図経験に関して語る
ことができており、振り返り語ることで「簡単に
は死ねない」と悟り、自殺企図を繰り返す体験を
通して学びを得ていた。ナラティブセラピーに関
してGergenとKaye28）は、「協力的な会話のなかで
意味を創造していく過程として捉えられ、そこに
参加する者の依って立つ地平が融合することで意
味が変化し、経験の新たな見方や区切りが開発さ
れ、経験に向き合う新たな姿勢が現れることで展
開されるひとつの過程である」と述べている。研
究参加者は自身の体験を意味付けながら思い起こ
して語っており、当時は振り返ることのなかった
辛い経験を改めて呼び起こすことで、経験に向き
合う新たな姿勢が現れていたと言える。支援者は
うつ病者との協力的な会話を通して経験の語りを
得ることで、うつ病者自身の新たな見方、すなわ
ちストレングスを開発できると考える。
　また、本研究参加者は、入院や療養を繰り返し
たことで何かを変えなければならないと感じて人

との付き合い方を変えたり、自己分析の視点を取
り入れ自身の調子の変化を察知するなど、【自分
を守るための方法を手探りで見つけてきた】とい
うストレングスを有していた。これらは入院や療
養を繰り返したことで得られた研究参加者たちの
生きるための手段であった。支援者は、自殺を企
図する前に止めることが非常に重要であるが、自
殺を繰り返しているうつ病者に対して、今回の 5
事例のような繰り返された自殺企図から回復する
手段を一例として参考にできる可能性がある。
　人間には自己保存の欲動があり、生きる力が備
わっているとされている2９）。本研究参加者は死に
向かう行動を起こしていたが、「助けてほしい」
と生きることへの願いも同時に持っていた。さら
に、身近な資源を活用しようと抗い、死ぬための
行動から生きるための行動に自身を変化させてい
たことから、生きようとする力を根底に持ってい
ることがうかがわれた。支援者はうつ病者の生き
ようとする力を信じ、死にたいという訴えの裏に
隠された望みは何か、対話を通して確認しながら
支援を実施していく必要がある。
　 ３ ．研究の限界と今後の課題
　本研究は自殺企図を繰り返したうつ病者を対象
とした。関係性を深めた人にインタビューを行う
意図で研究者が運営に携わっている当事者会の参
加者を対象としていたが、研究参加者を多く確保
するため計画変更を行い、県の自殺予防支援事業
担当者から当事者の紹介を受けた。事業関係者を
通した研究参加者とは研究者の関係性を十分に構
築できているとは言えず、語られたデータの奥深
さには限界がある。また、研究参加者をうつ病者
と設定したが、自殺企図に至った時点ではうつ病
の診断名を受けていたとしても、後に診断名が変
更となった事例もあり、対象集団を正確に特定す
ることはできない。
　しかし、うつ病者の自殺再企図に至る経験の語
りを得られたことは貴重であり、自殺再企図予防
支援に寄与できると考える。今後は、得られた知
見をもとに自殺予防支援方策を構築し、効果を検
証していくことが課題である。

結　　語
　自殺再企図を繰り返さずに日常生活を継続して
いるうつ病者のストレングスとして、【生き続け
るための新たな認識を獲得している】、【支援を受
け入れて生き方を調整してきた】、【安心感を持っ
て営むことのできる生活実践の場がある】、【自分



― 50 ―

を守るための方法を手探りで見つけてきた】、【現
実を踏まえてより良いあり方を望む】、【簡単には
死ねないということを知っている】の 6 つのテー
マが抽出された。うつ病者は自殺企図を繰り返し
た経験を通して、日常生活を継続するためのスト
レングスを身につけて生活していた。
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緒　　言
　高齢者人口は世界で増加の一途を辿っている。
我が国の総人口に占める高齢者割合は28.7％と世
界で最も高く、次いでイタリア、ポルトガル、フ
ィンランドとなっている 1 ）。高齢者人口の増加に
伴い、要介護者数も増加の一途を辿っており 2 ）、
高齢者を支援するための人材確保が必要不可欠と
いえる。しかし、我が国においては2025年に約38
万人の介護人材が不足する ３ ）ことや、介護人材の
高齢化がさらに進む ４ ）ことが報告されている。
　そこで近年、高齢者介護における介護ロボット
の開発・実用化の取り組みが推進されている。こ
れにより、 5 ％程度の介護職の業務代替えが可能

となり、医療・福祉分野における就業者数は53万
人程度低減すると推定されている 5 ）。厚生労働省
は、ロボットとは「情報を感知（センサー系）、
判断し（知能・制御系）、動作する（駆動系） ３
つの要素技術を有する知能化した機械システム」３ ） 

のことであり、介護ロボットとは「このロボット
技術が応用され利用者の自立支援や介護者の負担
軽減に役立つ介護機器」と示している。現在、国
内外で実用化されている介護ロボットは多岐にわ
たり、高齢者施設や医療機関、在宅など様々な場
で活用が推進されている。高齢者への効果につい
ては、ペット型ロボットの活用による高齢者の孤
独感の減少が唾液成分のストレス指標の変化から
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明らかとなっている 6 ）。また、介護者の負担軽減
として、マッスルスーツ着用による介護者の腰痛
予防効果が筋電図を用いた検証で明らかとなって
いる 7 ）。介護ロボット活用による効果が期待され
る一方で、欧州連合加盟国の過半数において、子
供や高齢者などの世話は人間が関わるべき領域で
あると認識され、ロボットの使用禁止が提言され
ている 8 ）。報告書には、事故は起こっていないに
も関わらず懸念しているだけなのか、実際に事故
は起きているのかについては述べられていない。
日本の介護ロボットの安全利用に関する調査では、
介護ロボット使用中の事故は年間70件以上、ヒヤ
リハットは約370件発生していると報告されてい
る ９ ）。各国が介護ロボットの使用に難航を示す理
由には、活用する職員自身が、介護ロボットが高
齢者にとって安全・安心であるか、倫理的問題の
発生につながる可能性はないかなど、不安や懸念
を抱いていることが背景にあると考えられた。
　また、高齢者介護に携わる職員（以下、職員）
の認識の 1 つに、理想的な介護は人の手によって
成されるべきものという考え方10）が示されており、
介護業務へのやりがいの低下が生じることが懸念
されている。新ロボット戦略において、介護ロボ
ットは職員がやりがいを持てる職場環境の実現や
業務の効率化を支援11）し、介護ロボットが職員の
介護業務を補完する位置づけにあると明示してい
る。しかし、現状において介護ロボットが職員の
介護業務を補完しているのか、また、使用者であ
る職員にとって安心して活用することができ、職
務へのやりがいに影響を及ぼしていないかなどは
明らかになっていない。
　我が国では、厚生労働省が2018年より特別養護
老人ホームにおける介護ロボットの導入に加算を
している12）。これより、介護ロボットが高齢者介
護を支援する一つの道具とし、効果と課題の両側
面がありながらも導入が進められている現状にあ
るといえる。したがって、介護ロボットを適応さ
れる高齢者の判断や介護ロボットの活用において、
職員が何を肯定的に捉え、何に懸念を抱いている
のかを明らかにする必要があると考える。しかし、
それらの検討は十分に行われておらず、また介護
ロボットの種類によりその捉え方は異なるのか、
職員の認識に焦点を当て系統立てて整理された文
献は見当たらない。介護ロボット活用における職
員の認識を明らかにすることは、高齢者の生活の
質の維持・向上ならびに、職員の職務へのやりが
いの低下防止を図りながら介護業務の負担軽減に

貢献する成果が得られるため重要であると考える。
　以上より、本研究の目的は、国内外の先行研究
を通し高齢者における介護ロボットの活用につい
て、介護に携わる職員の認識を明らかにすること
である。

用語の操作的定義
　介護ロボットとは、厚生労働省・経済産業省が
示す「ロボット技術が応用され高齢者の自立支援
や介護者の負担軽減に役立つ介護機器」12）とした。

研究方法
　 1 ．研究デザイン
　文献レビュー
　 2 ．文献検索および分析対象文献の選定手順
　文献検索および分析対象文献の選定は、「シス
テマティックレビューおよびメタアナリシスのた
めの優先的報告項目のための声明」1３）の ４ 段階の
フローチャートを参考に行った。この声明はラン
ダム化比較試験のレビューに重点を置いているが、
他の種類のレビューを報告する際にも活用が可能
である。
　文献検索・選定において、データベースは医学
中央雑誌Web版（以下、 医中誌）、PubMed、
Cumulative Index to Nursing & Allied Health 
Literature（CINAHL）であり、2020年 8 月に検
索した。手順（図 1 ）は「 1 ．キーワード検索」
「 2 ．絞り込み検索」「 ３ ．スクリーニング」「 ４ ．
適格性の評価」とした。キーワードは、医中誌で
は「介護ロボット」、ならびに「介護機器」の中
に「介護ロボット」が包含されていることが予測
されたため、「ロボットand介護」「ロボットand
介護機器」でも検索した。PubMedとCINAHLで
は「care robot」と「nursing care robot」を用い
た。絞り込み検索においては、医中誌では原著論
文、PubMedとCINAHLでは英語または日本語文
献を選定した。スクリーニングでは、 ３ つのデー
タベースの重複文献を除外した後、タイトルおよ
び抄録を読み、医療ロボットや遠隔医療、ロボッ
ト開発に該当する文献を除外した。適格性の評価
では、高齢者における介護ロボットの活用につい
て、職員の認識について検討した文献を選定した。
なお本研究では、実際に介護ロボットを活用して
いない職員が、事前に提示された資料や動画を視
聴し回答した文献や、これまでの個人的な知識や
経験の中で介護ロボットを想像し回答した文献に
ついても、高齢者介護における介護ロボットの活
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用に関する職員の認識として貴重な文献であると
考え採用した。分析対象文献は15編となった。
　 ３ ．分析方法　
　本研究は、介護ロボットの活用における職員の
認識を明らかにすることを目的とするため、研究
の概要、ならびに職員の認識を示す内容をデータ
として抽出し、マトリックスを作成した。研究概
要の項目は、著者名・発行年、ロボットの種類、
ロボットの名称（商品名）、国名、調査・介入場所、
対象者、研究デザインとした。介護ロボットの種
類については、厚生労働省・経済産業省が定める
「ロボット技術の介護利用における重点分野」の
6 分類12）をロボットの種類として採用した。具体
的には「移乗支援」「移動支援」「排泄支援」「見
守り・コミュニケーション」「入浴支援」「介護業
務支援」である。職員の認識は、介護ロボットの
種類ごとに肯定的な認識、否定的な認識に分類し
た。量的研究では有意差のあったデータ等を中心
に抽出し、質的研究ではカテゴリまたはサブカテ
ゴリ等を中心に抽出した。抽出した職員の肯定的・
否定的認識は、介護ロボットの用途に関する認識
であると研究者間で読み解き合意した。それらの
データを類似する内容ごとに整理し、肯定的な認
識と否定的な認識を対比させマトリックスを作成

した。国別の違いについては、同じ内容について
差異が明らかになっている文献のみに着目し、本
文中の結果に記載した。研究者は全ての分析対象
文献を精読し、研究者間で分析が妥当であるか合
意にいたるまで検討した。

倫理的配慮
　本研究は、系統的な方法で偏りなく抽出した公
表されている文献を対象とし、著作権を尊重し引
用した。

結　　果
　 1 ．研究の概要（表 1 ）
　研究の概要は表 1 のとおりである。介護ロボッ
トの種類や名称を記載していた文献は10編（66.7％）
であり、「見守り・コミュニケーション」 ９ 編（60.0％）、 
「入浴支援」 1 編（6.7％）であった。介護ロボッ 
トの種類や名称に関する記載がなかった 5 編（33.3％） 
については、研究者間の合意のもと「介護業務支
援」と分類した。研究の対象国は累積で22ヶ国、
うちヨーロッパは13ヶ国（59.1％）であった。国
別では、フィンランドが 5 編（22.7％）と最も多く、
次いで日本の ４ 編（18.2％）であった。調査・介
入場所は計19施設であり、内訳は医療機関が ３ 編

図 1 　分析対象文献の選定手順
（注釈）
CINAHL：Cumulative Index to Nursing & Allied Helth Literature
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表 1 　介護ロボットと研究の概要

No 著者（年） ロボットの
種類

ロボットの名称 
（商品名） 国名 ①調査・介入場所

②対象者（人数、職種等） 研究デザイン

1 Elizabeth B, et al.
（2012）1４）

見守り・
コミュニケー
ション

ヘルスケアロボット ニュージー 
ランド

①高齢者の集合居住施設
②30名　看護職、介護職、管理者、

その他（詳細記載なし）

混合研究法／アンケート調
査およびフォーカスグルー
プインタビュー

2 Katalin Z, et al.
（2013）15）

見守り・
コミュニケー
ション

コンパニオンロボット
（KOMPAI robot®）

オーストリア
フランス

ハンガリー

①高齢者ケアセンター
②21名（オーストラリア： 6 名、
　フランス： 8名、ハンガリー： 7名）

看護職、介護職

質的研究／フォーカスグル
ープインタビュー

３
Samantha M Loi,  

et al.
（2017）16）

見守り・
コミュニケー
ション

社会的支援ロボット
（ベディ®） オーストラリア ①介護施設

②事前：24名、事後： 8 名  看護職 量的研究／アンケート調査

４ Wendy M, et al.
（2018）17）

見守り・
コミュニケー
ション

コミュニケーション
ロボット

（アザラシ型ロボット・
パロ®）

オーストラリア

①介護施設  介入群： 5 施設 、対照
群： ４ 施設

②20名　看護職、管理者、
　活動コーディネーター

質的研究／面接調査

5 Sandra B, et al.
（2019）18）

見守り・
コミュニケー
ション

サービスロボット
（Care-O-bot3®）

オランダ
イギリス
フランス

①介護施設、デイケア
②35名（オランダ：13名、イギリス：

３ 名、フランス：19名）看護職、
介護職、心理学者

質的研究／フォーカスグル
ープインタビュー

6 橋本ら
（2019）1９）

見守り・
コミュニケー
ション

コミュニケーション
ロボット

（Pepper®、アザラシ型
ロボット・パロ®など）

日本
①介護施設
②43名　看護職、介護職
　（その他、無回答 2 名）

量的研究／アンケート調査

7 Shu-Chuan C, et al.
（2019）20）

見守り・
コミュニケー
ション

ソーシャルロボット 台湾

①介護施設、高齢者介護住宅、リハ
ビリテーション病院

②416名　看護職、管理者、精神科医、
心理学者、理学療法士、作業療法
士、ソーシャルワーカー、栄養士

量的研究／アンケート調査

8 Hyeongsuk L, et al.
（2020）21）

見守り・
コミュニケー
ション

ベッドサイドロボット 韓国 ①大学病院
②90名　看護職、医師

混合研究法／アンケート調
査およびフォーカスグルー
プインタビュー

９ Helina M, et al.
（2020）22）

見守り・
コミュニケー
ション

ヒューマノイドロボット
（ZORA®） フィンランド

①介護施設、リハビリテーション
　病院
②35名　看護職、理学療法士、
　作業療法士

質的研究／半参与観察およ
びフォーカスグループイン
タビュー

10 Kirsten B, et al.
（2015）2３） 入浴支援 ロボット浴槽 デンマーク ①在宅ケア施設

② 6 名　看護職、介護職、管理者 質的研究／面接調査

11 Teemu R, et al.
（2018）2４） 介護業務支援 記載なし フィンランド

①在宅ケア施設
②200名　看護職、その他
　（詳細記載なし）

量的研究.／アンケート調査

12 Teemu R, et al.
（2018）25） 介護業務支援 記載なし フィンランド

①在宅ケア施設
②200名　看護職、介護職、
　作業療法士、ソーシャルワーカー

量的研究／アンケート調査

13 Kirsi C,  et al.
（2018）26） 介護業務支援 記載なし フィンランド

日本

①フィンランド：在宅ケア施設、
　日本：介護施設、デイケア
②286名（フィンランド：200名、
　日本：86名）看護職、介護職、
　ソーシャルワーカー

量的研究／アンケート調査

14 伊藤
（2018）27） 介護業務支援 記載なし 日本 ①介護施設、デイサービス

②99名　管理者 量的研究／アンケート調査

15 Sayuri S, et al.
（2020）28） 介護業務支援 記載なし

日本
アイルランド
フィンランド

①在宅ケア施設
②522名（日本：319名、アイルラン

ド：136名、フィンランド：67名）
看護職、介護職

量的研究／アンケート調査

（15.8％）、 介護施設（デイケア・ デイサービス
併設を含む）が ９ 編（47.4％）、在宅が 7 編（36.8％） 
であった。対象者である職員の総数は2035名、う
ち職種で分類できた総数は1679名（82.5％）であり、
看護職および介護職の総数は1236名（73.6％）、
その他の職種は443名（26.4％）であった。なお、
文献によっては職種を明確に記していなかったり、

看護職と介護職を一括りにして対象者数を示して
いたため、詳しい職種別の対象者数を算出できな
かった。研究デザインは累積で17編、うち量的研
究は11編（64.7％）、質的研究は 6 編（35.3％）で
あった。
　 2 ．介護ロボットの種類別にみた用途に関する
職員の肯定的・否定的認識（表 2 ）
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表 ２ 　介護ロボットの種類別にみた用途に関する職員の肯定的・否定的認識

種類 肯定的認識 文献番号 否定的認識 文献
番号

移乗 
支援 高齢者の移乗補助ができる  1 −

移動 
支援 高齢者の移動補助・外出の同行補助ができる  1　13　15 高齢者の移動補助には活用できない 12　13

排泄 
支援 − 高齢者の排泄補助には活用できない  2　12

見
守
り
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

高齢者のコミュニケーション支援

　高齢者と会話ができる
 1　 2　 5　 9 高齢者がロボットの会話を理解できず混乱が生じる  2　 9
12　13　14 高齢者の興奮が増大する  3

高齢者にとって人との相互作用の機会が損失する  2　 9

　高齢者に刺激を与え社会参加を促進できる
 1　 7　 9 高齢者にとって人同士の感情の接点が損失する 14

高齢者が子供のように扱われる恐れがある  3
　高齢者のエンターテイメント（楽しみ）として活用できる  2　 4　 8 −
　高齢者の快適さを促進できる  3　  4　 6 高齢者に機械音の騒音による苦痛が生じる  3
　高齢者のビデオ通話や職員の呼び出しとして活用できる  1　 2　 8 −
高齢者の心理的支援
　高齢者の孤独感を軽減できる  3　13 高齢者の孤独感が増大する 12　13
　高齢者の仲間・友人のような存在になる  6　 8 認知症高齢者はロボットを仲間として認識できない  9
高齢者の状態把握
　高齢者の非言語的表現・姿勢、活動状況が把握できる  1　 5　 8　14

ロボットは高齢者の痛みレベルや悲しみを評価できない 1
　高齢者のバイタルサインの把握・評価ができる 12　13　15
高齢者の治療・症状への支援
　高齢者の服薬管理ができる 12　13　15 −
　認知症高齢者の行動・精神症状が軽減できる  3　13 認知症高齢者の個別ケアには対応できない 14
　精神疾患がある高齢者の治療支援に活用できる  6 高齢者にとって非人道的治療になる 12　13
高齢者の安全管理
　障害物を検出し高齢者の転倒リスクを予防できる  1　 2　 8　15 ロボットとの衝突による転倒や皮膚損傷の恐れがある  1　 8
　緊急警報・通報ができる  2　 5　 8 ロボットの反応により緊急時の対応が遅れる  2
　高齢者の健康状態の変化を通知できる  1　 8 ロボットは高齢者に代わり助けを求めることはできない  1
高齢者の生活支援

　高齢者がリマインダー機能として活用できる
 1　 2　12　13

−
15

　高齢者が運動指導の教育資源として活用できる  8　12　13　15 高齢者の医学的アドバイスには活用できない  1
　高齢者に音声による様々な案内ができる 12　13 −
　高齢者の家事補助として活用できる  1　 2　13 高齢者の家事補助には活用できない  1　12　13

入浴 
支援 −

高齢者の着替え補助には活用できない  2　12
シャワーなど高齢者の個別ケアには活用できない  1

介
護
業
務
支
援

職員は高齢者と過ごすより多くの時間を捻出できる  1 高齢者との関わりが希薄になる  9
職員の身体的・精神的介護負担を軽減できる 14 職員の業務負担が増大する（衛生管理）  3　 8
職員の作業効率を向上できる  9 職員の業務負担が増大する（故障・メンテナンス対応）  7　 8
職員のケア目的を達成できる  6 職員の業務負担が増大する（人的資源の確保）  2　 9
職員はより短時間で問題を解決できる  6 職員の業務負担が増大する（ロボットに関する教育）  8
職員の介護業務をより面白くできる  6 職員の業務負担が増大する（ロボット使用は追加の仕事）  9
職員は高齢者の状態に関する情報を収集し記録できる 15
職員の人材不足を補完し離職防止につながる 14

〈介護ロボットの目的〉
・移乗支援：装着型・非装着型の機器を用い、介助者のパワーアシストを支援する。
・移動支援：外出をサポートし、荷物などを安全に運搬したり、屋内移動や姿勢保持を支援する。
・排泄支援：排泄物の処理にロボット技術を用いた設置位置の調整可能なトイレや、的確なタイミングでトイレへ誘導し支援する。
・見守り・コミュニケーション：施設や在宅において使用する転倒検知センサーや外部通信機能を備えたロボット技術を用い 、高齢者の見

守りを支援する。また、高齢者とのコミュニケーションにロボット技術を用い、生活を支援する。
・入浴支援：ロボット技術を用いて浴槽に出入りする際の一連の動作を支援する。
・介護業務支援：ロボット技術を用いて見守り 、移動支援 、排泄支援をはじめとする介護業務に伴う情報を収集・蓄積し 、それを基に高齢

者支援に活用する。
（注釈）介護ロボットの種類別にみた用途において、職員の肯定的認識または、否定的認識の記載のないものは「−」で示す。
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　介護ロボットの種類別にみた用途に関する職員
の肯定的・否定的認識は表 2 のとおりである。
　 1 ）移乗支援
　移乗支援に関する肯定的認識は「高齢者の移乗
補助ができる」（文献 1 ）であり、否定的な認識
はなかった。
　 2 ）移動支援
　移動支援に関する肯定的認識は「高齢者の移動
補助・外出の同行補助ができる」（文献 1 ・13・
15）であった。一方、否定的認識は「高齢者の移
動補助には活用できない」（文献12・13）があった。 
文献13は、フィンランドと日本を比較しており国
別の差異があった。介護ロボットを用いた移動支
援について日本の職員は肯定的に捉えていたが、
フィンランドの職員は否定的であった。
　 ３ ）排泄支援
　排泄支援に関する肯定的な認識はなく、否定的
認識は「高齢者の排泄補助には活用できない」（文
献 2 ・12）があった。
　 ４ ）見守り・コミュニケーション
見守り・コミュニケーションに関する認識は、高
齢者のコミュニケーション支援、高齢者の心理的
支援、高齢者の状態把握、高齢者の治療・症状へ
の支援、高齢者の安全管理、高齢者の生活支援の
6 つにまとめられた。
　高齢者のコミュニケーション支援に関する肯定
的認識は 5 つあり、「高齢者と会話ができる」（文
献 1 ・ 2 ・ 5 ・ ９ ・12・13・14）、「高齢者に刺激
を与え社会参加を促進できる」（文献 1 ・ 7 ・ ９ ）、
「高齢者のエンターテイメント（楽しみ）として
活用できる」（文献 2 ・ ４ ・ 8 ）などがあった。
社会参加の促進（文献 1 ）には、高齢者がロボッ
トを自分の子供やペットとみなし、自分の人生経
験を思い出す機会となり、回想したことを話題に
他者と交流ができ、社会参加を促進できるなどが
あった。一方、否定的認識は 6 つあり、「高齢者
がロボットの会話を理解できず混乱が生じる」（文
献 2 ・ ９ ）、「高齢者の興奮が増大する」（文献 ３ ）、
「高齢者にとって人との相互作用の機会が損失す
る」（文献 2 ・ ９ ）などがあった。
　高齢者の心理的支援に関する肯定的認識は 2 つ
あり、「高齢者の孤独感を軽減できる」（文献 ３ ・
13）、「高齢者の仲間・友人のような存在になる」
（文献 6 ・ 8 ）があった。孤独感の軽減（文献 ３ ）
には、ロボットと対話をすることで話し相手がで
き、孤独感が軽減できるなどがあった。一方、否
定的認識も 2 つあり、「高齢者の孤独感が増大する」

（文献12・13）、「認知症高齢者はロボットを仲間
として認識できない」（文献 ９ ）があった。
　高齢者の状態把握に関する肯定的認識は 2 つあ
り、「高齢者の非言語的表現・姿勢、活動状況が
把握できる」（文献 1 ・ 5 ・ 8 ・14）、「高齢者の
バイタルサインの把握・ 評価ができる」（文献
12・13・15）があった。一方、否定的認識は「ロ
ボットは高齢者の痛みレベルや悲しみを評価でき
ない」（文献 1 ）があった。
　高齢者の治療・症状への支援に関する肯定的認
識は ３ つあり、「高齢者の服薬管理ができる」（文
献12・13・15）、「認知症高齢者の行動・精神症状
が軽減できる」（文献 ３ ・13）などがあった。認
知症高齢者の行動・精神症状の軽減（文献 ３ ）に
は、興奮や多動、不安や抑うつなどの症状を軽減
できるなどがあった。一方、否定的認識は 2 つあ
り、「認知症高齢者の個別ケアには対応できない」
（文献14）、「高齢者にとって非人道的治療になる」
（文献12・13） があった。 非人道的治療（文献
12）には、高齢者の治療・症状への支援として行
われることが、人権や尊厳を脅かし、人間として
不当な扱いを受けることにつながるという懸念が
示されていた。
　高齢者の安全管理に関する肯定的認識は ３ つあ
り、「障害物を検出し高齢者の転倒リスクを予防
できる」（文献 1 ・ 2 ・ 8 ・15）、「緊急警報・ 通
報ができる」（文献 2 ・ 5 ・ 8 ）などがあった。
一方、否定的認識も ３ つあり、「ロボットとの衝
突による転倒や皮膚損傷の恐れがある」（文献 1 ・
8 ）、「ロボットの反応により緊急時の対応が遅れ
る」（文献 2 ）などがあった。緊急時の対応の遅
れ（文献 2 ）には、ロボットが危険を察知しても、
ロボットの反応が遅い・鈍いことにより、緊急時
の対応が遅れ、高齢者の安全が担保されないとい
う懸念が示されていた。
　高齢者の生活支援に関する肯定的認識は ４ つあ
り、「高齢者がリマインダー機能として活用できる」
（文献 1 ・ 2 ・12・13・15）、「高齢者が運動指導
の教育資源として活用できる 」（ 文献 8 ・12・
13・15）などがあった。リマインダー機能には、
高齢者に日時や食事時間、予定を知らせることな
どがあった。一方、否定的認識は 2 つあり、「高
齢者の医学的アドバイスには活用できない」（文
献 1 ）、「高齢者の家事補助には活用できない」（文
献 1 ・12・13）があった。家事補助（文献 1 ）に
は、食事の準備、食べ物や飲み物を運ぶこと、ク
リーニング、電化製品の切り替えなどがあった。



― 58 ―

食事の準備については、家事補助として活用する
ことは困難という懸念が示されていた。
　 5 ）入浴支援
　入浴支援に関する肯定的な認識はなく、否定的
認識には「高齢者の着替え補助には活用できない」
（文献 2 ・12）、「シャワーなど高齢者の個別ケア
には活用できない」（文献 1 ）があった。
　 6 ）介護業務支援
　介護業務支援に関する肯定的認識は 8 つあった。
「職員は高齢者と過ごすより多くの時間を捻出で
きる」（文献 1 ）では、ロボットが基本的タスク
を行うことにより、職員が高齢者と過ごすより多
くの時間を捻出できることがあった。また、「職
員の身体的・精神的介護負担を軽減できる」（文
献14）、「職員の作業効率を向上できる」（文献 ９ ）、
「職員のケア目的を達成できる」（文献 6 ）など
があった。身体的介護負担の内容（文献14）には
腰痛の軽減があった。一方、否定的認識は 6 つあ
り、「高齢者との関わりが希薄になる」（文献 ９ ）、
「職員の業務負担が増大する」（文献 2 ・ ３ ・ 7 ・
8 ・ ９ ）があった。職員の業務負担の増大には、
衛生管理、故障・メンテナンス対応、人的資源の
確保などがあった。衛生管理（文献 ３ ）には、ア
ザラシ型のコミュニケ―ションロボットの白い毛
並みの管理があった。また、人的資源の確保（文
献 ９ ）には、介護ロボットと高齢者それぞれに職
員を一人ずつ配置し、集中して見守りするための
人材確保があった。
　さらに、介護業務支援に関する職員の認識につ
いては、表 2 に整理した介護ロボットの用途に関
する認識とは異なる側面も見られた。それは、職
員の職務に関する認識であった。職務に関する肯
定的認識は ３ つあり、「ロボットは介護職の仕事
を危険にさらすことはない」（文献13）、「ロボッ
トは職員の専門的価値のサポートができる」（文
献 ９ ・10）、「職員にとってロボットは追加の支援
となる」（文献 2 ）があった。ロボットによる職
員の専門的価値のサポート（文献 ９ ）には、高齢
者がロボットに対し肯定的な態度を示し、職員が
高齢者中心のサービスを提供していると実感でき
たときに、ロボット介護への付加価値を捉えるも
のであった。一方、否定的認識も ３ つあり、「ロ
ボットは介護職の仕事を危険にさらす」（文献
11・12・13）、「ロボットに仕事を取って代わられ
る恐れがある」（文献 1 ・ ９ ）、「ロボットは高齢
者介護サービスにとって脅威になる」（文献 6 ）
があった。文献13は、フィンランドと日本を比較

しており国別の差異があった。介護ロボットを用
いた介護業務支援について日本の職員は肯定的に
捉えていたが、フィンランドの職員は否定的であ
った。

考　　察
　 1 ．研究の特徴
　本研究では、見守り・コミュニケーションロボ
ットを対象とした研究が 6 割と最も多く、活用場
所の 8 割が高齢者介護を担う介護施設や在宅など
であった。この背景には、介護施設では高齢者の
食事や排泄など日常生活援助に多くの時間が費や
され、職員が見守りやコミュニケーションにまで
手が回らない現状があることが考えられた。また、
フィンランドでは、見守り・コミュニケーション
を目的とした介護ロボットの多くが高齢者介護住
宅や在宅で用いられていた。在宅においては高齢
者が住み慣れた地域で自立した生活を送るための
手段として積極的に活用されていることが考えら
れた。介護ロボットを活用する職種については、
7 割が看護職および介護職であった。介護ロボッ
トは介護施設や在宅などにおいて高齢者の日常生
活援助に携わる機会が最も多い看護職や介護職に
よって主に活用されていると考えられた。　
　 2 ．介護ロボットの種類別にみた用途に関する
職員の肯定的・否定的認識　
　ここでは、主に見守り・コミュニケーションと
介護業務支援の 2 つについて考察する。
　 1 ）見守り・コミュニケーションに関する職員
の認識
　本研究の結果より、介護ロボットを用いた見守
り・コミュニケーション支援は、高齢者ならびに
職員にとっても多くの利点があると認識されてい
た。コミュニケーションにおいては、単に職員に
代わり対話をするだけでなく、高齢者の心理的な
支援や治療・症状への支援、生活支援に活用でき
ると職員は捉えていた。具体的には、アザラシ型
のコミュニケーションロボット・パロに触れると
いうコミュニケ―ションにより、高齢者は誰かの
世話をしようとする感覚や愛されている感覚を得
ることができ、孤独感の軽減につながったり、認
知症高齢者の行動症状である興奮や多動、精神症
状である不安や抑うつなどの症状の軽減などがあ
った。パロはアザラシの赤ちゃんで、高齢者が呼
びかける、抱きかかえることで喜び反応する特徴
がある。人同士の対話型のコミュニケーションと
は異なるが、高齢者の側に存在し触れられること
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に反応し、高齢者に心地よさや安心感を与え、心
理的な支援や治療・症状への支援につながってい
ると考えた。また、高齢者と対話し他者や社会と
の関係を支援するソーシャルロボットなどは、常
にフレンドリーに対応することで高齢者のペース
に合わせたコミュニケーションが可能である。こ
れらのロボットの中には、高齢者の生活支援とし
て、日時や食事時間、服薬の時間などを高齢者に
知らせるリマインダー機能として活用できるもの
もあった。その多くは、フィンランドなどヨーロ
ッパ国を対象とした研究で用いられていた。フィ
ンランドは単身世帯率が高いことなどから、高齢
者ができる限り住み慣れた自宅や地域で自立した
生活を営むことを目的としている2９）。高齢者の住
まいが施設中心から在宅中心へと移行するに伴い、
より高齢者の見守りやコミュニケーションを工夫
し、自立を推進する目的で活用されていることが
考えられた。
　また、職員は介護ロボットが職員に代わり高齢
者のバイタルサインなど健康状態や活動状況を見
守り、転倒を未然に防ぐなど高齢者の安全を守る
ことができると捉えていた。高齢者は一旦健康状
態が阻害されると重症化しやすいため、異常の早
期発見や様々なリスク回避が重要となる。マルチ
デバイス端末を活用した熱中症予防の研究では、
ロボットがリスクアラートを継続的に口頭で警告
することで、高齢者が必要な行動をとることがで
き、生命の危機に直結する熱中症を予防できる３0）

と報告している。介護ロボットにより適宜必要な
声かけをし、24時間継続した見守りを行うことは、
高齢者の異常の早期発見やリスクを回避し健康な
生活を維持する上で非常に重要であるといえる。
また、介護施設などにおいては、設置したモニタ
ーやロボットを通じて高齢者の様子を把握するこ
とで職員の訪室回数を減少でき、業務効率を向上
することができる。我が国においては、2018年度
の介護報酬改定において介護ロボットによる介護
が報酬として認められたが、これは特別養護老人
ホームに見守り支援ロボットを導入し、効果的な
介護が提供できる場合に夜勤職員配置加算がとれ
る３1）ものであった。高齢者の生活の場の一つであ
る特別養護老人ホームにおいては、より重度な利
用者の受け入れや看取りの対応が求められる３2）一
方で、介護人材不足や介護人材の高齢化などの課
題に直面している背景より、高齢者のバイタルサ
イン値や活動状況を24時間モニタリングできるこ
とは、職員の業務負担の軽減の観点からも重要と

考えられた。
　しかし、職員は様々な懸念も抱いていた。具体
的には、ロボットとの衝突による高齢者の転倒や
皮膚損傷など安全面への懸念や、高齢者の興奮や
孤独感の増大、高齢者が子供のように扱われ尊厳
を脅かされる恐れや高齢者にとって非人道的治療
になる恐れなど、倫理的側面への懸念があった。
介護ロボットは種類により大きさや形状は様々で
ある。ベッドサイドロボットのようにベッドサイ
ドに備え付けられるものもあれば、人型をしたロ
ボットが自在に動くものもある。したがって、そ
の介護ロボットが通常どのように動き反応するの
かを知り、使用する高齢者の身体状態を職員がア
セスメントし、適切に高齢者を選定し活用しなけ
れば、高齢者の身体損傷や精神的混乱を招き、高
齢者の安全や安心を脅かすことにもなり得る。職
員は使用する介護ロボットに対し、高齢者を適切
に選定し、高齢者の安全や尊厳、倫理的側面に配
慮した活用方法の検討が必要であることが示唆さ
れた。
　日常生活援助である移乗や移動については、移
乗支援や移動支援ロボットを補助として活用する
ことを肯定的に捉えていたが、入浴支援や排泄支
援ロボットの活用については否定的であった。ロ
ボット介護機器の海外動向と国際展開に向けた戦
略３３）では、フィンランドやオランダ、ドイツなど
欧州諸国では入浴習慣がないため、入浴支援のニ
ードが低いこと、排泄支援においても同様に、「簡
易な機器で間に合っている」「排泄ケアというセ
ンシティブな領域にロボットを使うことに抵抗が
ある」など、排泄支援のニードが低いことが報告
されている。入浴や排泄など個別性が高い支援に
関しては、各国の文化や生活習慣などが職員の認
識に影響を及ぼしていると考えられた。
　 2 ）介護業務支援に関する職員の認識
　職員は介護ロボットを活用することにより、介
護業務における身体的および精神的負担を軽減し
たり、作業効率を向上できると捉えていた。身体
的および精神的負担の軽減についての認識は、施
設長を対象としたアンケート調査による結果であ
り、施設長は管理者として現場の介護人材不足の
改善を図り、職員の負担軽減を図ることを目的に
介護ロボットを導入していると考えられた。一方、
高齢者介護に携わる看護職員や介護職員などは作
業効率を図ることで、高齢者と過ごすより多くの
時間を捻出することや、高齢者のケア目的を達成
すること、自らの業務をより面白くすることなど、
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介護ロボットを活用することでさらなる付加価値
が得られ、高齢者への介護に還元できると捉えて
いると考えられた。しかし、介護ロボットの衛生
管理や故障・メンテナンス対応、活用時の人材確
保などに負担を感じ、介護ロボットの使用自体が
負担であるとも捉えていた。介護ロボットは介護
人材不足の課題を解決する役割を担う目的で推進
されているにも関わらず、高齢者に安全に活用す
るための体制整備や管理業務に人手がとられるこ
とで、さらなる介護人材不足を招いていることが
考えられた。また、介護ロボットを導入する管理
的立場にある管理者と主に活用する職員間の認識
は異なる可能性のあることが考えられた。
　さらに職員は様々な業務負担に加え、職務に関
する懸念も抱いていた。介護ロボットは職員にと
って追加の支援になると捉えながらも、その介護
ロボットに自らの仕事をとって代わられることを
懸念し脅威に感じていた。職員は自身の専門性に
ついて、個々のニーズに応じた日常生活援助をす
ることでQuality of Lifeを高めたり、生きる意欲
を引き出すことに喜びを感じ、それを専門性と自
覚している３４）。したがって、介護ロボットを活用
することで高齢者との関わりが希薄になり、個々
のニーズに応じた日常生活支援や高齢者の生きる
意欲を引き出す関わりができない状況が発生すれ
ば、職員の職務に対するやりがいに影響を及ぼす
といえる。やりがいの低下は高齢者への介護の質
に影響を及ぼしたり、職員の離職へつながるなど、
さらなる介護人材不足を招く要因にもなり得る。
介護ロボットの活用自体が職員の業務負担を増大
させ、職員の職務に対するやりがいを低下させる
ことがない活用方法の検討が必要であることが示
唆された。
　 ３ ．介護ロボットの看護・介護現場への適応
　今後、高齢者人口の増加に伴い、介護施設や医
療機関、在宅など場は問わず、介護ロボットを活
用した高齢者介護のニードが高まるといえる。し
かし、介護ロボットは高齢者の生活を豊かにする
手段の一つであっても、用途によっては職員が安
心して受け入れることができず、不安や懸念を抱
いている現状があった。職員がこのような思いを
抱き高齢者に介護ロボットを使用することは、高
齢者へのケアに影響を及ぼし、高齢者の安全や安
心を脅かすことにもつながるといえる。したがっ
て、介護ロボットが看護・介護現場で適応してい
くには、職員自身の介護ロボットへの理解が必要
であると考えた。つまり、介護ロボットがどのよ

うな特徴や機能を持っているかを踏まえ、使用す
る対象者を適切にアセスメントし活用することで、
高齢者の生活に価値を生み出せると実感できるこ
と、また、人の手で行わなければならない部分と
介護ロボットで補完できる部分を明確化し、専門
性を発揮しながら介護ロボットを活用できること
が重要である。そのためには、介護ロボットの特
徴や機能、導入目的を共有するための導入時の研
修や継続した教育体制の整備など、組織全体での
取り組みが必要であることが示唆された。

研究の限界と課題　
　本研究の限界は、介護ロボットを実際に活用し
ていない、また目の前にないにも関わらず認識を
調査している文献も対象としたこと、レビューで
ありマトリックスに分類したためデータが記され
ていない文献があったことである。
　今後の課題は、実際に介護ロボットを活用して
いる職員や管理者を対象にした介護ロボットの種
類別実態調査、ならびに介護を受ける高齢者の思
いや効果についても調査し、高齢者介護における
介護ロボットの活用について検討を重ねる必要が
ある。

結　　論
　 1 ．見守り・コミュニケーションロボットを対
象とした研究が 6 割と最も多かった。調査・介入
場所の 8 割が高齢者介護を担う介護施設（デイケ
ア・デイサービス併設を含む）や在宅などであり、
職種の 7 割は看護職および介護職であった。
　 2 ．介護ロボット活用における職員の認識は、
介護ロボットの用途により異なっていた。移乗支
援や移動支援ロボットは日常生活援助の補助とし
て活用できると肯定的に捉えていたが、入浴支援
や排泄支援ロボットは否定的に捉えていた。入浴
や排泄など、プライバシーに配慮が必要な支援に
ついては、文化や生活習慣などが職員の認識に影
響を及ぼしていると考えられた。
　 ３ ．見守り・コミュニケーションロボットにつ
いては、職員に代わり対話するだけでなく、高齢
者の心理的支援や治療・症状への支援、健康状態
や活動状況を見守り、高齢者の安全を守ることが
できると捉えていた。一方では、ロボットとの衝
突による高齢者の転倒や皮膚損傷など安全面への
懸念や、高齢者の尊厳を脅かされるなど倫理的側
面への懸念があった。使用する介護ロボットに対
し高齢者を適切に選定し、高齢者の尊厳や倫理的
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側面に配慮した活用方法の検討が必要であること
が示唆された。
　 ４ ．介護業務支援ロボットについては、介護業
務における作業効率の向上や、心身への負担が軽
減できると捉えていた。一方では、衛生管理や故
障・メンテナンス対応などの追加業務に負担を感
じ、ロボットに仕事をとって代わられることを懸
念していた。職員の業務負担を軽減し、職務に対
するやりがいを低下させることがない活用方法の
検討が必要であることが示唆された。
　 5 ．介護ロボットの看護・介護現場への適応に
は、職員自身の介護ロボットへの理解が必要不可
欠であること、また、介護ロボット導入時の研修
や継続教育など組織全体での取り組みの必要性が
示唆された。
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急性期病院において入院時に開催する 
退院支援カンファレンスプレ面談の効果 

― 患者・家族・ケアマネジャー・看護師を対象に ―

Outcomes of how pre-conference held before discharge support  
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要　　旨

　急性期病棟において、入院 1 週間以内の退院支援カンファレンス前にプレ面談を行い、その効果を評価
した。面談実施前期間と実施後期間に自記式調査を行った。対象数（面談実施前，実施後）は、患者（ 8 名， 
９ 名）、家族（12名，11名）、ケアマネジャー（20名，17名）、看護師17名であった。
　入院から 1 週間以内に生活状況を伝えられた患者が、面談実施後に有意に多かった（p=.036）。看護師
が情報収集できたかでは、要望（p=.003）、不安（p=.006）、介護負担（p=.004）において面談実施後が有
意に多かった。十分な情報を持ってカンファレンスに臨んだ看護師が面談実施後に有意に多かった（p=.014）。
ケアマネジャーおよび家族には有意差がみられなかった。
　自由記載のカテゴリ化より、ケアマネジャーにとっての面談の利点は【身体状態の早期把握】、【退院後

看護実践学会誌　　Journal of Society of Nursing Practice, Vol.34, No.1, pp.63〜75， 2022
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の生活状況の予測】、【退院後の医療の必要性の把握】などの ９ 項目が、看護師にとっては【情報をもって
カンファレンスに臨む】、【今後のイメージの明確化】、【早期からの目標の明確化】などの 8 項目が抽出さ
れた。

はじめに
　本邦では、2025年には65歳以上の高齢者が約
3500万人に達することが予測されており、医療や
介護の需要のさらなる増加が見込まれている 1 ）。
厚生労働省は、「2025年を目途に高齢者の尊厳の
保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限
り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の
最期まで続けることができるよう、地域の包括的
な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステ
ム）の構築を推進」2 ）することを掲げており、病
院から在宅・施設等への円滑な移行をめざした入
院早期からの退院支援が求められている。
　入院早期からの退院支援の 1 つとして、入院早
期のスクリーニングや退院支援カンファレンスが
行われているが、急性期病棟においては、緊急入
院が多く入院前の情報を事前に得ることができな
いことから、入院早期に退院支援を行うことが困
難である。
　先行研究では、急性期病棟における退院調整困
難事例の要因として、【介護者がいない】、【介護
者へのサポート不足】、【社会資源の受け入れ困難】、
【経済的問題】に加え、【社会資源の未導入】、【予
後が厳しい】ことがあると報告されている ３ ）。こ
れらの退院困難の背景には、急性期病棟に特有の
状況である急な発症による入院前の社会支援体制
の不十分さや、入院以降の状態の変化による再調
整の必要性があると考えられる。
　このような問題に対して、多くの病院では、退
院支援フローチャートなどを用いて退院支援が必
要な患者のスクリーニングが行われている。東海
林ら ４ ）は、急性期病院における退院支援フローチ
ャートの効果として、『患者に退院後に希望する
生活の場所の確認』、『患者に退院後に希望する生
活内容の確認』、『家族の希望の確認』、『介護保険
関連の確認』などの看護師の行動が多くなったと
報告している。
　退院支援が必要と判断された患者に対する支援
の第 1 段階として、ソーシャルワーカーや退院支
援看護師などを交えて多職種で行う退院支援カン
ファレンスが多くの施設で行われている。平成30
年度の診療報酬改定により新たに設置された入退
院支援加算の算定要件では、この退院支援カンフ

ァレンスを入院後 7 日以内に開催することとして
いる 5 ）。御手洗ら 6 ）は、退院支援カンファレンス
の効果として、看護師の退院後の患者の生活につ
いての関心が高まるとともに、退院後の問題の明
確化、退院に向けての適切な支援などを報告して
いる。河野ら 7 ）は、急性期患者において、短い期
間での退院支援の必要性の評価と、入院 ３ 日目の
カンファレンスの実施により、看護師が入院早期
より退院支援の必要性を考えながら情報収集を行
うようになり、退院までに具体的な支援や介入が
明確にできるようになったと報告している。
　以上より、急性期病棟における退院支援の問題
として、入院時の社会資源の未使用、身体状態の
変化の速さ、入院時と退院時の状態の相違があり、
その解決策として入院早期のスクリーニングや退
院支援カンファレンスが行われている。
　退院支援カンファレンスにおいて看護師が役割
を果たし、カンファレンスを効果的なものにする
ためには、看護師は今後予測される身体状態の変
化や、これによる退院後の生活への影響を見据え
て、あらかじめ生活状況および患者や家族の要望
や思いを把握しておくことが重要である。
　しかし、急性期病棟の看護師が、入院から 1 週
間以内に開催される退院支援カンファレンスまで
に情報を収集することは非常に困難である。その
理由として、予定入院ではない場合が多く入院前
に情報を得ることができないこと、患者は疾患に
よる身体的苦痛が強いこと、家族は患者が生命の
危機的状況に直面しており状態が変化する可能性
がある中で不安が大きいことがあげられる。その
ため、患者も家族も今後の療養生活について想像
することが難しい状態にある。
　これらの状況において重要な役割を果たす職種
としてケアマネジャーがある。ケアマネジャーは
入院前の患者の生活状況を把握しており、さらに
患者や家族との信頼関係を構築している。筆者ら
は、急性期病棟の退院支援がかかえる問題を解決
するためには、入院から退院支援カンファレンス
までの期間に、患者自身や家族と、これまでの患
者の生活状況を熟知している担当ケアマネジャー
が一堂に会する機会を設けることが効果的である
と考えた。これによって、入院前の患者の状態や
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今後予想される患者の変化についての情報を共有
し、それぞれの思いを確認したうえで退院支援カ
ンファレンスに臨むことができる。
　入院早期の急性期疾患患者にとって、面談を行
うことは身体的負担があることが考えられるが、
身体状態不良で不安の強い時期であるからこそ、
信頼関係のあるケアマネジャーが同席し看護師と
連携することによって、患者に安心感をもたらす
とともに、短時間で患者の思いを引き出すことに
つながると考える。
　本研究の目的は、急性期病棟において入院から
7 日以内に開催する退院支援カンファレンスに先
立ち、患者・家族・ケアマネジャーとの情報共有
を目的としたプレ面談を行うことの効果を、患者、
家族、ケアマネジャー、看護師の多側面から検証
することである。

研究方法
　 1 ．研究デザイン
　介入研究（前後比較）
　 2 ．本研究の介入
　本研究の介入は、以下のプレ面談である。本研
究において、プレ面談を、「入院から 7 日以内に
開催される退院支援カンファレンスに先立ち、患
者・家族・ケアマネジャー・病棟看護師で行われ
る面談」と定義した。プレ面談（以下、面談）の
開催目的は、入院前の生活状況の確認、患者およ
び家族の意向の確認、生活・介護上の課題の確認
である。面談の前（入院から ３ 日以内）に、医師
と看護師のカンファレンスを行い、病状、治療方
針、今後に予測される病状の変化、継続または新
たに必要な医療管理や処置内容、生命予後の確認
を行った。対象病棟が面談に取り組む前の時期の
対象者を面談実施前群、面談の導入後の対象者を
面談実施後群とした。
　 ３ ．調査期間
　面談実施前期間は2019年 2 − 5 月、面談実施後
期間は2019年 8 −11月である。
　 ４ ．対象施設
　本研究の対象施設であるＡ病院は、地域の中核
を担う340床の急性期病院である。退院支援を担
う部署として「退院サポートセンター」が2018年
に設立され、地域の病院や施設、在宅との連携強
化が図られている。入院する全ての患者において、
患者又は家族が既往歴や社会背景、ADL、 サー
ビス利用の現状、患者・家族の思いなどの項目か
らなる入院時情報用紙を記入する。これをもとに、

病棟では、疾患・状態、入院形態、年齢・家族構
成、ADL、生活・介護・養育状況、継続して必
要な医療処置、経済的状況、社会的問題点の 8 項
目からなる退院スクリーニングシートを用いて退
院支援の必要性を評価し、この退院スクリーニン
グシートで退院支援が「要」となった場合、入院
から 1 週間以内に退院支援カンファレンスを開催
している。この退院支援カンファレンスには、病
棟看護師長、病棟看護師、退院調整看護師、「退
院サポートセンター」の退院調整看護師、ソーシ
ャルワーカーが出席している。
　本研究では、Ａ病院の46床を占めるＢ病棟を対
象とした。Ｂ病棟には主に呼吸器疾患の患者が入
院しており、緊急入院が全入院患者中の40％を占
めている。肺癌の患者では、疼痛コントロールや
化学療法の副作用による食欲不振、慢性閉塞性肺
疾患では急性増悪による呼吸困難感、誤嚥性肺炎
では再燃により入退院を繰り返すケースが多い。
厚生労働省の入退院支援加算の算定要件にある退
院困難な要因 5 ）には、悪性腫瘍や誤嚥性肺炎等の
急性呼吸器感染症、緊急入院、退院後に医療処置
が必要なことが挙げられており、急性期の呼吸器
疾患患者の退院支援の必要性は高い。
　 5 ．対象者
　①患者・②家族・③ケアマネジャー
　包含条件：調査期間内に対象病棟に入院し、入
院時の退院支援スクリーニングで退院支援「要」
となり退院支援カンファレンスを行った①患者と
その②家族 1 名、③担当ケアマネジャー 1 名とし
た。家族は、同居・別居にかかわらず、患者の主
な介護や支援や意思決定に影響を及ぼす存在であ
ると患者もしくは自身が認識している人とした。
　除外条件：Ｂ病棟に入院した時点で担当のケア
マネジャーがいない患者、調査時に患者が再入院、
調査時に患者が他界の場合は除外した。
　④看護師
　包含条件：面談実施前および面談実施後の調査
期間を通してＢ病棟に勤務していた全看護師を対
象とした。
　除外条件：調査期間中に面談を実施する機会が
なかった看護師と病棟看護師長は除外した。
　 6 ．データ収集方法
　条件に該当する①患者・②家族・③ケアマネジ
ャーに、患者の退院後に研究者が独自に作成した
調査用紙を郵送し、郵送にて回収した。④看護師
には、調査用紙を配布し、病棟に設置した回収箱
で回収した。
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　 7 ．調査内容
　①患者
　患者の属性として、性別、年齢、疾患名を調査
した。看護師への情報提供と訴えとして、面談実
施前の患者には、「入院前の生活状況」「退院後の
生活の要望」「退院後の生活の不安」を入院から
1 週間以内に看護師に伝えることができたかを、
面談実施後の患者には、同様の項目を面談で看護
師に伝えることができたかを、それぞれ「できた
（ ４ 点）」から「できなかった（ 1 点）」の ４ 段階
で調査した。「自分の思いに沿った退院支援を受
けることができたか」を、「できた（ ４ 点）」から
「できなかった（ 1 点）」の ４ 段階で調査した。
面談の総合評価として、「面談を行ってよかったか」
を、「良かった（ ４ 点）」から「良くなかった（ 1
点）」の ４ 段階で調査した。退院後の生活につい
て具体的に考えた時期（週）を調査した。
　②家族
　家族の属性として、性別、年齢、患者との関係、
患者の疾患名、同居か別居かを調査した。家族に
は、患者と同じ項目に加え、「介護負担の思い」
を看護師に伝えることができたかを、それぞれ「で
きた（ ４ 点）」から「できなかった（ 1 点）」の ４
段階で調査した。
　③ケアマネジャー
　ケアマネジャーの属性として、年齢、ケアマネ
ジャーの経験年数を調査した。面談実施前のケア
マネジャーに、「利用者の退院支援カンファレン
スの前に、病棟看護師から情報を得たいと思った
ことがあるか」を「ある」「たまにある」「あまり
ない」「ない」の ４ 段階で、さらにその理由を自
由記載で調査した。面談実施後のケアマネジャー
に、面談時の情報収集と効果して、「利用者の病
状について把握できたか」「退院後の要望につい
て話せたか」「退院後の不安について話せたか」「看
護師から必要な情報を得られたか」「面談によっ
て退院後のサービス内容の調整を早い時期から取
り組むことができたか」について、「できた」か
ら「できなかった」までの ４ 段階で調査した。面
談の時期の適切性を、「早かった」「適切だった」
「やや遅かった」「遅かった」の ４ 段階で調査した。
面談の総合評価として、「面談を行ってよかったか」
を「良かった」から「良くなかった」までの ４ 段
階で調査した。さらに、面談の利点と欠点を自由
記載で調査した。
　④看護師
　看護師の属性として、年齢、当該病棟の経験年

数、看護師勤務年数、面談の実施回数と時間を調
査した。
　面談実施前および実施後の看護師に、患者情報
の収集状況として、「入院前の生活状況」、「患者
または家族の要望」、「患者または家族の不安」、「家
族の介護負担の思い」の情報を入院から 1 週間以
内に得ることができたかを、「できた（ ４ 点）」か
ら「できなかった（ 1 点）」の ４ 段階で調査した。
さらに、「十分な情報を持って退院支援カンファ
レンスに臨むことができたか」、「面談内容を、そ
の後の退院支援に活かせたか」、「面談によって退
院支援に対する意識は向上したか」、「面談を負担
に感じたことはあったか」を、「できた（ ４ 点）」
から「できなかった（ 1 点）」の ４ 段階で調査した。
　面談の時期については、面談実施前の情報収集
の時期（週）とその時期の適切性、面談の時期の
適切性を、「早すぎた」「適切だった」「やや遅か
った」「遅すぎた」の ４ 段階で調査した。面談の
利点と欠点を自由記載で調査した。
　 8 ．分析方法
　面談実施前と面談実施後の比較には、患者・家
族・ケアマネジャーの属性はFisherの正確確率検
定、Mann–WhitneyのＵ検定、患者・家族の面談
の状況および評価はMann–WhitneyのＵ検定、看
護師の面談の状況および評価はWilcoxson符号付
順位和検定を用いた。統計解析にはSPSS Ver.23
（IBM, USA）を用い、有意水準を0.05とした。
ケアマネジャーがカンファレンス前に情報を得た
い理由、面談の利点と欠点の自由記載は、質的記
述的に分析した。データを意味内容が通じる最小
単位に切片化した後、カテゴリ化した。研究者が
互いに合意するまで検討した。質的研究経験をも
つ看護学研究者のスーパーバイズを受けた。

倫理的配慮
　本研究は小松市民病院看護研究倫理委員会の承
認を得て実施した（承認番号201904）。対象者には、
本研究の目的・方法・倫理的配慮について文書で
説明し、参加の自由と個人情報の守秘を保証した。
患者および家族とケアマネジャーの調査は、退院
後に説明書とともに郵送した無記名の調査用紙の
提出をもって研究参加の同意が得られたものとし
た。看護師の調査は、記名式調査用紙を用い、個
人情報の保護に留意して行った。調査用紙は研究
者が鍵のかかる場所に保管し、厳重に管理した。
入院早期の面談であることから、面談前に体調確
認を行うとともに、個室の場合は病室で行うなど
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の安静度制限や身体状態に応じた面談場所の設定
を行った。面談は常に患者の状態を観察しながら
実施した。

結　　果
　 1 ．患者
　面談実施前のカンファレンス実施者は34名で、
調査時に再入院もしくは他界していた 6 名を除く
28名に調査用紙を郵送した。面談実施後期間の面

談の実施者は27名で、調査時に再入院もしくは他
界していた 6 名を除く21名に調査用紙を郵送した。
有効回答数は、面談実施前 8 名（有効回答率29％）、
面談実施後 ９ 名（有効回答率43％）であった。
　年齢、性別は、面談実施前後で有意差はなかっ
た（表 1 ）。疾患は、面談実施前は呼吸器疾患 ３
名（38%）、脳血管疾患 1 名（13%）、悪性腫瘍 1
名（13%）、無回答 ３ 名（38%）、面談実施後は呼
吸器疾患 2 名（22%）、脳血管疾患 1 名（11%）、

表 1 　対象の属性
面談実施前 面談実施後

ｐ値
名 ％ 名 ％

患者 性別（名） 男性 7 87.5 5 55.6 .462 ※ 1
女性 1 12.5 2 22.2 
無回答 0  0.0 2 22.2 

年齢（名） 60代 0  0.0 1 11.1 .523 ※ 1
70代 1 12.5 1 11.1 
80代 6 75.0 ３ 33.4 
90代 1 12.5 2 22.2 
無回答 0  0.0 2 22.2 

家族 性別（名） 男性 2 16.7 ４ 36.4 .244 ※ 1
女性 10 83.3 6 54.5 
無回答 0  0.0 1  9.1 

年齢（名） 40代 2 16.7 1  9.1 .845 ※ 1
50代 2 16.7 5 45.4 
60代 ３ 25.0 2 18.2 
70代 ３ 25.0 2 18.2 
80代 1  8.3 1  9.1 
90代 1  8.3 0  0.0 

患者との関係（名） 妻 2 16.7 0  0.0 .867 ※ 1
夫 2 16.7 2 18.2 
娘 ３ 25.0 2 18.2 
息子 2 16.7 ３ 27.2 
嫁 2 16.7 2 18.2 
兄弟姉妹 0  0.0 0  0.0 
その他 1  8.2 2 18.2 

同居・別居（名） 同居 8 66.7 8 72.7 .550 ※ 1
別居 ３ 25.0 2 18.2 
無回答 1  8.3 1  9.1 

ケアマネジャー 年齢（名） 20代 0  0.0 1  5.9 .645 ※ 1
30代 2 10.0 2 11.7 
40代 11 55.0 6 35.3 
50代 5 25.0 6 35.3 
60代 2 10.0 1  5.9 
無回答 0  0.0 1  5.9 

経験（月） 中央値 83（16−240） 96（18−200） ※ 2
看護師　※ ３ 年齢（名） 20代 7 41.2

30代 2 11.8
40代 5 29.4
50代 ３ 17.6

病棟経験（月） 中央値  21（ 5 −105）
看護師経験（月） 中央値 176（ ９ −368）

※1：Fisherの正確確率検定
※2：Mann−WhitneyのＵ検定
※3：看護師は面談前後で同じ対象
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その他 2 名（22％）、無回答 ４ 名（44％）であった。
入院から面談までの平均経過日数は4.2±2.8日で
あった。
　面談実施前と面談実施後の効果の比較（表 2 ）
では、「 1 週間以内に入院前の生活状況を伝える
ことができたか/面談で伝えることができたか」
の中央値は、面談実施前 2 （ 1 − ４ ）、面談実施
後 ４ （ 2 − ４ ）で、面談実施後が有意に高かった
（ｐ=.036）。内訳は、面談実施前では「できた」
が 1 名（13％）、「少しできた」が 2 名（25％）、
面談実施後では「できた」が 5 名（56％）、「少し
できた」が 2 名（22％）であった。「 1 週間以内
に退院後の生活の要望を伝えることができたか/
面談で伝えることができたか」、「 1 週間以内に退

院後の生活の不安を伝えることができたか/面談
で伝えることができたか」、「自分（患者）の思い
に沿った退院支援を受けることができたか」、「退
院後の生活について具体的に考えた時期」は、面
談実施前後で有意差はなかった。
　総合評価では、面談を行って「良かった」と回
答した患者は 7 名（78％）であった（図 1 ）。
　 2 ．家族
　調査用紙の郵送は、対象となった患者への調査
用紙の郵送の際に同封した。面談実施前の調査対
象者は28名、面談実施後の調査対象者は21名で、
有効回答数は、面談実施前12名（有効回答率43％）、
面談実施後11名（有効回答率52％）であった。
　性別、年齢、患者との関係、同居・別居は、面

表 ２ 　面談実施前後の効果の比較
中央値（最小−最大）

p値
面談実施前 面談実施後

患者 n = 8 n = 9
1 週間以内に入院前の生活状況を伝えることができたか／面談で伝えることができたか 2（ 1 − ４ ） ４（ 2 − ４ ） .036
1 週間以内に退院後の生活の要望を伝えることができたか／面談で伝えることができたか ４（ 1 − ４ ） ３（ 1 − ４ ） .573
1 週間以内に退院後の生活の不安を伝えることができたか／面談で伝えることができたか ４（ 1 − ４ ） ３（ 2 − ４ ） .937
自分（患者）の思いに沿った退院支援を受けることができたか ３（ 2 − ４ ） ４（ 2 − ４ ） .755
退院後の生活について具体的に考えた時期（週） 2（ 1 − 2 ） 1（ 1 − 5 ） .607

家族 n = 12 n = 11
1 週間以内に入院前の生活状況を伝えることができたか／面談で伝えることができたか ３（ 2 − ４ ） ４（ ３ − ４ ） .413
1 週間以内に退院後の生活の要望を伝えることができたか／面談で伝えることができたか ４（ 1 − ４ ） ４（ 2 − ４ ） .720
1 週間以内に退院後の生活の不安を伝えることができたか／面談で伝えることができたか ４（ 1 − ４ ） ３（ 2 − ４ ） .797
1 週間以内に介護負担の思いを伝えることができたか／面談で伝えることができたか ３（ 2 − ４ ） 2（ 1 − ４ ） .143
自分（家族）の思いに沿った退院支援を受けることができたか。 ４（ 2 − ４ ） ３（ 2 − ４ ） .905
退院後の生活について具体的に考えた時期（週） 2（ 1 − ３ ） 1（ 1 − 5 ） .778

看護師 n = 17 n = 17
入院から 1 週間以内に入院前の生活状況について情報収集できたか ３（ 1 − ４ ） ３（ 1 − ４ ） .142
入院から 1 週間以内に患者または家族の要望を聞くことができたか ３（ 1 − ４ ） ４（ ３ − ４ ） .003
入院から 1 週間以内に患者または家族が不安に思うことを聞くことができたか ３（ 1 − ４ ） ４（ ３ − ４ ） .006
入院から 1 週間以内に、家族の介護負担の思いを聞くことができたか 2（ 1 − ４ ） ４（ 2 − ４ ） .004
十分な情報を持って退院支援カンファレンスに臨むことができたか ３（ 2 − ４ ） ３（ 2 − ４ ） .014

患者および家族はMann–WhitneyのＵ検定、看護師はWilcoxon符号付順位検定で解析
n：有効回答数

7（78％）

6（55％） 1（9%）

1（6%）1（6%）3（18％）

1（11%）1（11%）

4（36％）

12（71％）

100％80％60％40％20％０％

良かった やや良かった あまり良くなかった 良くなかった 無回答

患者

家族

ケアマネジャー

n =  9

n = 14

n = 17

図 1 　面談の総合評価（面談を行ってよかったか）
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談実施前後で有意差はなかった（表 1 ）。患者の
疾患は、面談実施前が、呼吸器疾患 ４ 名（33％）、
腎・尿路疾患 2 名（17％）、悪性腫瘍 1 名（ 8 ％）、
脳血管疾患 1 名（ 8 ％）、その他 1 名（ 8 ％）、無
回答 ３ 名（25％）で、面談実施後は、呼吸器疾患
7 名（64％）、脳血管疾患 1 名（ ９ ％）、その他 2
名（18％）、無回答 1 名（ ９ ％）であった。
　面談実施前と面談実施後の効果の比較（表 2 ）
では、「情報（生活状況）や訴え（要望、不安、
介護負担）を伝えることができたか」、「自分（家
族）の思いに沿った退院支援を受けることができ
たか」、「退院後の生活について具体的に考えた時
期」は、いずれも面談実施前後で有意差はなかっ
た。
　総合評価では、面談を行って「良かった」と回
答した家族は ４ 名（36％）、「やや良かった」が 6
名（55％）であった（図 1 ）。
　 ３ ．ケアマネジャー
　調査対象となった患者のケアマネジャー全員に
調査用紙を郵送した。面談実施前の調査対象者は
28名、面談実施後の調査対象者は21名で、有効回

答数は、面談実施前20名（有効回答率71％）、面
談実施後17名（有効回答率81％）であった。
　年齢、ケアマネジャーの経験年数は、面談実施
前後で有意差はなかった（表 1 ）。
　面談実施前において「退院支援カンファレンス
の前に病棟看護師から情報を得たいと思ったこと
はあるか」では、「ある」12名（60％）、「たまに
ある」 5 名（25％）、「あまりない」 2 名（10％）、
「無回答」 1 名（ 5 ％）であった。情報を得たい
理由は、【情報の相違】、【早期のサービス調整】、
【早期の事業所の調整】、【効果的な退院支援カン
ファレンスの準備】、【状態変化への対応の準備】、
【医療処置への対応の準備】であった（表 ３ ）。
　ケアマネジャーによる面談の評価（図 2 ）は、
面談で「利用者の病状について把握できた」が15
名（88％）、「退院後の生活の要望について話せた」
は10名（59％）、「退院後の生活の不安について話
せた」が12名（71％）、「看護師から必要な情報を
得られた」が14名（82％）であった。「退院後の
サービス内容の調整を早い時期から行えた」は 8
名（47％）であった。

表 3 　ケアマネジャーが退院支援カンファレンスの前に情報を得たい理由 n = 1３

カテゴリー サブカテゴリー

情報の相違 事前情報とカンファレンスの情報に相違がある

早期のサービス調整
ケアプランの原案の作成

サービス利用の調整

早期の事業所の調整 カンファレンス前の事業所の調整

効果的な退院支援カンファレンスの準備
カンファレンスで焦点となる専門家の参加調整

カンファレンスで選択肢を提示するための準備

状態変化への対応の準備
ADLの変化により計画の変更が必要

生活の変化により計画の変更と手配が必要

医療処置への対応の準備 吸痰が必要な場合に手配が必要

nは回答者数

できた 少々できた あまりできなかった できなかった

n = 17

n = 17

n = 17

n = 17

n = 17

利用者の病状について把握できた

退院後の生活の要望について話せた

退院後の生活の不安について話せた

看護師から必要な情報を得られた

退院後のサービス内容の調整を早い時期から行えたか

15（88％） 1（6％）1（6％）

1（6％）1（6％）5（29％）10（59％）

1（6％）4（24％）12（70％）

3（18％）14（82％）

8（47％） 6（35％） ２（12％）1（6％）

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

図 ２ 　ケアマネジャーによる面談の評価
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　総合評価では、面談を行って「良かった」12名
（71％）、「少し良かった」 ３ 名（18％）であった
（図 1 ）。
　「面談の時期は適切だったか」では「早かった」
6 名（35％）、「適切だった」11名（65％）だった
（図 ３ ）。
　ケアマネジャーが感じた面談の利点は、【身体
状態の早期把握】、【退院後の生活状況の予測】、【退
院後の医療の必要性の把握】、【利用者と家族の思

いの把握】、【利用者と家族の要望の把握】、【医療
者間の情報共有と連携】、【サービスの調整しやす
さ】、【ケアマネジャーから看護師への質問の機会】、
【利用者のサービス受容の機会】の ９ カテゴリが
抽出された。欠点として、【開催の調整に時間と
手間を要する】、【身体状態が安定していない時期】、
【利用者と家族がイメージを持てない時期】、【利
用者と家族の戸惑い】の ４ カテゴリが抽出された
（表 ４ ）。

表 4 　ケアマネジャーが感じた面談の利点と欠点
カテゴリー サブカテゴリー

利点
n = 10

身体状態の早期把握
現在の病状が理解できる
身体状態の情報が早く入手できる
身体状態の今後の変化の可能性が把握できる

退院後の生活状況の予測
入院中の様子が把握できる
今後の生活状況が予測しやすい

退院後の医療の必要性の把握

血糖測定とコントロールの把握
酸素吸入の把握
急変時の対応方法の合意
転院の可能性の把握

利用者と家族の思いの把握
病院でしか言えない思いの把握
利用者や家族の不安の把握

利用者と家族の要望の把握
家族の要望の変化が確認できる
利用者と家族が希望する事業所の確認
訪問看護の利用の要望の把握

医療者間の情報共有と連携
入院中の情報の共有が円滑な支援に繋がる
状態把握、情報共有、連携ができる

サービスの調整しやすさ

退院先の選択肢が広がる
退院先の目途が立てやすい
病状がわかりサービスの予定が立てやすい
退院後の生活がわかりサービスの予定が立てやすい

ケアマネジャーから看護師への質問の機会
看護師に質問できる
看護師への質問で情報が得られる

利用者のサービス受容の機会 サービスを拒否していた方の了解が得られる

欠点
n =  7

開催の調整に時間と手間を要する
開催の調整に時間を要する
開催の調整が大変

身体状態が安定していない時期
退院の目途がたっていない時期
身体が回復していない時期

利用者と家族がイメージを持てない時期
今後の経過がわからず利用者と家族がイメージを持てない
利用者が先のことを考える余裕がない

利用者と家族の戸惑い
利用者と家族の不安が増大する可能性がある
利用者と家族が戸惑う
利用者と家族が退院が早くなることを懸念する

nは回答者数

11（65％）

1（6%）12（70％）

6（35％）

4（24％）

100％80％60％40％20％０％

早かった 適切だった やや遅かった 遅かった 無回答

看護師

ケアマネジャー n = 17

n = 17

図 3 　面談の時期の適切性の評価
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　 ４ ．看護師
　調査対象者は25名で、このうち面談実施期間に
面談すべき患者を担当せず面談を実施しなかった
看護師は 7 名であった。面談を実施した看護師18
名中の有効回答を得た分析対象者は17名であった
（有効回答率94％）。
　年齢は20代が41%と最も多く、看護師経験の中
央値は176（ ９ −368）カ月であった（表 1 ）。看
護師 1 人あたりの面談回数の中央値は 2（ 1 − ３ ）
回で、 1 回あたりの面談時間の中央値は30（15−
90）分であった。
　面談実施前において、「入院前の生活の状況」
の情報収集の時期の適切性は、「 1 週間以内」は「適
切だった」が ９ 名（90％）であった。「生活につ
いての要望」では、「 1 週間以内」は「適切だった」
が 6 名（86％）、「 2 週間以内」では「やや遅かっ
た」が ３ 名（60％）であった。「生活についての
不安」では、「 1 週間以内」は「適切だった」が
7 名（87％）、「 2 週間以内」では「やや遅かった」
が ３ 名（75％）であった。「介護負担の思い」では、
「 1 週間以内」は「適切だった」が 6 名（100％）
であった（図 ４ ）。

　面談実施前と面談実施後の効果の比較（表 2 ）
では、「入院から 1 週間以内に入院前の生活状況
について情報収集できたか」では有意差はなかっ
た（p=.142）。「入院から 1 週間以内に患者または
家族の要望を聞くことができたか」（p=.003）、「入
院から 1 週間以内に患者または家族が不安に思う
ことを聞くことができたか」（p=.006）、「入院か
ら 1 週間以内に家族の介護負担の思いを聞くこと
ができたか」（p=.004）において、面談実施後が
面談実施前に比べて有意に高かった。その内訳は、
面談実施前は「生活状況」「要望」「不安」「介護
負担」のすべてにおいて聞くことが「できた」が
３ 名（18%）で、面談実施後は、「生活状況を聞
くことができた」 8 名（47%）、「要望を聞くこと
ができた」11名（65%）、「不安を聞くことができ
た」 8 名（47%）、「介護負担を聞くことができた」
11名（65%） であった。「十分な情報を持って退
院支援カンファレンスに臨むことができたか」で
は面談実施後が有意に高かった（ｐ=.014）（表 2 ）。
　「面談を行う時期は適切であったか」は、「適
切だった」12名（71％）であった（図 ３ ）。
　看護師による面談の評価（図 5 ）は、「面談内

早すぎた 適切だった やや遅かった 遅すぎた 無回答

9（90％） 1（10％）

1（14％）5（72％）1（14％）

1（100％）

1（25％）3（75％）

2（40％） 3（60％）

1（14％） 6（86％）

1（13％） 7（87％）

1（25％） 3（75％）

1（25％）3（75％）

1（100％）

6（100％）

1（14％）3（43％）3（43％）

2（100％）

1（50％）1（50％）

入院前の生活の状況　１週間以内

２週間以内

生活についての要望　１週間以内

２週間以内

３週間以内

４週間以内

生活についての不安　１週間以内

２週間以内

３週間以内

４週間以内

介護負担の思い　１週間以内

２週間以内

３週間以内

４週間以内

n = 10

n =  7

n =  7

n =  5

n =  4

n =  1

n =  8

n =  4

n =  4

n =  1

n =  6

n =  7

n =  2

n =  2

図 4 　面談実施前の看護師の情報収集の時期とその評価
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表 5 　看護師が感じた面談の利点と欠点

カテゴリー サブカテゴリー

利点
n = 13

情報をもって退院支援カンファレンスに臨む

治療方針を知って臨む

家族の情報を持って臨む

ケアマネの情報を知って臨む

介護負担や思いを知って臨む

今後のイメージの明確化

今後のイメージがしやすい

今後の見通しが明確になる

広い視点で患者を見れるようになる

早期からの目標の明確化

治療方針を踏まえた目標設定

家族の思いを目標に反映できる

早期に目標が確認できる

治療方針を踏まえた介入 方向性をもった介入

退院支援開始の早期化
早期からの目標を意識した退院支援

早期に支援の準備を開始

要望を踏まえた退院調整の実施

要望を踏まえたリハビリの実施

要望を踏まえた内服調整の実施

医療者と家族の思いの相違の明確化

医療チーム内での情報の共有

記録に残して共有できる

退院支援カンファレンスの出席者への情報提供

他職種への情報提供へのきっかけになる

退院支援への関心の向上 面談の出席によって退院支援に関心を持つ

欠点
n = 12

日程調整の困難

日程調整が大変

要領よく調整できない

日程調整に時間を要する

あわただしい

面談時間の確保の困難
業務が多忙

時間を取られる

記録時間の確保の困難
記録時間長く負担

記録に時間がかかる

患者・家族の準備不足
患者・家族の疾患の未受容

治療の進行中で退院先の未決定

nは回答者数

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

あった 少しあった あまりなかった なかった

向上した　 少し向上した あまり向上しなかった 向上しなかった

活かせた 少し活かせた あまり活かせなかった 活かせなかった

面談内容を退院支援に活かせたか n = 17

退院支援に対する意識は向上したか n = 17

面談を負担に感じたことはあったか n = 17

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7（41％） 8（47％） 2（12％）

1（6％）

1（6％）

9（53％）7（41％）

11（65％）5（29％）

図 5 　看護師による面談の評価
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容を退院支援に活かせたか」では「活かせた」が
7 名（41％）、「面談によって退院支援に対する意
識は向上したか」では「向上した」が 7 名（41％）
であった。「面談を負担に感じたことはあったか」
では「あった」が 5 名（29％）であった。
　看護師が感じた面談の利点は、【情報をもって
退院支援カンファレンスに臨む】、【今後のイメー
ジの明確化】、【早期からの目標の明確化】、【治療
方針を踏まえた介入】、【退院支援開始の早期化】、
【要望を踏まえた退院調整の実施】、【医療チーム
内での情報の共有】、【退院支援への関心の向上】
の 8 カテゴリが抽出された。欠点として、【日程
調整の困難】、【面談時間の確保の困難】、【記録時
間の確保の困難】、【患者・家族の準備不足】の ４
カテゴリが抽出された（表 5 ）。

考　　察
　急性期病棟において、入院から 1 週間以内に開
催される退院支援カンファレンスに先駆けて行う
プレ面談の効果が明らかになった。看護師は、患
者の病状と予測される経過、入院前の生活状況、
退院後の生活の要望、退院後の生活の不安、介護
負担の思いを把握し、入院から 1 週間以内に開催
する退院支援カンファレンスに十分な情報を持っ
て参加できることが明らかになった。本邦におい
て、これまで退院支援カンファレンスの前に面談
を行う試みの報告はなく、その効果を示したのは
本研究が初めてである。
　上記の効果について、患者および家族、ケアマ
ネジャー、看護師のそれぞれの視点で考察する。
　まず、患者および家族にとっての効果を述べる。
生活の様子を伝えることができた患者が、面談実
施後が有意に多かったことから、面談は患者が看
護師やケアマネジャーに生活の様子を伝える機会
となっていたことが考えられる。
　次に、ケアマネジャーにとっての効果を述べる。
面談実施前では、ケアマネジャーの 6 割が退院カ
ンファレンスの前に看護師から情報を得たいと思
っていた。その理由として挙げられた【医療処置
への対応の準備】、については、ケアマネジャー
の88％が「面接で病状を把握できた」と回答して
おり、自由記載においても【身体状態の早期把握】
や【退院後の医療の必要性の把握】があったこと
から、ケアマネジャーの要望に対応していたとい
える。【情報の相違】については、 6 割が「面接
で退院後の生活の要望について話せた」、7 割が「面
接で退院後の生活の不安について話せた」、 8 割

が「面接で看護師から必要な情報を得た」と回答
しており、さらに自由記載においても【利用者と
家族の思いの把握】、【利用者と家族の要望の把握】、
【医療者間の情報共有と連携】があり、ケアマネ
ジャーが利用者の情報を得る機会になっていた。
【早期のサービス調整】、【早期の事業所の調整】
については、「面談によって退院後のサービス内
容の調整を早い時期から取り組むことができた」
が47％であることから、ある程度の効果があった
が、よりケアマネジャーの早期の調整につながる
内容を検討する必要がある。
　最後に、看護師にとっての効果を述べる。要望、
不安、介護負担の情報収集ができたかについて、
面談実施後が有意に高かったことから、面談は、
看護師にとって患者および家族の思いを引き出す
機会となっていたといえる。さらに、十分な情報
を持って退院支援カンファレンスに臨むことがで
きた看護師は面談実施後が有意に多く、面談内容
を退院支援に「活かせた」または「少し活かせた」
と回答した看護師は約 ９ 割であったことから、面
談は退院支援カンファレンスの場を有効に活用す
ることに繋がったと考える。面談の利点として抽
出された【情報をもって退院支援カンファレンス
に臨む】は、退院支援カンファレンスにおいて【医
療チーム内での情報の共有】と【今後のイメージ
の明確化】につながり、このことは、【早期から
の目標の明確化】、【退院支援開始の早期化】や、
【治療方針を踏まえた介入】および【要望を踏ま
えた退院調整の実施】に貢献していると考える。
　藤澤ら 8 ）は、患者・家族への退院支援の実践の
なかで一般病棟看護師が感じる困難さとして、『患
者や家族と相談ができず退院に向けた話が進まな
い』、『患者と家族と医療者のゴールにずれがあり
方向性が決まらない』、『家族の介護困難により退
院先が変更になる』を挙げている。本研究で行っ
た面談において、看護師は患者や家族の要望、不
安、介護負担の情報収集ができており、さらに【早
期からの目標の明確化】や【要望を踏まえた退院
調整の実施】が挙げられていることから、面談は
これらの退院支援における看護師にとっての困難
を解決に導く手段になると考える。
　さらに、面談は看護師の【退院支援への関心の
向上】をもたらしており、 ９ 割の看護師が面談に
よって退院支援に対する意識は「向上した」また
は「少し向上した」と回答していた。このことは、
看護師が退院支援カンファレンスの際にキーパー
ソンとして中心的な役割を果たし、今後の早期介
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入のための原動力になると考える。弘田ら ９ ）によ
ると、退院支援カンファレンスにおいて看護師に
求められる役割には、『患者の状況の情報提供』、
『病状の把握』、『問題点の抽出』、『患者・家族の
希望する目標の共有』、『多職種と患者の橋渡し』、
『患者の理解者』、『キーパーソン』がある。本研
究によって抽出された面談の利点である【情報を
もって退院支援カンファレンスに臨む】、【治療方
針を踏まえた介入】、【早期からの目標の明確化】、
【要望を踏まえた退院調整の実施】、【医療チーム
内での情報の共有】は、これらの看護師に求めら
れる役割と共通していることから、本研究で取り
組んだ面談は退院支援カンファレンスにおいて、
看護師が求められる役割を果たすことに貢献する
ことが期待できる。
　面談の開催時期の適切性については、看護師お
よびケアマネジャーの 7 割が適切だったと評価し
ていた。ケアマネジャーにとっては患者の【身体
状態が安定していない時期】という欠点がありな
がらも、【身体状態の早期把握】、【サービスの調
整しやすさ】などのメリットが上回ったことによ
る結果と考える。退院支援において 1 週間以内の
情報収集が適切だと回答していた看護師は、いず
れの情報においても 8 割以上だった。しかし、面
談実施前において、患者や家族の生活状況、要望、
不安、介護負担について 1 週間以内に情報収集で
きた看護師は18％であり、退院支援カンファレン
スの前に十分な情報を収集できていなかった。早
期に情報収集することは有効だと認識していても、
日常の機会を捉えてこれらの情報を収集すること
は困難であることが伺える。
　面談の開催は、短時間で必要な情報を共有し、
その情報をもとに退院支援カンファレンスに向け
ての準備ができることから、効果的なカンファレ
ンスにつながる。入院から 1 週間以内の開催の欠
点として、【身体状態が安定していない時期】、【利
用者と家族がイメージを持てない時期】、【利用者
と家族の戸惑い】、【患者・家族の準備不足】が挙
げられており、患者の戸惑いなどに配慮しながら
面談を行い、これらの欠点を補うことが必要であ
る。
　面談の開催にあたってのケアマネジャーにとっ
ての困難として、【開催の調整に時間と手間を要
する】、看護師にとっての困難として、【日程調整
の困難】、【面談時間の確保の困難】、【記録時間の
確保の困難】があった。さらに、看護師の ３ 割が
面談を負担に感じており、今後、ケアマネジャー

にとっても看護師にとっても負担の少ないシステ
ムの構築が必要であると考える。

研究の限界と今後の課題
　本研究には 2 点の限界がある。 1 点目は、調査
の性質上、盲検化が不可能であったことである。
特に看護師においては、面談実施前と実施後の対
象者は同一であることが結果に影響を及ぼしたこ
とは否定できない。2 点目は、外的妥当性である。
本研究は、地方の中核病院を対象にしており、地
域の特性が結果に影響を及ぼしたことは否めない。
さらに、患者および家族の対象数が少なかったこ
とから、患者や家族の状況や心情には偏りがあっ
た可能性がある。
　本研究では、患者、家族、ケアマネジャー、看
護師による主観的評価を行った。今後は、この面
談による入院日数の短縮効果の評価により、病院
から在宅や施設等への円滑な移行に貢献するかの
客観的評価を行うことが必要である。

結　　論
　急性期病棟において入院から 7 日以内に開催す
る退院支援カンファレンスに先立って行う、患者・
家族、ケアマネジャー、看護師の情報共有を目的
としたプレ面談を実施した結果、患者が生活の状
況を早期に看護師やケアマネジャーに伝えること
を促進した。ケアマネジャーにとっては、病状の
変化による医療処置の必要性や利用者の要望を早
期に把握する効果があった。看護師にとっては、
十分な情報を持って退院支援カンファレンスに臨
む効果があることが明らかになった。
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研 究 報 告

看護師養成所 ２ 年課程（定時制）の学生の 
人体解剖見学による死生観とターミナルケア態度の変化
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a human anatomy tour
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要　　旨

　本研究は看護師養成所 2 年課程（定時制） の学生を対象に、 人体の解剖見学が臨老式死生観尺度と
Frommeltターミナルケア態度尺度日本語版において変化をもたらすかを検証した。見学群（n=31）は解
剖見学と終末期看護学の受講、非見学群（n=31）は終末期看護学の受講のみで、前後に無記名質問紙調
査を実施した。結果、両尺度の群間に差はなかった。看取り体験のない見学群は第 5 因子「人生における
目的意識」（p<0.05）が向上した。看取り体験のある非見学群においては第 2 因子「死への恐怖・不安」（p<0.05）
は低下し、第 5 因子「人生における目的意識」（p<0.05）、および「Ⅰ．死にゆく患者へのケアの前向きさ」

連絡先：有田　弥棋子
大阪信愛学院短期大学 看護学科
〒538-0053　大阪府大阪市鶴見区鶴見 6 丁目 2 番28号
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（p<0.05）と「Ⅱ．患者・家族を中心とするケアの認識」（p<0.05）に向上がみられた。看取り体験が結
果に影響したと示唆され、検証のあり方や教育の方略について検討する必要が明らかとなった。

はじめに
　日本の65歳以上の人口は増加傾向が続いており、
2042年には3,935万人へとピークに達すると推定
されている 1 ）。多死社会の状況において、看護師
は最期まで患者の尊厳を保ち、その人らしさを支
援するためのニードを的確に査定し、支援する役
割がある。すなわち、ターミナル期において心身
の苦痛や不安の緩和を図る支援だけではなく、「患
者の人生の脈絡における集大成としての別れの時
をどのようにサポートするのか、最期の瞬間まで
その人らしく生きることを支える」2 ）全人的ケア
の実践が求められている。
　看護師は、その実践力を備える基盤として自身
の死生観を形成している必要がある。死生観は、
「死と生にまつわる価値や目的などに関する考え
方で、感情や信念を含む」３ ）概念であり、死に対
してだけではなく、生きるためのその人の行動を
決定する基盤として働く ４ ）とされている。看護師
自身が揺るぎない死生観を備えていなければ死に
対して恐怖心を抱き、その恐怖心のために患者と
のコミュニケーションを逃避したり 5 ）、患者に寄
り添うことに辛さや、患者に向き合うことを避け
たくなる感情や恐怖心をもつこと 6 ）が報告されて
いる。看護学生においては、自身の死について身
近な相手に語りたい思いがある一方で、語る時に
恐怖、不安、寂しさなどの否定的感情をもってい
ること 7 ）が報告されている。死生観を形成してい
れば死に対する不安や恐怖心が低減し、ターミナ
ル期の患者に関わる看護師としての態度（以下、
ターミナルケア態度）の積極性に影響する 8 ）ため、
看護基礎教育の課程から死生観の形成を進める教
育を行う必要がある。
　死生観形成を進める看護基礎教育は、終末期看
護学、がん看護学、緩和ケア学の講義などの知識
型プログラムに加え、生命や医療職としての倫理
教育の機会９ ）が必要となるため、読書や映画鑑賞10）、 
シミュレーション教育11）、ロールプレイ12）を用い
た演習、そして臨地実習でターミナル期の患者を
受け持つこと等を通して学ぶ実感型プログラムが
行われている。その中で、人体の解剖見学（以下、
解剖見学）や死の疑似体験などの実感型のプログ
ラム1３）を看護基礎教育に導入している看護系大学
や看護師養成所がある。看護学生の解剖見学の目

的には、ご遺体を前に人体の構造や機能を学ぶこ
とに加え、献体をすることへの思いに気付き、献
体をされた方々の尊厳を学ぶなどがある1４-16）。教
育効果では、「人体の機能と構造の理解につながる」17） 

ことや、看護学生としての学習動機18）、さらに学
習意欲や看護師になる決意をもつといった内面的
な成長に影響1９）すると報告されている。
　解剖見学の教育方略は適切であるのか検討が十
分ではなく、検証が課題となっている1３）。アイル
ランドにおいて、解剖見学を取り入れている看護
師養成所は増加傾向にあるが、どのような教育効
果や影響を与えるかの検証は進んでいない。その
中で、献体による学習群は、プラスチック製の人
体模型を使用した群と比べて、43％の看護学生が
患者の死に向き合う準備ができるようになったと
報告されている20）。また、台湾においても見学群
は「死への不安」を有しながらも、Chinese version of  
College Students’ Course Engagement Questionnaire
等の客観的指標において「ケア態度形成」等に関
する教育目標が達成された21）と報告されている。
解剖見学は看護学生の死生観やターミナルケア態
度の形成に寄与すると考えられる。しかし、それ
らの研究成果の対象者は看護大学の学生であり、
看護師養成所 2 年課程の看護学生はどのような結
果を示すのか明らかになっていない。
　准看護師養成課程のカリキュラムに、終末期看
護学や緩和ケア学の科目が設けられていない22）た
め、看護師養成所 2 年課程における教育では死生
観形成は重要である。死に関する教育について、
看護師および准看護師養成所1260校の看護教員を
対象にした調査2３）において養成課程別で結果は示
されていなかったが、死後の処置に関する教育を
行っていると回答したのは75.2％の養成所であっ 
た。その教育内容において90％以上の養成所が提
供していたのは「敬虔な気持ち・態度」「死後の
身体的変化（死後硬直・生体反応の消失）」「家族
への配慮」「外観の整容」「死の定義」「死者の尊
厳を守る」「エンゼルメイク」等が示されていたが、
教育評価は提示されていなかった。看護師養成所
2 年課程（定時制）の看護学生のみを対象とした
研究では、解剖見学の教育効果を感想内容（自由
記載）の類似性に基づき質的にまとめた提示2４）に
とどまっており、解剖見学による死生観とターミ
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ナルケア態度の形成に関する教育効果を尺度を用
いて客観的に追跡して検証した先行研究は見当た
らなかった。

研究の目的
　本研究の目的は、看護師養成所 2 年課程（定時
制）の学生を対象に、解剖見学が死生観とターミ
ナルケア態度に変化をもたらすかを尺度を用いて
対照群を設けた検証により明らかにすることであ
る。

用語の操作的定義
　 1 ．解剖見学：「献体」した人の体に触れ、臓
器や人体の構造を観察し、生命の尊さを知り看護
に役立てるための学びとする。
　 2 ．死生観：死と生に対する見方、死と生にま
つわる価値や目的などに関する考え方で、感情や
信念を含む ３ ）ことを参考に、死と生に対する見方、
死と生にまつわる価値や目的等に関する考え方と
した。
　 ３ ．ターミナルケアの態度：死にゆく患者を前
に、看護実践に向けられる行動・信念・感情につ
いての認識25）とした。

研究方法
　 1 ．研究デザイン
　本研究は、対照群を設けた観察研究である。解
剖見学を行っている看護師養成所 2 年課程（定時
制）の学生（以下、看護学生）を見学群とし、見
学を行っていない方を非見学群とし、死生観とタ
ーミナルケア態度の尺度得点の推移を比較した。
　 2 ．対象者
　研究協力施設は、関西地区にある看護師養成所
2 年課程（定時制）（以下、 2 年課程）であり、
終末期看護学の授業をほぼ同時期に、かつ同一講
師により同じ内容の講義を展開しており、 1 校は
解剖見学を実施し、もう 1 校は見学をしていない
計 2 校を便宜的に選定した。対象者は本研究に同
意した計79人の 1 年生であり、うち見学群は39人、
非見学群は40人とした。除外基準は本研究に同意
をしない人とした。
　 ３ ．教育の内容・方法
　 1 ）解剖見学
　解剖見学の目的は、人体の構造に関する知識を
習得すること、献体された方々の生前の思いを鑑
みて、看護師としての倫理観や生命への責任を感
じとることであった。解剖見学前に、正常解剖の

見学目的と献体の歴史、献体登録の現状、解剖の
種類と献体、遺骨返還の時期と方法、生命倫理に
ついて説明してから人体が解剖された状態の見学
を進めた。はじめに献体者が自身の体を提供し、
医療職に学んで欲しいという生前の意思に敬意も
って献体に黙祷を行った。その後に医学への貢献
のために「無条件」「無報酬」で遺体を提供する
仕組みについて、さらに臓器に触れながら人体の
構造や機能等について説明を行った。解剖見学後
は日を変えて、献体者の意思や篤志に感謝し、看
護職としての責任を果たすこと等について、グル
ープ内で学びを共有する時間を設けた。
　 2 ）終末期看護学
　研究結果が影響を受けることを鑑み、両校のシ
ラバスを教務部長から許可を得て閲覧した。両校
共に解剖見学前に開講されている死生観・ターミ
ナルケア態度に関係する科目は、 1 年次の「成人
看護学（ 2 単位）」と「老年看護学（ 2 単位）」で
あった。それぞれに含まれている終末期看護の講
義（90分/回、各 ３ 回）であった。講義内容はタ
ーミナル期にある患者の看護として緩和ケア、エ
ンドオブ・ライフケア等についてであり、講師は
同等の資料に沿った講義内容を両校に行った。両
群ともに講義内で「おくりびと」（松竹株式会社、
日本）の映画の一部（納棺師見習いの主人公が熟
練の納棺師に連れられて初めて納棺の儀を目にし
た場面、銭湯で顔なじみになった高齢女性を主人
公が納棺の儀を執り行う場面）を上映した。「お
くりびと」の上映の目的は、納棺師による死の儀
式を通して、故人との別れを成立させる場面から、
看護師として遺体へのケアならびに尊厳を理解す
ることであった。なお、全編の鑑賞を希望する学
生は授業時間外でDVDを購入する等により視聴
した。
　 ４ ．データ収集方法
　データは自記式調査票を用い収集した。調査票
は無記名としたが、追跡するため学籍番号を記入
してもらった。配布・回収方法は、同時に同じ内
容の調査票を 2 回分配布し、両回とも留め置き法
により回収した。回収では各校の教室の一角に鍵
のかかった回収箱を 1 回目は解剖見学および終末
期看護学の授業前の 7 日間設置し、 2 回目は終末
期看護学の受講後に ３ 日間（月−水曜日の通学期
間）設置し、調査票を投函してもらった。なお、
見学群は解剖見学を終えた後に終末期看護学を受
講している。研究期間は2017年12月上旬−2018年
2 月中旬であり、うち見学群の観察期間は12月上
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旬− 1 月中旬、非見学群は 1 月下旬− 2 月中旬で
あった。
　 5 ．調査内容
　調査内容は基本属性、死生観、ターミナルケア
態度についてである。基本属性は性別、学歴、職
歴、看取り体験の有無、死別体験の有無、死別体
験の関係性（複数回答）である。死生観は臨老式
死生観尺度26）を用いて測定した。この尺度は 7 つ
の因子から構成されており、「死後の世界観」 ４
項目、「死への恐怖・不安」 ４ 項目、「解放として
の死」 ４ 項目、「死からの回避」 ４ 項目、「人生に
おける目的意識」 ４ 項目、「死への関心」 ４ 項目、
「寿命観」 ３ 項目で構成されている。回答は「当
てはまらない（ 1 点）」−「当てはまる（ 7 点）」
の 7 件法となっている。信頼性と妥当性は確認さ
れており、 各因子のCronbach’sα係数は0.74−
0.88である26）。 ターミナルケア態度はFrommelt
のターミナルケア態度尺度日本語版（FATCOD-
FormB-J：Frommelt attitudes toward care of the  
dying scale-FormB-J）27）28）を用いた。この尺度は
３ つの概念から構成されており、「死にゆく患者
へのケアの前向きさ」16項目、「患者・家族を中
心とするケアの認識」13項目、「死の考え方」 1
項目で構成されている。回答は「全くそうは思わ
ない（ 1 点）」−「非常にそう思う（ 5 点）」の 5
件法となっている。信頼性と妥当性は確認されて
おり、各因子のCronbach’sα係数は0.65−0.85で
ある28）。なお、両方の尺度とも使用権の許諾は不
要となっている。
　 6 ．データ分析方法　
　基本属性はPearsonのχ2 検定、Fisher’s正確確
率検定を用いて両群の同質性を確認した。各尺度
の因子合計得点の変化はShapiro-Wilk検定により
正規性を確認し、死生観についてはAnalysis of 
varianceで分析した。ターミナルケア態度尺度は
正規性を示さなかったため、見学群と非見学群の
群間比較はMann-WhitneyのU検定で分析し、前
後の比較はWilcoxonの符号付順位検定で分析した。
各尺度についてp<0.05を有意水準とした。なお、
臨老式死生観尺度とFATCOD-FormB-Jは、全項
目の合計点を評価に用いることを薦められていな
いため算出していない。 分析はIBM® SPSS® 
Statistics26（日本IBM株式会社、東京）を用い、
統計解析を専門としている研究者から助言を受け
て行った。
　 7 ．倫理的配慮
　本研究は、梅花女子大学研究倫理審査委員会の

承認を受けて実施した（No.2017-0035）。 説明内
容は研究の趣旨や方法、倫理的配慮、学術誌等へ
の研究成果の公表等についてであり、書面を用い
て口頭で説明し、教務部長においては同意書の署
名により、対象者においては調査票の投函をもっ
て研究協力の意思とみなした。データは本研究以
外に使用せず、漏洩や盗難が起こらないよう厳重
に管理し、一定期間の保管の後に完全に廃棄する
こと等について説明した。研究協力は任意であり、
協力をしなくても一切不利益を与えず、個人情報
を保護し、協力の有無・調査票への回答内容の如
何に係わらず一切成績に影響しないように倫理上
の配慮を行った。なお、研究協力校に所属してい
ない研究者が、授業時間以外で強制力をかけるこ
となく、研究協力について書面を用いて口頭で依
頼と説明を行い、調査票を配布・回収した。学籍
番号により対象者が特定されることを防止するた
めに、 新たに関係のないID番号を付した。 学籍
番号の部分は、はさみで切り落とし、それをシュ
レッダーにかけて完全に処理し、その後に研究者
間でデータを共有した。

結　　果
　調査票の回収数は68部、回収率は86.1％であっ 
た。無回答の多い調査票 6 部を除外したところ、
分析対象者数は62人（78.5％）であり、うち見学
群は31人（79.5％）、非見学群は31人（77.5％）で
あった。
　 1 ．対象者の概要（表 1 ）
　年齢の平均値±標準偏差は見学群が27.0±7.4歳、
非見学群は27.3±5.1歳であり差はみられず、すべ
てが女性であった。准看護師としての経験年数は
両群に有意差がみられ、最も多い分布は、見学群
では 1 年未満が25人（83.3％）、 非見学群は 1 年
以上 ３ 年未満が27人（87.1％）であった。看取り
体験では有意差がみられ、体験ありの者は見学群
が15人（48.4％）、非見学群は25人（86.7％）であっ 
た。死別体験には有意差がみられなかった。
　 2 ．死生観への影響（表 2 ）
　見学群・非見学群の臨老式死生観尺度での得点
の比較では、交互作用および群間の主効果に有意
差はみられなかった。しかし、前後の主効果は、
第 2 因子「死への恐怖・不安」（F=9.48，p=0.003）、
第 5 因子「人生における目的意識」（F=5.29， 
p=0.025）、第 7 因子「寿命観」（F=4.14，p=0.046） 
にみられた。各因子の平均値±標準偏差は第 1 因
子「死後の世界観」20.3±5.6点、第 2 因子「死へ
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表 1 　対象者の基本属性

項目 内容
全体 
N=62

見学群 
n＝31

非見学群 
n＝31

p値

平均値（SD）   0.837 a

年齢 27.1  （6.3） 27.0  （7.4） 27.3  （5.1）

人（％）

性別 男性 0   （0.0） 0   （0.0）  0   （0.0）
女性 62（100.0） 31（100.0） 31（100.0）

職歴 准看護師歴
1 年未満 28  （45.9） 25  （83.3） 3   （9.7）

<0.001 b1 年以上 ３ 年未満 31  （50.8） 4  （13.3） 27  （87.1）
３ 年以上 2   （3.3） 1   （3.3） 1   （3.2）

看護補助者の経験
有 14  （22.6） 9  （29.0） 5  （16.1）

  0.181 c
無 48  （77.4） 22  （71.0） 26  （83.9）

看取り体験 有 40  （64.5） 15  （48.4） 25  （80.6）
<0.008 c

無 22  （35.5） 16  （51.6） 6  （19.4）
死別体験 有 56  （91.8） 30  （96.8） 26  （86.7）

  0.167 c
無 5   （8.2） 1   （3.2） 4  （13.3）

死別体験の
関係性

（複数回答）

二親等以下 有 45  （73.8） 26  （83.9） 19  （63.3）
  0.860 c

 無 16  （26.2） 5  （16.1） 11  （36.7）
三親等以上 有 36  （59.0） 18  （58.1） 18  （60.0）

  1.000 c
 無 25  （41.0） 13  （41.9） 12  （40.0）

SD：標準偏差，a：t検定　b：Pearson χ 2  test　c：Fisher’s exact test
欠損値 見学群：准看護師歴 1 ，非見学群：死別体験の有無 1
二親等以下：父母、祖父母、配偶者など　三親等以上；親戚、友達、ペットなど
構成比は小数点以下第 2 位を四捨五入した値である。

の恐怖・不安」18.2±6.8点、第 ３ 因子「解放とし
ての死」16.3±6.0点、第 ４ 因子「死からの回避」
10.4±6.7点、第 5 因子「人生における目的意識」
15.5±4.9点、第 6 因子「死への関心」16.6±6.1点、
第 7 因子「寿命観」13.3±5.3点であった。
　 ３ ．ターミナルケア態度への影響（表 ３ ）
　ターミナルケア態度において群間に有意差はみ
られなかった。しかし、見学前後の推移では、「Ⅰ．
死にゆく患者へのケアの前向きさ」 で見学群 
（p=0.003）および非見学群（p=0.020）に差がみ
られた。また、「Ⅱ．患者・家族を中心とするケ
アの認識」では、非見学群（p=0.048）に差がみ
られた。「Ⅲ．死の考え方」に有意差はなかった。
各項目の平均値±標準偏差は「Ⅰ．死にゆく患者
へのケアの前向きさ」58.0±7.2点、「Ⅱ．患者・
家族を中心とするケアの認識」は51.3±6.3点、「Ⅲ．
死の考え方」は3.6±0.9点であった。
　 ４ ．看取り体験と職歴の影響（表 ４ ）

　本対象者の属性において、看取り体験と職歴に
おいて両群の分布に差がみられた。看取り体験に
おいて、 2 年課程の看護学生のみを対象とした調
査で、臨床での看取り体験が死生観・ターミナル
ケア態度に関わる2９）ことが報告されている。しか
し、経験年数と臨老式死生観尺度との間にはほぼ
相関がなく、FATCOD-FormB-Jとの間には係数
0.2程度の低い相関である３0）ことが報告されており、
本研究の結果に非見学群の看取り体験者の多さが
影響しているのではないかと考え、次のように追
加分析を行った。
　臨老式死生観尺度において、看取り体験なしの
者は、見学群の第 5 因子「人生における目的意識」
（p=0.025）のみ得点が有意に高くなった。看取
り体験がありの者は、非見学群において第 2 因子
「死への恐怖・不安」（p=0.045）は低下し、第 5
因子「人生における目的意識」（p=0.010）の得点
が高くなった。FATCOD-FormB-Jにおいて、看
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表 ２ 　解剖見学・終末期看護学講義前後の見学群・非見学群の臨老式死生観尺度得点の比較

因子
全体 
N=62

見学群 
n=31

非見学群 
n=31 交互作用 主効果（群間） 主効果（前/後）

前 後 前 後

M SD M SD M SD M SD M SD 自由度 F値 p値a 自由度 F値 p値a 自由度 F値 p値a

第 1 因子． 
死後の世界観

20.3 5.6 21.0 4.5 20.3 5.7 19.5 6.6 20.0 6.4 1.0 1.261 0.266 1.0 0.430 0.510 1.0 0.050 0.820

第 2 因子． 
死への恐怖・不安

18.2 6.8 16.8 6.6 15.9 6.0 19.6 6.7 16.1 7.2 1.0 3.220 0.078 1.0 0.919 0.340 1.0 9.480 0.003

第 ３ 因子． 
解放としての死

16.3 6.0 15.9 6.4 17.1 5.2 16.6 5.7 16.7 6.4 1.0 0.527 0.471 1.0 0.023 0.880 1.0 0.650 0.423

第 ４ 因子． 
死からの回避

10.4 6.7 9.5 6.5 8.6 6.2 11.2 6.9 10.5 6.7 1.0 0.110 0.742 1.0 1.264 0.265 1.0 2.179 0.145

第 5 因子． 
人生における目的意識

15.5 4.9 16.5 3.9 17.6 4.8 14.5 5.6 15.9 5.4 1.0 0.044 0.835 1.0 2.730 0.104 1.0 5.290 0.025

第 6 因子． 
死への関心

16.6 6.1 17.4 5.9 17.7 5.7 15.8 6.4 16.5 6.7 1.0 0.071 0.791 1.0 0.919 0.342 1.0 0.729 0.397

第 7 因子． 
寿命観

13.3 5.3 14.1 5.2 15.2 3.7 12.6 5.4 13.5 4.8 1.0 0.069 0.794 1.0 1.984 0.164 1.0 4.138 0.046

M：mean，SD：standard deviation，a：Analysis of variance，

取り体験ありの者では、見学群の「Ⅰ．死にゆく
患者へのケアの前向きさ」（p=0.006）が有意に高
くなっていた。看取り体験ありの者では、非見学
群の「Ⅰ． 死にゆく患者へのケアの前向きさ」
（p=0.011）、「Ⅱ．患者・家族を中心とするケア
の認識」（p=0.043）が有意に高くなっていた。看
取り体験なしの者は見学群、非見学群と全ての項
目に変化がみられなかった。

考　　察
　解剖見学の死生観・ターミナルケア態度形成へ
の教育効果
　臨老式死生観尺度・FATCOD-FormB-Jにおい
て交互作用はなく、両群間に差がなかったことか
ら、解剖見学が死生観・ターミナルケア態度を変
化させなかったことが示唆された。その理由には、

以下のことが考えられた。 1 つ目は、解剖見学の
主な学習目標が人体の構造と機能に関する知識を
習得することであり、その目標のもと看護を学ぶ
学生の情意の教育として、献体をされた方々の生
前の思いを鑑みて、倫理観を醸成すること等を目
標に追加したためと考えられた。見学群には看護
教員が見学実習前に生命の尊さや倫理について教
授したが、期待していた情意の学習成果に影響し
なかったと考えられた。看護学生の解剖見学にお
いて、目的に合った実習時期・期間や何をどのよ
うに学ばせるかは重要なことであり、解剖見学に
おいて医学系教員との連携等を含め教育方略を検
討する必要がある。
　 2 つ目は、本研究の対象者の基本属性において、
看取り体験の有無の分布の差が結果に影響したと
考えられた。看取り体験の有無によって、死生観

表 3 　解剖見学・終末期看護学講義前後の見学群・非見学群のFATCOD-FormB-J得点の比較

全体 
N=62

見学群 n=31 非見学群 n=31 群間比較 前後比較
前 後 前 後 前 後 見学群 非見学群

M SD M SD M SD M SD M SD p値a p値a p値ｂ p値ｂ

Ⅰ．死にゆく患者へのケアの前向きさ 58.0 7.2 58.6 7.0 61.8 7.7 57.5 7.5 59.9 7.6 0.439 0.325 0.003 0.020

Ⅱ．患者・家族を中心とするケアの認識 51.3 6.3 51.1 5.1 52.4 4.7 51.4 7.3 53.2 6.4 0.480 0.408 0.102 0.048

Ⅲ．死の考え方  3.6 0.9  3.6 0.9  3.7 1.1  3.6 1.0  3.4 1.1 0.910 0.265 0.583 0.619

M：mean, SD：standard deviation，a：Mann–Whitney U test，b：Wilcoxon の符号付順位検定
FATCOD-FormB-J：Frommeltのターミナルケア態度尺度日本語版（Frommelt attitudes toward care of the dying scale-Form B-J）
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表 4 　解剖見学・終末期看護学講義前後の見学群・非見学群の看取り体験有無における
　　　臨老式死生観尺度とFATCOD-FormB-Jの得点の比較

因子

看取り体験あり n=40 看取り体験なし n=22

前 後 前 後

M SD M SD p値a M SD M SD p値a

臨老式死生観尺度

第 1 因子．死後の世界観 見学群 21.6 5.2 20.7 5.6 0.700 20.4 3.9 19.9 5.9 0.964

非見学群 20.6 6.3 21.1 5.8 0.447 15.2 6.5 15.2 7.1 1.000

第 2 因子．死への恐怖・不安 見学群 16.9 7.0 15.3 6.4 0.247 16.8 6.5 16.5 5.8 0.803

非見学群 18.9 7.2 16.2 7.2 0.045 22.7 3.1 15.3 8.0 0.080

第 ３ 因子．解放としての死 見学群 16.1 7.5 17.8 4.8 0.300 15.7 5.6 16.4 5.6 0.504

非見学群 16.8 5.6 17.8 6.2 0.321 16.2 6.5 12.2 5.5 0.414

第 ４ 因子．死からの回避 見学群  8.1 6.2  7.7 6.5 0.610 10.9 6.8  9.4 6.1 0.181

非見学群 10.5 6.5 10.2 6.4 0.767 14.0 8.5 12.2 8.4 0.680

第 5 因子．人生における目的意識 見学群 17.9 4.0 17.7 5.0 0.858 15.2 3.4 17.6 4.9 0.025

非見学群 14.2 5.2 16.3 5.2 0.010 15.8 7.4 14.0 5.9 0.336

第 6 因子．死への関心 見学群 18.5 6.3 18.6 5.7 1.000 16.4 5.6 16.9 5.7 0.271

非見学群 16.9 6.1 17.5 6.7 0.408 11.5 5.9 12.5 5.2 0.500

第 7 因子．寿命観 見学群 13.3 6.0 14.6 4.6 0.323 14.8 4.4 15.8 2.6 0.752

非見学群 12.4 5.1 13.3 4.7 0.155 13.7 7.0 14.3 5.5 0.854

FATCOD-FormB-J

Ⅰ．死にゆく患者へのケアの 
前向きさ

見学群 60.9 6.4 64.8 6.6 0.006 57.1 6.8 59.9 7.2 0.115

非見学群 55.9 5.8 58.6 6.7 0.011 60.7 7.6 62.7 7.0 0.463

Ⅱ．患者・家族を中心とする 
ケアの認識

見学群 52.1 5.1 53.6 4.6 0.115 50.9 4.5 52.1 3.8 0.551

非見学群 52.0 6.4 54.0 4.8 0.043 47.3 9.6 48.5 9.9 0.917

Ⅲ．死の考え方 見学群  3.5 0.9  3.9 0.9 0.132  3.8 0.9  3.5 1.2 0.473

非見学群  3.4 0.9  3.6 1.0 0.527  4.0 1.1  2.7 1.5 0.144

M：mean，SD：standard deviation，a：Wilcoxon の符号付順位検定
FATCOD-FormB-J：Frommeltのターミナルケア態度尺度日本語版（Frommelt attitudes toward care of the dying scale-Form B-J）

と死に対する態度に違いがあった2９）と報告されて
いる。本研究の臨老式死生観尺度において、看取
り体験のない者では見学群の第 5 因子「人生にお
ける目的意識」のみに向上変化がみられたのに対
して、看取り体験がある者では非見学群には第 2
因子「死への恐怖・不安」と第 5 因子「人生にお
ける目的意識」に教育効果がみられた。FATCOD- 
FormB-Jにおいては、「Ⅰ．死にゆく患者へのケ
アの前向きさ」と「Ⅱ．患者・家族を中心とする
ケアの認識」に教育効果がみられていた。このこ
とから、看取り体験があることで、終末期看護学
の授業内容と臨床での看取り体験の実際をつなぎ
合わせて深く理解ができたためと考えられた。

　しかし、看取り体験をした見学群も同様に終末
期看護学の授業を受けているが、FATCOD-FormB-J 
の「Ⅰ．死にゆく患者へのケアの前向きさ」のみ
の教育効果にとどまった。このことは解剖見学に
より「死への恐怖・不安」は増さなかったものの、
解剖見学がもたらすネガティブな心理面への影響
があったため、変化しなかったと推察された。ネ
ガティブな心理面への影響として、プラスチック
製の標本とは異なり、解剖された人体を見学する
ことにより看護学生の死への不安が高まった20）こ
とが報告されている。台湾の先行研究21）は、女子
学生は男子学生よりも解剖見学により死への不安
が高くなることや、アイルランドの先行研究20）か
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らは女子学生の死への恐怖感や不安は解剖見学の
９ ヶ月後に緩和したと報告している。死への恐怖
感や不安への影響は、見学群の特性のうち性別が
関わっていると推察された。今回の対象者は全員
が女性であり、評価の時期は解剖見学の 5 ヶ月後
であった。そのため、ネガティブな心理面への影
響が緩和していない状態で測定をしたことで尺度
得点の変化が乏しかったと考えられる。死の心理
を扱った先行研究1３）において、1980年代後半まで
の死に関する否定的な考え方から、1990年代には
死をポジティブな面で捉えることへのシフトが始
まった。2000年に発表された臨老式死生観尺度に
おいても死生観は多次元的、包括的でポジティブ
に捉えることを試みている1３）。今回、看取り体験
のない看護学生が「人生における目的意識」を高
めたことは、死生観のポジティブな一側面を向上
させたと考える。このことは、解剖見学が看取り
を体験する前の段階での看護学生への死生観を育
成する一助と考える。今後は、看護学生の解剖見
学によるネガティブな心理面も否定することなく、
受けた影響を看護に活かすことができる教育方略
や、教育効果の評価の検証のあり方についてさら
に検討していく必要性が明らかとなった。
　 ３ つ目は、本研究の対象者の両尺度の平均値が
もともと高かったため、変化が生じにくかったと
考えられた。 2 年課程の看護学生を対象とした尺
度得点を比較できる先行研究は、複数の文献検索
データベースを用いて検索し、臨老式死生観尺度
については 1 編、FATCOD-FormB-Jについては
見当たらなかった。その中で、第 1 − ３ 因子は含
まれていない臨老式死生観尺度の研究結果での第
４ − 7 因子の平均値３1）と比較して本研究の方が
4.7点高かった。この先行研究の平均年齢は27.5歳
であり、看取り体験ありが 7 割であった。両研究
の平均年齢、看取り体験は同等であり、本研究の
看護学生は、臨老式死生観尺度の得点がすでに高
く、変化しにくかったと考えられた。
　 2 ．研究成果の教育への適応
　解剖見学を導入している 2 年課程および ３ 年課
程の看護師養成所の学生については先行研究が見
当たらなかったが、2017年度の全国の看護系大学
の調査では28.0％が導入しており３2）、約 ３ 校に 1
校の大学が看護基礎教育において教育プログラム
として解剖見学を位置づけている。解剖見学は人
体の構造と機能や、人体模型での学びとは異なり、
献体された方々と向き合うことを通して情意の教
育効果が得られる貴重な教育方法であると示唆さ

れている３３）。一方で、解剖見学後に看護学生が恐
怖心や不安をもつことが報告20）されており、本研
究結果においても恐怖心が教育効果を抑制したこ
とが示唆されたため、解剖見学において恐怖心等
に対する教育上の工夫が必要である。本研究では、
解剖見学群において「死への恐怖・不安」は変化
しなかった。理由の一つに、解剖見学による不安
を軽減するために、解剖見学後にグループ内で看
護学生が自由に語る等の機会を設けたためと考え
られた。なお、 2 年課程は准看護師として看取り
体験をもつ看護学生が含まれている。看取り体験
は終末期看護学の教育効果につながっていたと推
察されたことから、准看護師として実践の中で培
われた看取りの経験知を活かし、看取り体験のな
い看護学生もいるため、それぞれに応じた教育方
略を考える必要がある。

研究の限界と課題
　今回の調査は、対象者は自分がどちらの群かを
認識していないが、教育効果の評価に関する調査
に協力していることは知っていたため、結果に影
響している可能性がある。また、研究協力校の選
定を無作為に行えず、 2 つの集団の同質性には差
があり、調査期間や対象者の関心等が関与してい
ることも考えられ厳密な比較はできず、一般化に
限界がある。FATCOD-FormB-Jの下位尺度「Ⅲ．
死の考え方は、通常は使用することを推奨されて
いない。今回、死生観の観点から捉えるために調
査を行ったが、設問項目が 1 つであり変化をみる
ことに限界があった。死生観の形成やターミナル
ケア態度を促進するための看護基礎教育における
方略をさらに探究していくことも課題としてある
と考える。

結　　論
　看護師養成所 2 年課程（定時制）の学生の解剖
見学が死生観とターミナルケア態度に及ぼす変化
を臨老式死生観尺度とFATCOD-FormB-Jを用い
て見学群と非見学群の比較を通して検討したとこ
ろ、次のことが明らかとなった。
　臨老式死生観尺度、FATCOD-FormB-Jにおい
て交互作用はなく、両群間に差がなかったことか
ら、解剖見学が死生観・ターミナルケア態度形成
を変化させることがなかったと示唆された。しか
し、解剖見学と終末期看護学の授業によって前後
での変化はあり、臨老式死生観尺度においては、
第 2 因子「死への恐怖・不安」は減、第 5 因子「人
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生における目的意識」は増、第 7 因子「寿命観」
は増と変化がみられた。FATCOD-FormB-Jにお
いては、「Ⅰ．死にゆく患者へのケアの前向きさ」
は両群ともに増、「Ⅱ．患者・家族を中心とする
ケアの認識」は非見学群のみに増と変化がみられ
た。
　解剖見学により臨老式死生観尺度・FATCOD-
FormB-Jが変化しなかった理由の一つに、本研究
の対象者の基本属性において、非見学群には看取
り体験者が多く、看取り体験の有無が結果に影響
していることが考えられた。看取り体験が結果に
影響したと示唆され、検証のあり方や教育の方略
について検討する必要性が明らかとなった。
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要　　旨

　大規模自然災害における透析医療への強化は喫緊の課題となっており、血液透析患者個々人が防災に関
して意識することは重要である。そのため本研究は、血液透析患者における防災意識とその影響する要因
について検討することを目的とした。血液透析患者240名を対象とし、従属変数には防災意識、独立変数
には基本属性、災害への備え、障がい当事者向け防災リテラシー尺度、災害時の透析知識を調査した。統
計学的解析には重回帰分析のステップワイズ法を用いて従属変数に影響する独立変数を明らかにするため
に解析した。
　その結果、防災意識に影響する要因は災害への備えと防災リテラシーおよび災害時の透析知識が影響す
ることが示された（R2＝.540）。これらから、血液透析患者の防災意識を高めるには災害への備えや防災
リテラシーおよび災害時の透析知識への対策が必要と推測された。

連絡先：濵野　初恵
富山県立大学 看護学部
〒930-0975　富山県富山市西長江 2 − 2 −78
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緒　　言
　透析医療は多くの水や電気などのライフライン
を必要とする特殊な医療であるため、災害により
断水や停電が生じると透析医療の継続は困難であ
る 1 ）。そのため、大規模自然災害における透析医
療への強化は喫緊の課題となっている。
　東日本大震災では、震災後約 1 週間にわたり、
血液透析患者（以下、透析患者）は治療の変更や
透析時間の短縮を余儀なくされ、約1000名が居住
地を離れた広域への避難を迫られた 2 ）。その後、
西日本豪雨災害では医療機関が水没し、孤立状態
になるといった状況に陥り ３ ）、被害も複雑・多様
化している現状がある。そのため、災害時におけ
る透析医療の脆弱性は高く、災害弱者である透析
患者への方策を立てることはきわめて重要である。
　大規模な災害経験を契機に、国や自治体などの
行政機関や医療機関ではガイドライン ４ - 6 ）を公表
している。また、内閣府は防災白書 7 ）の中で、大
規模広域災害時における公助の限界を示唆してお
り、国民一人一人が災害を他人事ではなく自分事
として捉え、「自らの命は自らが守る」「地域住民
で助け合う」という防災意識が醸成された地域社
会を構築することが重要であると述べている。そ
のため、災害弱者である透析患者においても防災
ガイドラインや公助に頼ることなく、自助努力が
必要である。林 8 ）は、防災対策において、自助努
力が重要であり一人ひとりが知恵を身につけてこ
そ、力を合わせて災害に立ち向かうことができる
と述べている。これらから、透析患者において、
被災時の自助努力による生命維持は重要な課題で
あると同時に、防災に対する自助行動を促進する
には、防災に対する患者の防災意識を捉えたアプ
ローチも重要と考える。
　これまで、防災意識の向上に着目した研究では、
感情体験型の防災教育の検証 ９ ）やトランスセオレ
ティカルモデルを活用した防災プログラム10）が進
められている。しかしながら、これらは一般市民
を対象にしており、透析患者における防災意識の
特徴（年齢、性別、血液透析歴、就労状況、住居
形態、家族構成、学歴、避難経験の有無）につい
ては、未だ十分に明らかとなっていない。透析患
者は近年増加の一途を辿り11）、防災リテラシーや
災害への備えおよび知識が欠如しているがために、
災害関連死も増加している12）。そのため、透析患
者の特徴を把握しつつ、防災意識の影響要因を明
らかにすることは社会的にも意義があると考える。
さらには、透析患者を指導する際の重要な防災教

育としての一助となる可能性がある。
　したがって、本研究では、透析患者における防
災意識と影響する要因についての知見を探ること
を目的とし、この目的を検証するために、透析患
者の防災意識に基づいた防災リテラシーや透析に
特化した知識や準備状況、避難経験の有無を影響
要因として仮説に立て、質問紙調査を実施した。

用語の定義
　防災意識：Ozekiら1３）の定義より「災害に対し
て日常的に自らが被災し得る存在であることや、
情報的・物的・社会的備えが必要であることを認
識している度合い、また、自分や周囲の人の生命
や財産、地域の文化や共同体を自ら守ろうとする
程度」とした。

研究方法
　 1 ．研究デザイン
　本研究デザインは、研究協力医療機関において
外来通院している透析患者を対象とした横断研究
である。
　 2 ．対象者数の事前の検定力分析
　G*Power1４）を用いて事前の検定力分析を行い、
対象者数を推定した。効果量（f 2）は0.15に設定
して、説明変数の数を考慮して分析を行った結果、
281名と推定された。この際、検定力は0.80、有
意水準は0.05に設定した。
　 ３ ．調査施設および研究対象
　調査施設として日本透析医学会が発行する2019
年度日本透析医学会施設会員名簿より、血液透析
治療を行っている医療機関4053施設の中から300
施設を無作為抽出した。その中から2020年12月−
2021年 2 月の間に各施設 5 名、20歳代−70歳代の
外来通院している透析患者合計1500名を対象に、
無記名自記式質問紙による質問紙調査を実施した。
除外基準は、①心身に大きな影響を与えるような
重大な合併症（失明・がん・麻痺など）を持つ患
者、②認知機能に障害があり質問紙への回答が困
難な患者、③主治医の判断により対象として不適
当と判断された患者とした。
　医療機関には、研究協力は任意であることを依
頼文に明記した。医療機関に勤務する医師または
看護師に患者選定を依頼し、説明文書と質問紙、
返信用封筒を対象患者に配布してもらった。
　 ４ ．調査方法 
　 1 ）質問紙の配布と回収：対象者の所属する病
院の看護部長宛に、研究の趣旨、目的、方法等を
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記載した説明文書を送付し、患者に対し無記名自
記式質問紙の配布を依頼した。質問紙は、看護部
長宛の説明文書とともに郵送にて送付した。質問
紙は返信用封筒を同封し、回収は患者に直接投函
してもらった。
　 2 ）調査内容：無記名自記式質問紙では、以下
の項目について調査した。
　⑴　従属変数
　防災意識：島崎ら15）の「防災意識尺度」を用い
た。本尺度は、正しい防災意識・知識が身に付い
ているかをアウトカム指標としており、信頼性お
よび妥当性が確認されているため使用した。「被
災状況に対する想像力」、「災害に対する危機感」、
「他者指向性」、「災害に対する関心」、「不安」各
因子 ４ 項目計20項目で構成されている（災害に対
する関心のみ逆転項目）。防災への意識について、
6 点（とてもよくあてはまる）から 1 点（まった
くあてはまらない）の 6 段階評価で回答を求め、
点数が高いほど防災意識が高いことを示す。本尺
度に関し、開発者に研究の主旨について文書によ
る説明を行い、使用する許可を得た。
　⑵　独立変数

　①　基本属性：年齢、性別、血液透析歴、就労
状況、住居形態、家族構成、学歴、避難経験の有
無について調査した。
　②　災害への備え：災害に対する物の備えにつ
いては、先行研究 6 ）16）を参考に、生活基盤に関連
する項目として、靴、必要な薬（ ３ 日分）などの
6 項目、治療内容に関連する項目として、透析条
件が記載されているカード（メモ）、お薬手帳、
身体障がい者手帳（コピー）などの 6 項目、装備
品として、持ち出し用救急セット、電池式ラジオ
などの 8 項目、その他自分の生活機能のために必
要なもの計21項目について尋ねた。 ３ 点（備えて
いる）、 2 点（備えようと思っているが備えてい
ない）、 1 点（備えていない）の ３ 段階評価で回
答を得た。
　③　防災リテラシー：防災リテラシー17）とは、
「災害に対して、脅威を理解し、必要な備えなど
をしていざというときに適切な行動をとっていけ
る力」と定義されている認知的スキルである。防
災リテラシーは、自助能力を促進する要因として
重要な役割を果たしうる18）ことから、本研究では、
房ら1９）によって開発された「障がい当事者向け防

表 1 　災害への備えに関する項目　　Cronbach's α=.839 （n=2４0）

mean±SD

1 ．透析条件が記載されているカード（メモ） 2.4±0.9
2 ．お薬手帳 2.8±0.6
３ ．身体障がい者手帳（コピー） 1.9±0.9
４ ．特定疾病療養証（コピー） 1.8±0.9
5 ．保険証 2.8±0.6
6 ．靴 2.2±0.9
7 ．必要な薬（ ３ 日分） 2.5±0.8
8 ．災害要援護者透析カード 1.6±0.9
９ ．飲料水 2.3±0.9
10．透析者用の食品（ ３ 日分） 1.5±0.7
11．透析者用以外の食品（ ３ 日分） 2.0±0.9
12．衣類 1.9±0.9
13．持ち出し用救急セット 1.7±0.8
14．電池式ラジオ 2.3±0.9
15．電池式懐中電灯 2.8±0.6
16．携帯電話充電器 2.4±0.9
17．ヘルメット 1.5±0.8
18．簡易トイレ 1.3±0.7
19．レスキュー笛 1.4±0.8
20．防災カード 1.2±0.6
21．その他、自分の生活機能のために必要なもの 1.7±0.8

合計得点 2.0±0.9
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災リテラシー尺度」を一部修正し、使用した（以
下、防災リテラシー尺度とする）。例えば、災害
伝言板や災害伝言ダイヤルを使うことができると
いった質問項目では、災害伝言板、災害伝言ダイ
ヤルを別々の項目として尋ねた。また、②災害へ
の備えと重複している内容を除外し、質問項目と
した。本尺度は「とっさの行動」16項目、「そなえ」
18項目、「脅威の理解」12項目の全46項目からなり、
開発者によって信頼性および妥当性が確認されて
いる尺度である。一部修正後、最終的に質問項目
は「とっさの行動」17項目、「そなえ」23項目、「脅
威の理解」12項目の計52項目となった。それぞれ
の下位尺度について、あてはまる（ ４ 点）−あて
はまらない（ 1 点）の ４ 段階評価で回答を求め、
点数が高いほど防災リテラシーが高いことを意味
している。本尺度に関し、開発者に研究の主旨に
ついて文書による説明を行い、内容を一部改訂し
て使用する許可を得た。
　④　災害時の透析知識：透析患者おける災害時
に特化した治療に関する知識として、先行研究16）20） 

を参考に ９ 項目について、あてはまる（ ４ 点）−あ 
てはまらない（ 1 点）の ４ 段階評価で回答を得た。
　 5 ．分析方法
　本研究の実施にあたり、災害への備えおよび災
害時の透析知識の質問項目、防災リテラシー尺度
の一部修正において、各質問項目の表面的妥当性
の検討として、慢性期看護にかかわる有識者 ３ 名
とともに、検討を繰り返し、内容妥当性の向上に
努めた。 さらに、 内的整合性を確認するため、
Cronbach’s α係数を求めた。
　解析方法は、防災意識尺度については基本統計
量を算出し、避難経験の有無による防災意識尺度
の各質問項目および下位尺度ごとに平均値と標準
偏差（Mean±Standard Deviation 以下：mean±
SD）を求め、Mann-WhitneyのU検定にて得点差
の比較を行った。また、透析患者と先行研究15）で
示されている行政職員および主婦、学生、熊本地
震被災者との防災意識得点の比較を行った。防災
意識への影響要因については、防災意識の得点を
従属変数、その他の項目を独立変数としてステッ
プワイズ法による重回帰分析を行った。独立変数
の多重共線性の影響を排除するために、Spearman 
の順位相関係数にて相関係数が0.9以上となる項
目がないことを確認した。多重共線性の判断にお
いては、VIF（Variance Inflation Factor）が10
以上の変数がないことを確認した後、投入した。
さらに、Durbin-Watson比を用いて残差および外

れ値を検討した。重回帰分析を行うにあたり、名
義尺度と順序尺度はダミー変数化した。
　統計解析には、IBM SPSS statistics Ver. 27を
使用し、統計学的有意水準はすべて 5 ％とした。
　 6 ．倫理的配慮
　本研究は、富山県立大学の倫理委員会の承認を
得て実施した（承認番号看護R2−第 ４ 号）。
　調査においては、協力機関の看護部責任者に対
し、研究の依頼文書を送付し、本研究の目的・内
容について文書にて説明し同意を得た。また、患
者に対しては、協力機関の研究協力者が本研究の
説明を口頭と文書にて行い、同意を得た。説明文
書には、研究の目的・内容・研究方法・データ管
理に加え、研究への参加・不参加は本人の自由意
思であり、不参加であっても治療等に不利益を被
らない旨を明記した。また、患者本人からの質問
紙の郵送をもって研究への同意とみなした。

結　　果
　 1 ．評価尺度の信頼性の検定（表 1 − ３ ）
　Cronbach’s α係数は、災害への備えでは、α= 
.839、防災リテラシー下位尺度は、とっさの行動α
=.897、そなえα=.887、脅威の理解α=.846であり、
52項目全体ではα＝.942であった。災害時の透析
知識は、α=.826であった。
　 2 ．対象者の概要（表 ４ ）
　全国300施設各 5 名、計1500名の対象者に質問
紙の配布を行い、292名から回答を得た（回収率
19.5％）。 回答に不備のない240名（有効回答率
82.2%）を分析した。対象者の平均年齢は61.8±
11.0歳（mean±SD）、63.0歳（median）、平均透
析年数は10.9±9.3年であった。性別は男性が133
名（55.4％）、就労状況は就労なしが154名（64.2％）、
住居形態は戸建が179名（74.6％）、家族構成は同
居が212名（88.3％）、学歴は高校卒業が120名（50.0
％）と多かった。また、災害避難経験のある者は
34名（14.2%）であった。
　 ３ ．防災意識尺度の全体の得点分布（表 5 ・図
121））
　防災意識尺度20項目（合計点120点）における
総得点平均は77.1±9.8点であった。下位尺度別で
は、「被災状況に対する想像力」の合計点平均は
14.1±3.8点、「災害に対する危機感」は19.2±2.8点、
「他者指向性」は14.6±4.0点、「災害に対する関心」
は13.9±3.9点、「不安」は13.9±3.9点であった。
20項目のうち、最も平均点が高かった項目は、「防
災は自分の地域だけで完結するのではなく、他の
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表 ２ 　防災リテラシーに関する項目　　Cronbach's α=.942 n=2４0
mean±SD

【とっさの行動17項目　Cronbach's α=.897】
1 ．災害用伝言板を使うことができる 2.3±1.2
2 ．災害用伝言ダイヤルを使うことができる 2.4±1.2
３ ．避難所で、身の回りのケアや助けが必要な時に自分から声をあげられる 3.0±1.0
４ ．自力での避難が難しいとき、周りの人に助けを求めることができる 2.9±0.9
5 ．避難所では周りの人と積極的に挨拶をしようと思う 3.2±0.9
6 ．必要な薬や装具について、避難所の人に具体的に伝えることができる 3.0±0.9
7 ．避難所で、周りにいる人に支援を求めることができる 3.1±0.9
8 ．避難所で、周りに自分はどんな配慮が必要か、説明することができる 3.1±0.9
９ ．災害時、周りが避難しなくても、自分の判断で避難するかしないか決められる 3.3±0.7
10．避難所では、いろいろな役割を担おうと思う 2.7±1.0
11．災害時、避難するかしないかの判断が適切にできる 3.1±0.8
12．災害時には、まず自分の身の安全は自分で守るべきだと思う 3.7±0.5
13．災害時に家族や知人に安否情報を伝えることができる 3.5±0.7
14．地震が起こった時に、命を守る行動をとっさにとれる 3.1±0.8
15．災害が発生したとき、スムーズに避難できる 3.1±0.8
16．避難所ではボランティアをしようと思う 2.4±0.9
17．災害時の対策について「私たちのことを、私たち抜きに、決めないで」と思う 2.6±0.9

合計得点 50.4±9.1
RANGE 23−68

【そなえ23項目　Cronbach's α=.887】
1 ．私の住んでいる地域には、どのような防災計画があるか知っている 2.0±0.9
2 ．私の住んでいる地域では、どこが避難所になるか知っている 3.4±0.8
３ ．私の住んでいる地域では、福祉避難所がどこにあるか知っている 2.1±1.1
４ ．避難準備情報が出されたらどうすればよいか知っている 2.8±1.0
5 ．被災した時、行政からどんな支援が受けられるか知っている 2.0±0.9
6 ．災害時テレビで災害情報を得る 3.6±0.7
7 ．災害時ラジオで災害情報を得る 3.0±1.1
8 ．災害時携帯電話で災害情報を得る 3.2±1.0
９ ．災害時固定電話で災害情報を得る 2.0±1.1
10．避難所の場所を決めている 3.2±1.0
11．避難所への移動手段を決めている 3.1±1.0
12．災害や防災に関する情報を常にチェックしている 2.5±1.0
13．民生委員さんと日頃から挨拶をしている 1.7±1.1
14．近所の人と日頃から挨拶をしている 3.2±0.9
15．何かあったときに、近所で連絡できる人がいる 2.9±1.1
16．地震・津波や洪水の時にどうするか家族や身近な人と話し合っている 2.5±1.0
17．私の地域では、障がいのある人に避難について、普段から話し合いをしている 1.5±0.7
18．災害が起こった時に、近所で一緒に避難してくれる人がいる 2.2±1.1
19．災害が起こった時の連絡手段を、家族や身近な人と確認している 2.6±1.0
20．災害時にどうやって情報を得たらよいか考えている 2.8±0.9
21．住宅の耐震対策を行っている 2.3±1.0
22．家具を固定している 2.0±1.0
23．自宅の近くに燃えやすい物を置かないようにしている 3.0±1.0

合計得点 59.6±12.0
RANGE 27−90

【脅威の理解12項目　Cronbach's α=.846】
1 ．地震・津波や洪水の対策について強い興味・関心がある 3.0±0.8
2 ．災害や防災に関する情報を常にチェックしている 2.7±0.8
３ ．ハザードマップをもとに、災害時どこに危険な場所があるか言える 2.3±1.0
４ ．住宅が密集し、火事が起こると延焼の危険性が高い地区を知っている 2.1±1.0
5 ．地震が起こると、多くの建物が倒れる恐れのある地区がどこにあるか知っている 2.0±0.9
6 ．住んでいる地域周辺で震災をもたらす恐れのある断層がどこか知っている 2.0±1.0
7 ．地震・津波や洪水について十分な知識を持っている 2.3±0.8
8 ．自宅の耐震性能がどの程度あるか知っている 2.5±1.0
９ ．私の地域で過去にどのような災害が起こったか知っている 2.5±1.1
10．地震などの災害は身近なことだと感じる 3.4±0.8
11．家族や知人と地震の危険性について話し合っている 2.5±1.0
12．いざというときに、周りから支援があれば障がいのある人は災害弱者にはならないと思う 2.8±0.9

合計得点 30.2±6.7
RANGE 16−48
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地域との連携も必要だと思う」が5.0±0.9点、最
も平均点が低かった項目は、「災害対策は耐震補
強や防波堤の整備など物理的なものだけで十分だ
と思う」が2.6±1.0点であった
　また、透析患者と行政職員および主婦、学生、
熊本地震被災者との防災意識得点の比較を図 1 に
示した。
４ ．避難経験の有無による防災意識尺度得点比較
（表 5 ）
　防災意識尺度について、20項目の合計点の平均
点は、避難経験がある群80.9±3.5点、避難経験の

ない群76.5±9.5点であり、避難経験のある群にお
いて有意に得点が高かった。Mann-WhitneyのU
検定による比較では、20項目のうち下位尺度「被
災状況に対する想像力」のすべての項目を含む 6
項目において、避難経験がある群で有意に得点が
高かった（p＜.05）。また、「他者指向性」に関し
ては「色々な友達をたくさんつくりたい」「他の
人のために何かしたいと思う」の 2 項目において、
避難経験がある群で有意に得点が高かった（p＜.05）。 
一方、下位尺度「災害に対する関心」である「自
分の利益にならないことはやりたくない」「自分

表 3 　 災害時の透析知識に関する項目　　Cronbach's α=.826 n=2４0

mean±SD

1 ．透析時、地震が起きた時の対処行動を知っている 2.5±1.0

2 ．透析時、火災が起きた時の対処行動を知っている 2.3±1.0

３ ．透析時、停電が起きた時の対処行動を知っている 2.3±1.0

４ ．透析中止および避難の必要性がある場合、緊急離脱の方法を知っている 2.2±1.0

5 ．震災後の数日は、透析間隔が不規則になる可能性があることを知っている 3.2±1.0

6 ．震災後の数日は、 1 回の透析時間が短くなる可能性があることを知っている 3.0±1.1

7 ．自分のドライウエイトを言える 3.8±0.6

8 ．シャントの穿刺部位を言える 2.9±1.2

９ ．透析で使用する薬剤のアレルギーの有無を言える 2.9±1.2

合計得点 2.9±1.1

表 4 　対象者の属性 （n=2４0）
mean±SD／n（%）

年齢 61.8±11.0

透析歴 10.9±9.3

性別 男性 133 （55.4）
女性 107 （44.6）

就労状況 就労あり 86 （35.8）
就労なし 154 （64.2）

住居形態 戸建 179 （74.6）
集合住宅 56 （23.3）
その他 5 （2.1）

家族構成 同居 212 （88.3）
一人暮らし 28 （11.7）

学歴 中学卒業 27 （11.3）
高校卒業 120 （50.0）
短大・専門卒業 45 （18.7）
大学・大学院卒業 44 （18.3）
不明 ４ （1.7）

避難経験 あり 34 （14.2）
なし 206 （85.8）
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被災状況の想像力

災害の危機感

A

B

C

D

E

他者指向性

災害に対する関心

総合点

20
下から0.1%

30
下から2.3%

40
下から15.9%

80
上から0.1%
東大理三級

60
上から15.9%
MARCH級

70
上から2.3%
早慶上智級

50
平均値

不安

行：行政職員平均値
主：主婦平均値
学：学生平均値
熊：熊本地震被災者平均値（2017/2時点）
●：本研究（血液透析患者）における合計点および下位尺度得点の平均値

表 5 　防災意識尺度の下位尺度得点と項目別得点
全体

（n=240
M±SD）

避難経験 
あり

（n=34 M±SD）

避難経験 
なし

（n=206 M±SD）
p値

【下位尺度 1 ：被災状況に対する想像力】
1 ．災害発生時に人々がどのような行動を取るか具体的なイメージがある 3.6±1.1 3.9±0.9 3.5±1.1 .031*
３ ．災害発生時に必要となる物資の具体的なイメージがある 3.8±1.1 4.1±1.0 3.7±1.1 .044*
5 ．災害発生時に町がどうなるかの具体的イメージがある 3.3±1.3 3.9±1.3 3.2±1.2 .002*
19．災害発生時に自分がどのような対応をすればよいか具体的なイメージがある 3.5±1.1 4.0±0.9 3.4±1.1 .003*
合計点 14.1±3.8 15.9±3.4 13.8±3.7 .002*

【下位尺度 2 ：災害に対する危機感】
6 ．ひとたび災害が起きれば大変なことになると思う 5.0±0.9 5.0±0.9 5.0±0.9 .951
12．災害は明日来てもおかしくない 4.7±1.1 4.9±1.2 4.6±1.1 .088
13．個人の努力だけで災害の被害を減らすことは難しいと思う 4.7±1.1 4.7±1.2 4.7±1.1 .930
17．防災は自分の地域だけで完結するのではなく他の地域との連携も必要だと思う 5.0±0.9 5.1±0.8 5.0±0.9 .502
合計点 19.2±2.8 19.6±2.8 19.1±2.8 .346

【下位尺度 ３ ：他者指向性】
４ ．色々な友達をたくさんつくりたい 3.6±1.2 3.9±1.5 3.5±1.0 .032*
16．人とコミュニケーションを取るのが好きだ 3.9±1.2 4.1±1.4 3.8±1.2 .166
18．人が集まる場所が好きだ 3.4±1.2 3.7±1.2 3.3±1.2 .053
20．他の人のために何かしたいと思う 3.9±1.1 4.3±1.1 3.8±1.1 .018*
合計点 14.6±4.0 16.1±4.8 14.3±3.9 .023*

【下位尺度 ４ ：災害に対する関心】
2 ．自分の利益にならないことはやりたくない　R 2.8±1.1 2.6±1.3 2.9±1.1 .046*
９ ．自分の身近なところで起きそうなことだけ考える　R 3.4±1.1 3.0±1.1 3.5±1.1 .009*
11．普段は災害のことは考えない　R 3.7±1.0 3.6±1.2 3.7±1.2 .435
15．災害対策は耐震補強や防波堤の整備など物理的なものだけで十分だと思う　R 2.6±1.2 2.8±1.0 2.6±1.0 .259
合計点 13.9±3.9 16.1±4.8 14.4±3.9 .114

【下位尺度 5 ：不安 】
7 ．自分は心配性だと思う 4.0±1.0 3.8±1.4 4.0±1.3 .533
8 ．不安を感じることが多い 3.5±1.3 3.3±1.1 3.6±1.3 .176
10．災害のことを考え始めると、様々なパターンの被害を妄想してしまう 2.9±1.1 2.7±1.1 2.9±1.3 .311
14．身の回りの危険をいつも気にしている 3.5±1.1 3.7±1.0 3.5±1.1 .329
合計点 13.9±3.9 13.4±10.4 14.0±4.0 .402
尺度全体の合計点 77.1±9.8 80.9±3.5 76.5±9.5 .013*

Mann-WhitneyのU検定　*p<.05
M±SD：平均値±標準偏差　R：逆転項目

図 1 　防災意識尺度　得点分布　　防災意識尺度２1）より引用し一部改変
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の身近なところで起きそうなことだけ考える」の
2 項目において、避難経験がない群で有意に得点
が高かった（p＜.05）。
　 5 ． 透析患者における防災意識の影響要因 
（表 6 ）
　防災意識の説明にもっとも最適なモデルを明ら
かにするために、防災意識の合計点と独立変数で
ある各項目との相関において、有意差のあった70
項目を投入し、重回帰分析のステップワイズ法に
よる解析を行った。その結果、災害への備えの「レ
スキュー笛」（β=.11，p＜.05，VIF=1.15）、防災
リテラシーのとっさの行動である「避難所では、
いろいろな役割を担おうと思う」（β=.24，p＜
.001，VIF=1.33）、「避難所では周りの人と積極的
に挨拶をしようと思う 」（ β= . 21，p＜. 001，
VIF=1.36）、および、脅威の理解である「家族や
知人と地震の危険性について話し合っている」（β
=.22，p＜.001，VIF=1.62）、「地震などの災害は
身近なことだと感じる 」（ β= . 22，p＜. 001，
VIF=1.24）、「災害や防災に関する情報を常にチ
ェックしている」（β=.16，p＜.001，VIF=1.30）、 
災害時の透析知識である「シャントの穿刺部位を
言える」（β=.11，p＜.05，VIF=1.01）が有意な
影響項目として明らかになった。作成した重回帰
モデルは有意であり（p＜.05）、 調整済み決定係
数R2は0.540であった。VIF値は1.01−1.62であり
多重共線性の問題はなかった。これらの解析にお
いてDurbin-Watson比は2.073であり、外れ値はな
かった。また、Shapiro-Wilk検定の結果、残差の
正規性が確認された。

考　　察
　 1 ．透析患者における防災意識について
　透析患者の防災意識は、図 1 および防災意識尺
度得点より下位尺度である「被災状況の想像力」、
「災害の危機感」、「他者指向性」は偏差値50より
高い傾向、「災害に対する関心」、「不安」は低い
傾向を示した。また、行政職員、主婦、学生、熊
本地震被災者との比較では「災害の危機感」はや
や高く、「災害に対する関心」、「不安」がやや低
い傾向にあった。
　しかしながら、本研究結果に示す透析患者と一
般的な国民である行政職員、主婦、学生、さらに
は、日本の大きな災害として挙げられる熊本地震
被災者において、全ての項目が偏差値45〜55の範
囲にあり、相違は認められなかった。この理由と
して、江原22）は、災害弱者であるからこそ、防災
に対する認識を強く持つ必要があると述べており、
本研究結果より、災害弱者としての認識が低い傾
向にある可能性が示唆された。
　 2 ．避難経験の有無による防災意識の比較
　避難経験の有無による防災意識尺度の下位尺度
得点および合計点の 2 群間の比較では、避難経験
のある群がない群と比較し、「被災状況の想像力」、
「他者指向性」において有意に得点が高かった。
藤見ら2３）は、災害発生地に在住する地域住民は自
助や共助意識が高く、避難判断および避難援助な
どの実質的な行動や他者を助けるといった意識が
強いと述べており、本研究においても避難経験の
有無が「被災状況の想像力」、「他者指向性」に関
連していることが考えられた。
　一方で、避難経験が無い透析患者は「被災状況
の想像力」、「他者指向性」が低いため、これらの

表 6 　血液透析患者における防災意識に影響する要因 （n=2４0）
項目 従属変数＝防災意識

β ｐ値 VIF

レスキュー笛 .11 ＜.05* 1.15

避難所では、いろいろな役割を担おうと思う .24 ＜.001*** 1.33

避難所では周りの人と積極的に挨拶をしようと思う .21 ＜.001*** 1.36

家族や知人と地震の危険性について話し合っている .22 ＜.001*** 1.62

地震などの災害は身近なことだと感じる .22 ＜.001*** 1.24

災害や防災に関する情報を常にチェックしている .16 ＜.001*** 1.3　

シャントの穿刺部位を言える .11 ＜.05* 1.01

重回帰分析（ステップワイズ法）
自由度調整済R2=.540　*p<.05　***p<.001
β＝標準偏回帰係数　VIF＝Variance Inflation Factor
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課題に対応する必要がある。この課題を解決する
には、災害を具体的に自分の事として捉えてもら
うことが重要であると考える。国土交通省2４）は、
住民自らの行動に結びつく水害・土砂災害ハザー
ド・リスク情報共有プロジェクトの中で、個人の
切迫感を高めるには、身近な地域の情報提供が効
果的であると述べている。本研究からも防災意識
尺度の項目の中で、「防災は自分の地域だけで完
結するのではなく、他の地域との連携も必要だと
思う」が最も得点が高かった。このことより、透
析患者も一般住民と同様、身近な情報提供を通じ
て災害に対する想像力を身につけていく必要があ
ると考える。
　透析患者およびその家族の医療や生活を支える
団体として、腎友会をはじめとした患者会が医療
機関および市町村・都道府県単位で様々な活動を
行っている25）。そのため、患者会を活用した身近
な地域の災害情報の提供やハザードマップの活用
促進が、透析患者の意識の向上には重要と考える。
　 ３ ．透析患者における防災意識に影響する要因
　本研究では、血液透析患者における防災意識へ
の影響要因が複数明らかとなった。また、調整済
み決定係数R2が0.540であることからも、 回帰モ
デルとしての説明力は一定の担保が得られたもの
と考える。
　 1 ）災害への備え
　本研究では、レスキュー笛の備えが防災意識に
正の影響を与えることが明らかとなった。この項
目は、他の項目にあるような“身分証明”や“衣
食住”に関するアイテムというよりは“救援を呼
ぶための器具”の備えについて尋ねている。 1 項
目から多くを解釈することは難しいが、このアイ
テムに着目するならば、レスキュー笛の携帯によ
り救援を呼ぶといった自助行動へとつながり、透
析患者の防災意識の向上に寄与する可能性が推察
された。わが国における透析患者の高齢化は顕著
であり、フレイルの有症率が一般集団、保存期慢
性腎臓病患者よりも高率である26）27）。さらに、非
高齢者においても13.5％がフレイルに発症してい
るとの報告がある28）。災害対策の一環として、患
者参加型の避難訓練を実施し、成果を上げている
透析施設の報告も見られるが2９）３0）、透析患者の身
体的側面を捉え、レスキュー笛を活用した受援力
について患者教育に取り入れていくことも、防災
意識の向上においては意義があると考える。二本
柳ら３1）の災害時の備えに関する実態調査では、レ
スキュー笛を備えている割合が、中年・壮年期群

および高齢者群ともに低く、 全体では4.1％であ
った。本研究においても、レスキュー笛を備えて
いる割合は17.1％と低い傾向にあった。そのため、
レスキュー笛の備えを促していくとともに、使用
による救助事例なども提示し働きかけていくこと
が透析患者の防災意識向上には重要であると考え
る。
　 2 ）防災リテラシー
　防災リテラシー尺度においては、影響因子 7 項
目のうち、下位尺度である「脅威の理解」で ３ 項
目、「とっさの行動」で 2 項目が影響因子として
抽出された。これらの項目は、周囲や地域との主
体的なかかわりによる患者自身の「互助」を促進
するための社会力と災害に対する想像力、情報収
集力が防災意識向上に関与していると推察された。
透析患者においては、他の疾患と比べても患者同
士のつながりが緊密であることから、患者同士の
コミュニケーションが情報の交換ツールとなり、
多くの同病者に共有されやすいといった特徴を持
つ３2）と言われている。さらに、工藤３３）は日頃から
専門職間や地域の人々と災害を話題にして「互助」
の基盤づくりを進めていくことの重要性を述べて
いる。したがって、同じ疾患を持った透析患者同士 
が災害について話し合えるような環境整備や、腎
友会などを通じてつながりを促進できるような体
制づくりが防災意識の向上において重要と考える。
　 ３ ）災害時の透析知識
　血液透析に特化した知識として、シャントの穿
刺部位が言えることが防災意識に正の影響を及ぼ
していた。透析患者にとって内シャントをはじめ
としたバスキュラーアクセスは、“命綱”と称さ
れるほど継続した透析治療を実施する上で重要な
役割を果たしている。そのため、シャント部位が
生命を維持する上で重要と認識していることが防
災意識に影響したものと考える。避難所での集団
生活空間においては手指の清潔が保ちにくく、透
析患者に特有な感染症としてシャント穿刺部感染
が挙げられ、被災後にはシャント閉塞が高率に合
併するとの報告もある３４）３5）。したがって、透析患
者が防災意識を高めるには穿刺部位に関すること
に加え、患者自身が災害による弊害を予測できる
ようなシャント管理についての患者教育が防災意
識を高める上で重要と考える。

研究の限界
　本研究の限界について述べる。本研究では多施
設を対象とした研究ではあるが横断研究のため、
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防災意識とその関連要因との因果関係までは推定
できない。また、外的妥当性についても検討して
いないため、本研究結果は一般化することはでき
ない。さらに、本研究では回収率が低く、未回収
者については防災リテラシーや災害への知識など
が高いか低いかが議論できないことから、ノンレ
スポンスバイアスを考慮に入れる必要がある。回
収率が低かった理由について、調査依頼期間がコ
ロナウイルス感染症拡大下にあり、医療機関の業
務負担が影響した可能性も考えられる。そのため、
事前に対象者数分析にて281名と推定されたが、
本研究で調査された対象者は240名であり、対象
者数の不足が明確である。対象者は、自記式質問
紙に回答が可能な患者を対象としたため、対象者
の平均年齢が全国平均より下回っており、全ての
透析患者に当てはまらない可能性がある。加えて、
今回は全国を対象に調査を行ったが、地域による
比較などは実施していない点や避難経験はないが、
医療機関や地域での避難訓練経験の有無について
尋ねていない点が挙げられる。今後は、そのよう
な背景も考慮し、防災意識の因果関係の推定や具
体策について検討していく必要がある。

結　　語
　本研究は、外来通院している透析患者の防災意
識と影響する要因について調査を行った。その結
果、透析患者の避難経験の有無による検討では「被
災状況に対する想像力」、「他者指向性」、「災害に
対する関心」において避難経験の有無が影響して
いた。また、防災意識尺度に影響する要因として、
災害への備えでは「レスキュー笛」、防災リテラ
シーでは「避難所では、いろいろな役割を担おう
と思う」、「避難所では周りの人と積極的に挨拶を
しようと思う」、「家族や知人と地震の危険性につ
いて話し合っている」、「地震などの災害は身近な
ことだと感じる」、「災害や防災に関する情報を常
にチェックしている」の 5 項目、災害時の透析知
識では「シャントの穿刺部位が言える」の 1 項目、
計 7 項目が影響要因として抽出された（ R2＝
.540）。 そのため、 透析患者の防災意識を高める
うえで、災害への備えや防災リテラシーおよび透
析知識を防災教育として取り入れる必要が示唆さ
れた。
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看護専門学校生に対する“支援ツール”を用いた 
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for nursing school students
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要　　旨

目的：Ａ看護専門学校では独自の学生支援ツールを学校生活支援のために活用している。その支援ツール
で学生と教員は毎日やりとりしている。そこで学生の思いから支援ツールがどのように支援に役立ってい
たのかを明らかにする。
方法：在校生 7 名を対象に半構成的面接法を用い、学生支援ツールについて思っていることを尋ねた。デ
ータは質的記述的に分析した。
結果：関連する15カテゴリー【学生生活のことを書く】【支援ツールでのやりとり】【支援ツールでの相談】
【教員からの返信姿勢】【支援ツールに書きたい】【もっと知り合いたい】【支援ツールは義務】【教員との
距離が縮まる】【私をわかってくれている教員】【本音が言える支援ツール担任】等と、 ３ つの分類“毎日

看護実践学会誌　　Journal of Society of Nursing Practice, Vol.34, No.1, pp.97〜105， 2022
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提出するもの”“教員とやりとりできるもの”“教員との関係性を作るもの”が抽出された。
考察：支援ツールは学生にとって教員への相談のきっかけとして活用されていたと考えられる。

はじめに
　現在全国の看護師養成所において、26万人余り
の学生が学んでいる。 令和元年度は6.5万人が入
学している 1 ）。看護学生は学校生活を送るうえで
多くの問題を抱えており、住谷他 2 ）は、看護専門
学校の学生は実習、日々の学習、人間関係の困難
な体験により学業継続を困難と感じていると述べ
ている。また、今井 ３ ）は、看護学生は一般大学生
と比較すると、学校生活上のストレスやメンタル
ヘルス上の問題をより抱えること、小林他 ４ ）は、
1 年生の半数は窓口があれば教員へ相談したいと
考えていることを報告している。八島他 5 ）は、看
護系大学生の68.4％が悩みをもっており、特に 1
年生においては51.3％の者が専門のカウンセラー
の必要性を感じていると報告している。岩永他 6 ）

は、 看護学生を対象に精神健康状態をGeneral 
Health Questionnaire（GHQ）-12を用いて調査し
ており、精神的に不健康とされる学生は全体の ３
割以上であり、1 年生が最も高いと報告している。
しかし、大学生は教員への相談がそもそも少ない
7 ） 8 ）ことがわかっている。入学後間もない時期は、
環境や人間関係の変化、学習内容もより専門的な

ものとなり戸惑いや不安は大きい。このことは同
じ年代である看護学生にも当てはまると考えられ
る。特に看護専門学校では、必要な課程を ３ 年間
で納めなければならないということ、学生当たり
の教員数が大学と比較して少ないことなどから、
時間的な余裕や教員と関わる時間が少ないと考え
られる。また、看護専門学校には社会人入学生が
約 2 割おり 1 ）、多様な背景を持つ学生が多いとい
う特徴もある。看護専門学校生の戸惑いや不安は
より多様で複雑であると考えられ、入学時から継
続した学校生活への適応支援は重要である。しか
し、これまで看護専門学校生を対象とした研究報
告は極めて少ない。
　Ａ看護専門学校では、自己コンディション表（以
下、支援ツールとする）という支援ツールを学校
生活適応支援のために活用している。支援ツール
はＡ看護専門学校が独自に開発し、学生は生活習
慣の振り返りや学生生活全般の相談ができるよう
に、また、教員は学生の学習状況や生活状況の把
握、対応のきっかけにできるようにという目的で、
平成17年度から導入された学生支援ツールである
（図 1 ）。

図 1 　学生支援ツール：自己コンディション表
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　しかしこの支援ツールが学生の支援となってい
るかについてはこれまで検討されていない。そこ
で支援ツールについて学生はどのように思ってい
るのか知ることができれば、学生への支援方法の
示唆が得られると考えた。
　本研究は、活用していた支援ツールが支援にど
のように役立っているのか、学生は支援ツールの
やりとりをどのように感じているか、その思いか
ら明らかにすることを目的とした。

方　　法
　 1 ．研究デザイン
　質的記述的研究
　 2 ．研究参加者
　研究参加者は、参加に同意を得られたＡ看護専
門学校の在校生 8 名のうち、のちに辞退を申し出
た 1 名を除く 7 名（ 1 年生 1 名、 2 年生 ３ 名、 ３
年生 ３ 名、男性 ３ 名、女性 ４ 名、社会人経験者は
３ 名）であった。また、参加応募者は男性が多か
った。
　 ３ ．選定プロセスと選定基準　
　Ａ看護専門学校は、各学年40名、計120名で、
そのうち社会人は約 2 割、男女比は 2 対 8 である。
研究参加者に学年、性別による偏りが出ないよう、
また社会人が含まれるよう対象者を選定した。そ
のうち研究参加の意思を示した者を参加者とした。
　 ４ ．支援の概要
　学生と教員はペアになり支援ツールを行き来さ
せた。学生は毎日のコンディション（体調、食事・
睡眠状況、学習の様子、その日思ったこと、相談
したいこと等）を記載し、毎朝登校時に提出し、
下校時に持ち帰った。教員は提出された支援ツー
ルに毎日コメントした。このように交換日記のよ
うな形式で運用された。支援ツールを担当する教
員（以下、支援ツール担任とする）は、主に学生
の精神的な支援を担う目的で、学年担任とは別に
設けられた。支援ツール担任は、各学年から ４ −
5 名ずつを混合した12名程度のグループを 2 グル
ープ担当した。また、教員との相性や多様な支援
を体験するという観点から 1 年ごとに交代した。
　 5 ．データ収集期間と方法
　データ収集期間は平成30年 2 − 8 月であった。
データ収集は半構成的面接法を用いた。支援ツー
ルについて日頃思っていることについて、自由に
語ってもらった。面接は20分程度で 1 回実施した。
研究参加者の承諾が得られた場合はICレコーダ
ーに録音した。

　 6 ．分析方法
　質的記述的に分析した。面接内容から逐語録を
作成し、その逐語録を丹念に読み込み、一内容ご
とに切片データ化し、意味内容の似通ったものを
まとめ、サブカテゴリー、カテゴリーと抽象度を
上げて概念を抽出した。さらに、カテゴリーから
思いの分類を抽出した。その分類と概念を使って
支援ツールについての思いを説明した。なお、分
析の真実味を確保するために、質的研究に精通し
た研究者のスーパーバイズを受け、分析の妥当性
を確認した。
　 7 ．倫理的配慮
　研究参加者には、本研究の趣旨について口頭と
書面で説明した。参加者は研究に参加協力を得ら
れる学生とし、協力は任意であること、途中棄権
が可能であること、研究に参加しなかった場合で
も不利益がないこと、データの匿名性と守秘性に
ついて説明し書面にて同意を得た。また、面接内
容が研究参加者の学業成績等への影響がないこと
を保障した。学生個人が特定されることがないよ
う、参加者の基礎データの取り扱いおよび面接は
第一著者が行った。なお、第一著者は学年担任お
よび支援ツール担任の業務は行っていない。本研
究は、参加者の所属する看護専門学校の倫理委員
会の承認を得た後に行った（No. 2）。

結　　果
　支援ツールに対する思いに関連した概念を抽出
した。関連するカテゴリーは15あった（表 1 ）。
また、支援ツールに対する思い ３ 分類が抽出され
た。
　以下、分類は“ ”、カテゴリー【　】、サブカ
テゴリー＜　＞、参加者の言葉は斜体で記入し、
引用箇所の最後に参加者ID番号を［　］内に示す。
参加者の言葉で意味が伝わりにくい場合は（　）
にて補足説明を加えた。
　 1 ．支援ツールについての思い
　以下、カテゴリー、サブカテゴリーと分類を用
いて看護学生の支援ツールについての思いを述べ
る。
　入学後、半ば強制的に支援ツールの提出を求め
られる学生は、当初【支援ツールはめんどくさい】
と思いつつも、＜日々のストレスを書（く）＞い
たり＜同級生のことを書いた＞り、【学生生活の
ことを書（く）】いていた。期せず支援ツールを
書くことで＜自分の生活を振り返る＞ことにもな
り【自分を知るために書く】者もいた。学生は支
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表 1 　Ａ看護専門学校の学生が支援ツールについて思うこと

カテゴリー サブカテゴリー

支援ツールはめんどくさい 支援ツールはめんどくさい
支援ツールは書きたくない
大変で書かなくなる

自分を知るために書く 自分の生活を振り返る
自分を知るために書く

学生生活のことを書く 日々のことを支援ツールに書いた
同級生のことを書いた
日々のストレスを書く

提出と教員は関係しない 提出は教員によらない

支援ツールでのやりとり 支援ツールでやりとりする
1 年生の時は毎日書いた
支援ツールを提出する習慣がある
書くことでコミュニケーションがとれる

支援ツールでの相談 支援ツールで勉強方法について相談
支援ツール担任に相談する
学生とは違うアドバイス
生活のアドバイス
気持ちをリアルタイムで伝えられる

教員からの返信姿勢 教員が共感して嬉しい
安心につながる返信
返事を忘れる教員
返信するかは教員の返信による

支援ツールに書きたい 支援ツールに書くと楽になる
支援ツールのやりとりは楽しい
書きたいから書く
支援ツール再開は楽しさと愛情

もっと知り合いたい 自分のことを知っていてほしい
教員も学生を把握できる
支援ツール担任のことを知りたい

支援ツールは義務 支援ツールは義務
支援ツール担任に言われて書く
支援ツールを強制しないでほしい
一度出さないと出さなくなる

教員との距離が縮まる 支援ツール担任との関係が深まる
他の教員に親近感がわく

私をわかってくれている教員 自分のことを知っている支援ツール担任
支援ツール担任は自分のことを見ている
支援ツール担任は味方

本音が言える支援ツール担任 支援ツール担任には相談しやすい
学年担任が支援ツール担任だと本音が書けない

支援ツール担任は私の教員 支援ツールからの特別なやりとり
自分専門の教員
支援ツール担任は特別
担当学生は特別

支援ツール担任は教員の一人 支援ツール担任と学年担任の印象は同じ
支援ツール担任より学年担任の方が近い
学年担任に相談する
悩みは支援ツールに書かない



― 101 ―

援ツールの【提出と教員は関係しない】としてい
た。徐々に毎日書くことが習慣化され、＜書いて
コミュニケーションとれるのは良い＞と感じて支
援ツール担任と【支援ツールでのやりとり】をす
る中で、教員には勉強方法や学校生活、＜学生と
は違うアドバイス＞を求めて【支援ツールでの相
談】をしていた。この頃の学生は、支援ツールは
“毎日提出するもの”として捉えていた。
　提出するものとして始めた支援ツールではある
が、学生は教員からの返信に＜教員が共感して嬉
しい＞＜安心につながる返信＞と感じ、納得でき
る【教員からの返信姿勢】を求めるようになって
いた。教員からの返信がある場合、＜支援ツール
でのやりとりは楽しい＞と感じ、自分のことを【支
援ツールに書きたい】と感じていた。＜自分のこ
とを知っていて欲しい＞＜支援ツール担任のこと
を知りたい＞と【もっと知り合いたい】とも考え
ており、支援ツールは“教員とやりとりできるも
の”と感じるようになっていた。一方、期待する
ような【教員からの返信姿勢】が感じられなかっ
た場合、【支援ツールは義務】と感じていた。
　支援ツールでのやりとりが続き＜支援ツール担
任との関係が深まる＞につれ、他の【教員との距
離が縮まる】とも感じていた。支援ツール担任は
【私をわかってくれている教員】であり、【本音
が言える支援ツール担任】という存在になってい
た。そのうえで＜支援ツール担任は特別＞な存在
と感じ【支援ツール担任は私の教員】と捉えてい
た。学生は支援ツールを“教員との関係性を作る
もの”と感じていた。一方、支援ツール担任との
関係が深まらず、義務で書いている学生は＜悩み
は支援ツールに書かない＞とし、【支援ツール担
任は教員の一人】にすぎないと捉えていた。
　 2 ．各概念の記述
　以下、 ３ つの“分類”毎に抽出したカテゴリー
を説明する。
1 ）“毎日提出するもの”に関連する 6 カテゴリー
　【支援ツールはめんどくさい】：入学直後から
半ば強制的に書いて提出することを求められ、＜支
援ツールはめんどくさい＞＜支援ツールは書きた
くない＞と思い、＜大変で書かなくなる＞ことも
あると感じていた。
　（支援ツールは）ちょっといらないのかなぁっ
ていうのがあったんですけど、めんどくさいって
いうのもあったんですけど、［ID6］
　【自分を知るために書く】：継続的に支援ツー
ルを書くことで＜自分の生活を振り返る＞機会と

なり、＜自分を知るために書く＞こともしていた。
　あとは、勉強時間を（支援ツールに）書かなき
ゃいけないじゃないですか。書いて（自分の生活
についての）内容とか。で、なんか自分が（うま
く）やれなかった日とかの反省だったりとか、昨
日やれなかったから今日やろうみたいな。（支援
ツールを）見て（自分の生活が）わかるから、そ
ういう（自分のことがわかる）部分もあったかな
ぁって思います。［ID5］
　【学生生活のことを書く】：学生は支援ツールに、
何気ない＜日々のことを支援ツールに書い（た）＞
ていた。その中では学校生活での＜同級生のこと
を書いた＞り、起こった＜日々のストレスを書（く）＞ 
いたりしていた。
　どこどこに遊びに行ったとか、こういうもの買
ったっていうのとか、好きなものとかを（支援ツ
ールに）書いていました。［ID7］
　【提出と教員は関係しない】：支援ツールの＜提
出は教員によらない＞とし、提出先の教員が誰か
は気にしていなかった。学生は支援ツールの記載
と提出を求められ、その指示に従っていた。
　いやー。教員によって自己コン（ディション表）
を出したり出さなかったりすることはあんまり（な
い）。［ID7］
　【支援ツールでのやりとり】：入学時から毎日、
＜支援ツールでやりとりする＞ことを求められた
学生は、＜ 1 年生の時は毎日書いた＞ことによっ
て＜支援ツールを提出する習慣がある＞状態とな
っていた。支援ツールを書くことによって、支援
ツール担任と＜書くことでコミュニケーションが
とれる＞と感じていた。
　それ（自分のコメント）に対して先生が、えっ
と「自分もそれが好き」だったりとか、「良かっ
たね」とか、そういうことを返してくれたので、
続きました。［ID7］
　【支援ツールでの相談】：＜支援ツールで勉強
方法について相談＞したり、日々の＜生活のアド
バイス＞をもらっていた。＜支援ツール担任に相
談する＞ことで、＜学生とは違うアドバイス＞を
もらえたり、＜気持ちをリアルタイムで伝えられ
る＞体験をしていた。
　それ（支援ツール）があることによって、あの、
同じ（看護学校の）同級生とかには言えないこと
を、その（支援ツール担当の）先生に、愚痴じゃ
ないですけど、愚痴とか、自分の思っていること
とかも言えたんで、なんか、その今の（看護）学
校生活の悩みとかを打ち明けれたんで。うん。［ID4］



― 102 ―

　 2 ）“教員とやりとりできるもの”に関連する
４ カテゴリー
　【教員からの返信姿勢】：教員から求められて
始めたやりとりであるが、学生は＜教員が共感し
て嬉しい＞＜安心につながる返信＞と感じ、＜返
事を忘れる教員＞と書いたことに反応を求めてい
た。支援ツールに＜返信するかは教員の返信によ
る＞とし、やりとりするかは教員の返信の姿勢次
第と感じていた。
　（続けられたのは）やっぱりなんかその、返信
してくれる（支援ツールの）先生だったので、な
んか、交換日記みたいな感覚で、かるくやってま
した。［ID2］
　これは言っていいのかわかんないですけど、 2
年になって支援ツール担任変わるじゃないですか。
けっこう、今度の（支援ツールの）先生は、忘れ
るんですよ、返事を。そうすると、「うーん、私
も（支援ツール）出さなくていいかな」みたいな
気持ちになったりとか。［ID5］
　【支援ツールに書きたい】：学生は＜支援ツー
ルに書くと楽になる＞と感じ、継続される中で＜支 
援ツールでのやりとりは楽しい＞＜書きたいから
書く＞と変化してきていた。また、一旦中断して
しまっても＜支援ツール再開は楽しさと愛情＞と
感じ再開していた。
　支援ツールで一番楽しかったことは、えっと、
自分がうれしいことを話したときに、先生も自分
のようにうれしく書いてくれたり、［ID6］
　【もっと知り合いたい】：支援ツールを通じて
学生は＜自分のことを知っていてほしい＞と思う
ようになっていた。学生は支援ツールに対し＜教
員も学生を把握＞するものとして捉えているが、
学生自身も支援ツールを通じて、もっと＜支援ツ
ール担任のことを知りたい＞と考えるようになっ
ていた。
　私をこんなにも知ってくれているんで、私もそ
の先生のことを少しでも知りたいなーって言うの
が続いた理由だと思います。［ID6］
　【支援ツールは義務】：支援ツール担任との関
係構築がうまく進まないと、＜支援ツールは義務＞ 
と感じ、＜支援ツール担任に言われて書く＞とし
＜支援ツールを強制しないでほしい＞と考えてい
た。そのため＜一度出さないと出さなくなる＞状
態となっていた。
　まあ、最初はやっぱり（支援ツールを書くこと
は）義務感だけど…。最近は義務で毎日（支援ツ
ール）出さなきゃって感じでやってたけど。［ID5］

３ ）“教員との関係性を作るもの”に関連する 5
カテゴリー
　【教員との距離が縮まる】：支援ツールでのや
りとりは、＜支援ツール担任との関係が深まる＞
だけでなく、支援ツール担任以外の＜他の教員に
親近感がわく＞と感じさせていた。
　もう（教員）全般的に。その、支援ツール担任
は一人だけど、一人の先生でその距離が縮まった
ことで、周りの先生に対しても、ちょっと親近感
がわくというか。［ID5］
　【私をわかってくれている教員】：学生は＜自
分のことを知っている支援ツール担任＞と認識し、
＜支援ツール担任は自分のことを見ている＞と意
識し＜支援ツール担任は味方＞と感じていた。
　別に批判されることもなく、答えて頂いたので。
なんか私としては心強い味方が一人できたみたい
な感じでした。［ID5］
　【本音が言える支援ツール担任】：学校生活の色 
々なことは＜支援ツール担任には相談しやすい＞
と感じていた。しかし、成績評価や生活指導に関
係する＜学年担任が支援ツール担任だと本音が書
けない＞と感じていた。
　自分はたまたま（支援ツール担任と学年担任が）
違ったので、なんか、勉強のことも書いたし、そ
の、クラスの雰囲気のことも書いたし、なんかい
ろんなことをハードルなく書いて。［ID5］
　【支援ツール担任は私の教員】：＜支援ツール
からの特別なやりとり＞が発生していると感じて
いた。支援ツール担任は＜自分専門の教員＞であ
り、＜支援ツール担任は特別＞と感じ、支援ツー
ル担任の教員にとっても＜担当学生は特別＞な存
在だと認識していた。
　まあ、なんか、その ３ 学年で何人かずつでその
先生ってなったときに、なんか、まあ、学年の担
任よりも、多分自分のことを知ってくれてて、だ
からまあ、なんか特別感のあるのは支援ツールの
先生かなって思いました。［ID2］
　えー、（支援ツールの先生は特別感が）あります。
なんか、（自分のこと）わかってくれてるって。［ID4］
　【支援ツール担任は教員の一人】：支援ツール
担任との関係構築がうまく進まないと、＜支援ツ
ール担任と学年担任の印象は同じ＞＜支援ツール
担任より学年担任の方が近い＞＜学年担任に相談
する＞と考え、＜悩みは支援ツールに書かない＞
としていた。
　うーん。（学年担任と支援ツール担任に対する
思いの違いは）あんまり（ない）でも、（支援ツ
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ール教員とは）顔合わせて会話してるっていう感
じでもないんで、あんまり、違いはなかった。［ID7］

考　　察
　学生の支援ツールに対する思いを ３ つの分類か
ら述べる。その後に学生支援ツールの活用につい
て述べる。
　 1 ．支援ツールに対する思い
　学生は入学当初から支援ツールの記載と提出を
半ば強制的に求められる。そのため学生は支援ツ
ールを“毎日提出する”余分なものだと感じてい
る。また支援ツール担任に対しても、たまたま担
当することになった教員だと思っている程度であ
る。そのため書かれている内容は教員との共通の
話題となる勉強方法や当たり障りのない学校生活
での様子等なのだと思われる。
　支援ツールのやりとりが続いてくると、学生は
自分の書いたことに対し、教員からの返事がほし
いと感じていた。新入生は、教員に助言・相談、
慰め・励ましといったサポートを求めている ９ ）。
本研究でも学生は、教員からの返信を求めていた。
返信は自分の思いを受け取ってもらう体験であり、
その自分の思いに対し教員の思いを返してもらう
体験である。教員からの丁寧な一対一のやりとり
は、大切にされている、認められていると学生に
感じさせていると考える。教員が親身に相談に乗
ることや一緒に問題解決法を考えることは、看護
学生のモチベーションを上げる10）。これらの関わ
りを支援ツールのやりとりを通して教員は行って
いるのだと考える。これらの結果、支援ツール教
員からの返事がある場合、学生は支援ツールのや
りとりを楽しいと感じ、教員からの返信に安心感
や安堵感を持っていると推測できる。やがて学生
は支援ツール担任に自分のことを知ってほしい、
そして支援ツール担任のことを知りたいと思うよ
うになっている。また、支援ツールを、自分の気
持ちをリアルタイムで伝えられるツールとして活
用し始めていると考えられる。橋本他11）や平上他8 ） 

は、問題を自身で解決しようとする学生が多いこ
とを報告している。しかし学内に専門のカウンセ
ラーや学生相談員がいれば安心して相談できると
する学生は ３ 割から 5 割存在しているとする報告３ ） 

もある。支援ツールは学生の相談窓口や相談のき
っかけとなりうると考えられる。一方、教員から
の返事がない場合、担当の教員が見てくれないの
であれば出す意味はないと考え、支援ツールを書
き続けるかは教員によるとしている。返事がない

教員とのやりとりに楽しさは感じられず、支援ツ
ールを書くことは義務であり何かのきっかけ、例
えば一度出さないということがあると、支援ツー
ルの提出が中断してしまっている。これらのこと
から学生は、支援ツールが継続されると、支援ツ
ール担当の“教員とやりとりできるもの”として
活用していると考えられる。
　学生は支援ツールを通じて、次第に支援ツール
担任に対し情緒的な結びつきを感じ始めていると
考えられる。看護大学学生には自己効力感と情緒
的サポート希求との間に有意な正の相関が見られ
ている12）。学生はさらなるサポートを求めて、支
援ツールを継続していると思われる。さらに支援
ツールでのやりとりは、支援ツール担任以外の教
員との関係づくりにも関連している。学生は支援
ツール担任以外の教員にも安心や親しみを感じて
いる。これは支援ツール担任に情緒的な結びつき
を感じることで、教員全体に対する安心感や親近
感につながったと考えられる。学生にとって教員
は学業継続を支援してくれる人である 2 ）1３）。支援
ツールでのやりとりにより、支援ツール担任との
関係がより強まってくるため、支援ツール担任は
常に味方でいてくれる教員として信頼を深めてい
る。そのため本音に近い話をしていると思われる。
その結果、支援ツール担任を自分の教員として、
特別な存在と認識していると考えられる。学生は
支援ツールを“教員との関係性を作るもの”と感
じ、やりとりを通じて学生と教員は関係を深めて
いた。一方、支援ツールに楽しさを見いだせず義
務で続けていた学生は、支援ツール担任に対し情
緒的な結びつきや信頼は持てず、教員の一人でし
かないと感じ、支援ツール担任との関係は深まっ
ていない。そのため支援ツールに悩みは書かず、
支援ツール担任の相談窓口としての機能や、支援
ツールの学生の学習・生活状況把握の機能は働い
ていない状態となっている。
　 2 ．学生支援ツールの活用
　支援ツールは、学生にとって教員への相談のき
っかけとなっていた。支援ツールでのやりとりは、
学生−教員間の関係を深めることができると示さ
れた。 1 年生は学校生活が講義中心で、教員と関
わる機会は少なく教員をサポート資源だと捉える
ことは難しい時期にある1４）。教員からのサポート
を受けようにも、個別に相談する機会は少ない。
それらの状況を考えると、支援ツールは入学時の
早い時期において、相談窓口としての機能を持つ
と考えられる。ただし、単に学生生活指導のため
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にと、生活状況や学習状況を学生支援ツールに書
かせても学生の負担感を増す結果になる15）という
報告がある。担当教員による丁寧なやりとりがあ
ってこそ負担感を抱かせず、学生との関係を深め
るのだと考えられる。そして、支援ツール担任を
軸に他の教員に対しても、安心して信頼の感覚を
深めている。支援ツールを入学直後から活用する
ことで、学生の相談窓口やきっかけとなり、その
後も支援ツールを継続することによって、全学年
の学生が感じる困難感や悩みに気づくきっかけと
することができる。これらのことから、やりとり
型の学生支援ツールは、 1 年生だけでなく全学年
の学生にとっても、学生−教員間の関係構築とい
う点から学生支援に効果があると考えられる。し
かし、学生の負担感や強制されている感覚を減ら
すためには、提出頻度については学生の主体性を
尊重したり、記載内容が守られる提出方法を工夫
したり、支援ツール担任とのマッチングについて
の配慮は必要になってくると考える。
　本研究では、対象者をＡ看護専門学校の学生に
限定していることから、対象校の特色が影響して
いることは否めない。また、対象者のインタビュ
ーを本学教員が実施したため、学生からの反応に
偏りが生じた可能性がある。今後は、支援ツール
を継続・再開できる要因の検討、有用な返信の方
法・内容の検討、強制的と感じない運用方法の検
討が課題である。

結　　論
　 1 ．支援ツールに対する思いに関連する15カテ
ゴリー【支援ツールはめんどくさい】【学生生活
のことを書く】【自分を知るために書く】【提出と
教員は関係しない】【支援ツールでのやりとり】【支
援ツールでの相談】【教員からの返信姿勢】【支援
ツールに書きたい】【もっと知り合いたい】【支援
ツールは義務】【教員との距離が縮まる】【私をわ
かってくれている教員】【本音が言える支援ツー
ル担任】【支援ツール担任は私の教員】【支援ツー
ル担任は教員の一人】が抽出された。
　 2 ．カテゴリーをさらに概念的に分析し ３ 分類 
“毎日提出するもの” “教員とやりとりできるもの”
“教員との関係性を作るもの”が抽出された。
　 ３ ．支援ツールは学生にとって教員への相談の
きっかけとして活用されていたと考えられる。

利益相反
　本研究において開示すべき利益相反はない。
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